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ⅲ
．

費
用

対
効

果
を

考
え

規
模

の
縮
小

を
考

え
る

べ
き

で
あ

る
。

 
こ

れ
ま
で

も
、
緑

化
園

の
段
階

的
な
縮

小
に

よ
る

集
約

化
（

平
成

1
7
年

度
，

平
成

20
年

度
）

が
実

施
さ

れ
、

県
直

営
か

ら
委

託
へ

の
移

行
等

に
よ

る
コ

ス
ト

縮
減

が
行

わ
れ

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。
 

上
記

の
過
去

5
年
間

の
推

移
を

見
る
と

配
付

本
数

は
逓

減
し

、
直

近
の

平
成

21
年
度

に
至
っ

て
は

枯
損

等
減

数
が

配
付

本
数

を
上
回

る
よ

う
な

状
況

に
あ

る
。

ま
た

、
平

成
2
1
年

度
の

期
末

本
数

を
配

付
本

数
で

除
し

た
配

布
に
要

す
る

年
数
は

1
6
年
以

上
と
な

っ
て

い
る
。

更
に
、

受
入

時
の

費
用

、
枯

損
等

の
処

理
費

用
、

期
末

本
数

の
養

成
の

た
め

の
費

用
等

も
あ

る
も

の
の

、
単

純
で

は
あ

る
が

、
平

成
2
1
年
度

の
配
付

本
数

6
9
1
本

を
委
託

金
1
5,
3
7
6
千

円
で

除
し

て
算

定

し
た

1
本

当
り

の
単

価
は
約

2
2
千
円

と
な

る
。

し
た

が
っ
て

、
最

近
の

事
業

実
績

か
ら
は

、
そ

の
役

割
が

だ
い

ぶ
薄

ら
い

だ
感

は
否

め
ず

、
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

事
業

規
模

に
縮

小
等

を
検

討
す

べ
き

で
あ

る
。
 

 ②
 

普
及

啓
発

ゾ
ー

ン
に

お
け

る
競

争
入

札
制

度
等
競

争
原

理
の

導
入

の
検

討
に
つ

い
て

（
意

見
）
 

 

ⅰ
．

普
及

啓
発

ゾ
ー

ン
と

随
意

契
約
 

 
山

梨
県

森
林

総
合

研
究

所
は

、
河

川
で

左
右

に
区

切
ら

れ
た

下
図

の
左

側
半

分
が

試
験

研
究

ゾ
ー

ン
で

あ
り

、
右

側
が

森
の

教
室

建
物

及
び

ふ
れ

あ
い

公
園

（
芝

生
公

園
）

が
あ

る
普

及
啓

発
ゾ

ー
ン

と
な

っ
て

い
る

。
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こ
の

普
及

啓
発

ゾ
ー

ン
の

管
理

運
営
は

、
平
成

6
年
度

よ
り

山
梨
県

林
業

公
社

と
の

間
で
随

意
契

約
に

よ
る

委
託

契
約

が
締

結
さ
れ

て
い

る
。
 

 

年
 
 
度
 

平
成

19
年
度
 

平
成

20
年
度
 

平
成

21
年
度
 

委
託

金
額

 
1
5
,
1
13

千
円
 

1
5
,
1
62

千
円
 

1
5
,
1
03

千
円
 

 

 

ⅱ
．

競
争

原
理

の
導

入
の

検
討

 

 
随

意
契

約
は

例
外

的
な

契
約

方
法

で
あ

っ
て

、
相

当
の

理
由

が
必

要
と

さ
れ

る
。

森
林

総
合

研
究

所
で

は
、
こ

の
理

由
を
以

下
4
点

と
し

て
、
競

争
入
札

に
よ
ら

ず
随

意
契

約
と

し
て

い
る
。
 

 

・
山
梨

県
林

業
公

社
が

、
「
武
田

の
杜
」
な

ど
に

つ
い

て
も
数

年
来
受

託
管

理
を

行
っ

て
お

り
普

及
啓

発
施

設
の

維
持

管
理

と
イ

ベ
ン

ト
な

ど
の

普
及

啓
発

行
事

の
ノ

ウ
ハ

ウ
を

持
っ

て
い

る
こ

と
。
 

・
森

林
・

林
業

の
現

状
や

行
政

と
し

て
の

今
後

の
方

向
性

な
ど

の
知

識
、

そ
し

て
そ

れ
を

解
り

や
す

く
相

手
に

伝
え

る
た

め
の

技
術
的

知
識

や
情

報
が

求
め

ら
れ
る

こ
と

。
 

・
平
成

6
年
度

か
ら

長
き

に
わ

た
り
、

当
該

管
理

運
営

業
務

を
適
切

に
履

行
し

、
人

的
資

源
と

ノ
ウ

ハ
ウ

を
持

ち
合

わ
せ

て
い

る
団
体

は
山

梨
県

林
業

公
社

以
外
に

は
認

め
ら

れ
な

い
こ

と
。
 

・
森

林
・

林
業

に
関

す
る

専
門

的
知

識
、

普
及

啓
発

行
事

の
企

画
力

の
双

方
が

必
要

で
あ

り
、

競
争

入
札

に
適

さ
な

い
こ

と
。

 

 

確
か

に
、

山
梨

県
林

業
公

社
の

森
林

・
林

業
に

関
す

る
専

門
的

知
識

、
普

及
啓

発
行

事
の

企

画
力

は
あ

る
と

思
う

が
、
相
当

の
専
門

的
知

識
を

必
要

と
す

る
森
の

教
室

の
講

座
に

つ
い

て
は
、

平
成

21
年
度

で
は
全

2
5
回
の

う
ち

2
0
回

は
外

部
講

師
及
び

森
林
総

合
研

究
所

の
職

員
が

講
師

と
な

っ
て

い
る

の
が

現
状

で
あ

る
。

ま
た

、
平

成
2
2
年

度
で

は
そ
の

ほ
と

ん
ど

を
森

林
総

合
研

究
所

の
職

員
が

講
師

と
な

っ
て

い
る

。
こ

の
こ

と
を

考
慮

す
れ

ば
、

あ
る

程
度

の
森

林
・

林
業

に
関

す
る

知
識

は
必

要
で

あ
る

も
の

の
、

山
梨

県
林

業
公

社
の

み
に

し
か

で
き

な
い

委
託

業
務

で
は

な
い

と
思

わ
れ

る
。
 

ま
た

、「
武
田

の
杜

」
の

管
理
運

営
は
指

定
管

理
者

制
度

に
平

成
1
7
年

度
か

ら
移

行
さ
れ

て

い
る

。
さ

ら
に

、
委

託
さ

れ
て

い
る

普
及

啓
発

ゾ
ー

ン
は

河
川

で
試

験
研

究
ゾ

ー
ン

と
明

確
に

区
分

さ
れ

て
お

り
、

民
間

委
託

し
た
と

し
て

も
試

験
研

究
ゾ

ー
ン
に

は
影

響
は

少
な

い
。

 

こ
の

こ
と

か
ら

、
随

意
契

約
と

す
る

の
で

は
な

く
、

競
争

原
理

を
導

入
し

た
競

争
入

札
や

指

定
管

理
者

制
度

へ
の

変
更

を
検

討
さ
れ

た
い

。
 

 
 
 

森
林

総
合
研

究
所

 

③
 

八
ヶ

岳
薬

用
植

物
園

に
お

け
る

観
光

的
視

点
を

採
り

入
れ

た
施

設
運

営
の

検
討

に
つ

い
て

（
意

見
）

 

 

ⅰ
 

八
ヶ

岳
植

物
園

の
概

要
 

 
八

ヶ
岳

薬
用

植
物

園
は
、
北

杜
市
小

淵
沢

の
八

ヶ
岳

山
麓

の
小
淵

沢
Ｉ

Ｃ
か

ら
車
で

10
分
程

度
に

位
置

す
る

。
農

山
村

地
域

の
振

興
を

図
る

た
め

、
山

菜
、

薬
草

、
き

の
こ

な
ど

の
有

用
植

物
の

栽
培

方
法

等
の

試
験

研
究

や
展

示
を

行
い

、
そ

の
普

及
を

図
っ

て
い

る
。

試
験

研
究

の
栽

培
の

ほ
か

に
は
、

年
に

1
0
数
回

山
の
幸

教
室

が
開

催
さ

れ
て

い
る
ほ

か
、
き

の
こ

鑑
定
会

や
ク

イ
ズ

を
解

き
な

が
ら

ウ
ォ

ー
ク

ラ
リ
ー

な
ど

の
イ

ベ
ン

ト
も

開
催
さ

れ
て

い
る

。
 

 管
理

運
営

は
、

峡
北

森
林

組
合

に
委

託
さ

れ
て

お
り

、
誰

で
も

無
料

で
見

学
散

策
が

で
き

る
施

設
で

あ
り

、
南

ア
ル

プ
ス

が
よ

く
見
え

る
ロ

ケ
ー

シ
ョ

ン
で

あ
る
。

 

峡
北

森
林

組
合

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

よ
り
 

 
 

 
 

ⅱ
 

県
外

利
用

者
の

割
合
 

同
施

設
は

、
植

物
園

と
し

て
無

料
で

一
般

公
開

さ
れ

て
お

り
、

八
ヶ

岳
と

い
う

ロ
ケ

ー
シ

ョ

ン
か

ら
記

帳
者

の
み

の
デ

ー
タ

で
は
あ

る
が

利
用

者
の

県
外

比
率
は

7
割

程
度

と
高

く
、

観
光

施
設

的
な

性
格

も
合

わ
せ

持
っ

て
い
る

。
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年
 

月
 

来
園

者
数
 

（
人

）
 

記
帳

者
数
 

（
人

）
 

内
県

外
利

用
者

数
 

（
人

）
 

県
外

比
率
 

2
1
 

4
 

6
4
0 

1
1
1 

6
7
 

6
0
% 

2
1
 

5
 

2
,
6
8
0 

5
0
1 

3
1
3 

6
2
% 

2
1
 

6
 

1
,
4
8
0 

3
7
4 

2
7
1 

7
2
% 

2
1
 

7
 

3
,
1
4
0 

9
4
5 

7
7
2 

8
2
% 

2
1
 

8
 

3
,
0
5
0 

5
3
6 

4
5
1 

8
4
% 

2
1
 

9
 

2
,
4
8
0 

6
0
2 

4
3
8 

7
3
% 

2
1
 

1
0
 

1
,
9
0
0 

3
7
3 

2
3
2 

6
2
% 

2
1
 

1
1
 

3
5
0 

9
7
 

4
5
 

4
6
% 

2
1
 

1
2
 

1
5
0 

4
4
 

3
 

7
%
 

2
1
 

1
 

6
0
 

1
5
 

1
 

7
%
 

2
1
 

2
 

7
0
 

1
2
 

1
0
 

8
3
% 

2
1
 

3
 

2
1
0 

8
2
 

2
3
 

2
8
% 

年
度

合
計
 

1
6
,
2
1
0 

3
,
6
9
2 

2
,
6
2
6 

7
1
% 

  
 

ⅲ
 

施
設

の
効

果
的

・
効

率
的

利
用
の

検
討
 

 
こ

の
観

光
施

設
的

な
性

格
を

踏
ま

え
、

本
来

の
農

山
村

地
域

振
興

に
観

光
的

な
側

面
に

も
配

慮
し
、

県
有

財
産

の
効

果
的
活

用
が
最

大
限

可
能

と
な

る
よ

う
な
利

用
方

法
を

検
討

さ
れ

た
い
。 
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ー

 

研
究

実
績

の
評

価
に

関
し

て
は

事
前

に
各

評
価

委
員

に
評

価
関

係
資

料
一

式
を

送
付

し
、

書
類

の

検
討

時
間

を
確

保
は

し
て

い
る

。
た

だ
し

、
最

終
面

談
に

よ
る

説
明

を
直

接
受

け
な

い
で

評
価

を
実

施
す

る
こ

と
は

、
最

も
重

要
な

直
接

面
談

、
質

疑
応

答
を

行
っ

て
い

な
い

こ
と

に
な

り
、

事
前

の
資

料
説

明
の

み
で

評
価

結
果

を
下

す
こ
と

は
完

全
な

評
価

と
は

言
い
難

き
側

面
が

あ
る

。
 

 評
価

委
員

に
よ

っ
て

は
や

や
出

席
率

の
低

い
評

価
委

員
も

い
る

た
め

、
今

後
の

評
価

委
員

の
選

定

に
当

た
っ

て
は

出
来

る
だ

け
確

実
に

評
価

委
員

会
に

出
席

が
可

能
な

者
の

選
任

に
つ

い
て

留
意

す
る

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
研

究
の

評
価

に
あ

た
っ

て
は

評
価

委
員

に
代

替
日

に
お

け
る

個
別

面
談

等
の

実
施

や
、

代
理

と
な

る
人

員
の

資
質

が
問

題
で

あ
る

も
の

の
、

評
価

委
員

の
代

理
と

し
て

出
席

が
可

能
な

人
員

の
確

保
等

の
対

応
が

必
要
に

な
る

も
の

と
思

わ
れ

る
。
 

  

②
 

試
験

研
究

課
題

ご
と

の
県

民
負

担
額

の
説

明
責
任

に
つ

い
て

（
意

見
）
 

研
究

開
発

コ
ス

ト
に

関
し

て
は

そ
れ

ぞ
れ

の
研

究
テ

ー
マ

ご
と

の
予

算
要

求
、

予
算

配
分

ベ
ー

ス

で
人

件
費

以
外

の
部

分
し

か
考

慮
が

な
さ

れ
て

い
な

い
。

す
な

わ
ち

現
状

で
は

、
研

究
そ

の
も

の
に

関
す

る
人

件
費

を
除

く
直

接
費

用
（

備
品

費
、

原
材

料
費

、
消

耗
品

費
、

委
託

加
工

費
、

旅
費

、
そ

の
他

費
用

）
の

み
の

範
囲

で
研

究
テ

ー
マ

の
事

前
評

価
段

階
（

研
究

計
画

書
）

と
事

後
評

価
の

段
階

（
研

究
結

果
報

告
書

）
に

お
い

て
、
参

考
的

に
報

告
さ

れ
て

い
る
の

み
で

あ
る

。
 

現
在

は
、
そ

れ
ぞ

れ
の

研
究

テ
ー

マ
に
関

し
て
、
研
究

開
発

時
間

は
個
別

に
把

握
さ

れ
て

い
な

い
。

研
究

開
発

テ
ー

マ
の

評
価

に
あ

た
っ

て
は

、
実

際
に

ど
の

研
究

テ
ー

マ
に

ど
の

く
ら

い
の

研
究

員
の

時
間

を
要

し
た

か
と

い
う

こ
と

も
考

慮
に

入
れ

な
が

ら
研

究
結

果
の

評
価

を
実

施
す

る
こ

と
も

必
要

で
は

な
い

か
と

思
わ

れ
る

。
 

 

研
究

テ
ー

マ
に

関
す

る
最

大
の

コ
ス
ト

は
研

究
者

本
人

の
人

件
費
コ

ス
ト

で
あ

る
た

め
、

こ
の
部

分
に

つ
い

て
も

研
究

テ
ー

マ
ご

と
の
人

件
費

コ
ス

ト
の

把
握

を
す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
そ
れ
ぞ

れ
の

研
究

テ
ー

マ
に

関
す

る
そ

の
研

究
の

成
果

と
し

て
の

評
価

結
果

を
検

討
す

る
う

え
で

も
必

要

で
あ

る
と

と
も

に
、
納

税
者
が

そ
れ
ぞ

れ
の

研
究

テ
ー

マ
に

負
担
す

る
コ

ス
ト

は
ど

の
く

ら
い
か
か

っ
て

い
る

の
か

と
い

う
こ

と
を

、
試

験
研

究
機

関
側

に
お
い

て
も
正

し
く

把
握

し
て

お
く

義
務
と
そ

の
必

要
性

が
あ

る
も

の
と

考
え

る
。
 

 

ち
な

み
に

、
山

梨
県

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

で
は

約
3
年

前
ま

で
は

通
常

の
勤

務
時

間
に

限
り

研
究

員
ご

と
に

指
導
・

相
談

業
務
、

依
頼

・
試

作
業

務
、

研
究
業

務
に
区

分
し

て
大

体
の

時
間

把
握
を

行

っ
て

い
た
。

し
か

し
な

が
ら
、

現
在

は
こ

の
時

間
管

理
を
行

っ
て
い

な
い
。

こ
の

時
間
管

理
方
式

を

復
活

さ
せ

た
う

え
で

さ
ら

に
精

緻
な
取

り
組

み
を

し
て

頂
く

こ
と
に

よ
り
、

研
究

の
た
め

に
要
す
る

研
究

者
の

人
件

費
コ

ス
ト

を
研

究
テ

ー
マ

ご
と

に
把

握
す

る
方

向
で

対
応

を
実

施
す

る
こ

と
も

今

後
の

検
討

課
題

と
考

え
る

。
 

 

③
 

時
間

外
勤

務
の

把
握

に
関

す
る

考
え

方
に

つ
い
て

（
意

見
）

 

平
成

2
1年

度
の

時
間

外
勤

務
状

況
は
、
個

人
別

に
算

出
さ

れ
て

い
る
。
こ

の
時

間
外

勤
務

時
間

は
、

山
梨

県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
の

平
成

2
1
年

度
の

目
標

時
間

制
度

等
に

よ
り

管
理

さ
れ

る
時

間
外

勤

務
時

間
を

そ
の

上
限

と
し

て
お

り
、
個

人
別

に
算

出
さ

れ
た

時
間
を

そ
れ

ぞ
れ

の
グ

ル
ー

プ
ご
と
に

集
計

さ
れ

た
も

の
は

以
下

の
と

お
り
で

あ
る

。
 
（
個

人
別

に
時
間

デ
ー

タ
を

記
載

す
る

こ
と
に
変

え
て

、
便

宜
上

グ
ル

ー
プ

ご
と

に
集
計

し
た

。
）
 

山
梨

県
工
業

技
術
セ
ン

タ
ー

 

  
グ

ル
ー
プ

名
 

対
象

人
員
 

年
間

時
間

外
勤

務
時

間
 

1
人

当
た

り
時

間
 

総
務

課
 

2
名
 

4
4
3
時
間
 

2
2
1
.
5時

間
 

企
画

情
報

部
 

6
名
 

1
7
7
時
間
 

2
9
.
5
時
間
 

生
活

技
術

部
 

1
0
名
 

2
0
4
時
間
 

2
0
.
4
時
間
 

電
子

・
材

料
技

術
部
 

1
6
名
 

7
9
3
時
間
 

4
9
.
5
時
間
 

高
度

技
術

開
発

部
 

6
名
 

3
3
2
時
間
 

5
5
.
3
時
間
 

デ
ザ

イ
ン

技
術

部
 

5
名
 

1
7
9
時
間
 

3
5
.
8
時
間
 

ワ
イ

ン
セ

ン
タ

ー
 

3
名
 

4
7
9
時
間
 

1
5
9
.
6時

間
 

合
計

時
間
 

4
8
名
 

2
,
6
0
7時

間
 

5
4
.
3
時
間
 

 

こ
の

時
間

外
勤

務
時

間
に

つ
い

て
は
、
山

梨
県

工
業

技
術
セ

ン
タ
ー

の
研

究
者

と
事

務
部

門
職
員
の

個
人

別
時

間
外

勤
務

手
当

の
計

算
の
た

め
に

集
計

さ
れ

た
時

間
で
あ

る
。
 

こ
れ

ら
の

集
計

さ
れ

た
時

間
に

係
る
研

究
コ

ス
ト

に
つ

い
て

も
、

管
理

部
門

（
総

務
課
）

以
外

に
関

し
て

は
そ

れ
ぞ

れ
の

研
究

テ
ー

マ
ご

と
に

当
該

コ
ス

ト
を

認
識

し
て

ゆ
く

こ
と

が
今

後
は

必
要

と
考

え
る

。
 

 

時
間

外
勤

務
時

間
の

コ
ス

ト
把

握
に
つ

い
て

は
、
前

記
②
の

方
法
に

準
じ

て
時

間
把

握
を

行
う
こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
 

こ
れ

に
よ

り
、
研

究
業

務
に
掛

っ
た
す

べ
て

の
時

間
外

勤
務

時
間
を

加
味

し
、
そ

れ
ぞ
れ

の
研
究

テ

ー
マ

ご
と

に
算

出
さ

れ
た

総
研

究
コ
ス

ト
を

把
握

し
た

う
え

で
、

県
民

負
担

額
と

し
て
の

説
明
責

任
に

対
応

で
き

る
よ

う
な

方
法

を
講

じ
て
お

く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。
 

  （
２

）
会

計
 

①
 

機
械

の
使

用
料

に
つ

い
て

（
意

見
）
 

山
梨

県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
の

設
備

、
機

械
の

使
用

料
は

山
梨

県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
諸

収

入
条

例
（

山
梨

県
条

例
第

三
号

）
に
よ

り
規

定
さ

れ
て

い
る

。
 

山
梨

県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
の

条
例
で

定
め

ら
れ

た
設

備
、

機
械

の
使

用
料

は
全

部
で

28
7
件
あ

る
が

、
そ

の
使

用
料

の
積

算
に

あ
た

っ
て

は
、

減
価

償
却

費
を

所
要

経
費

の
一

要
素

と
し

て
考

慮
し

て
い

る
。

と
こ

ろ
が

当
該

減
価

償
却

費
の

計
算

に
当

た
っ

て
は

残
存

価
額

1
0
％

を
控

除
し

て
計

算
し

て
い

る
。

現
行

の
制

度
会

計
で

は
平

成
1
9
年

4
月

1
日

以
降

取
得

の
固

定
資

産
の

減
価

償
却

費
の

計
算

に
当

た
っ

て
は

残
存
価

額
を

1円
と
し

て
計
算

し
て
い

る
た

め
、
山

梨
県
と

し
て

も
残

存
価

額
を

1
0
％

と
設

定
す

る
の

を
や

め
る

こ
と

に
よ

り
、

一
時

間
当

た
り

の
使

用
料

を
ア

ッ
プ

す
る

こ
と

も
可

能
で

あ
り

、
ま

た
現

在
の

制
度

会
計
に

合
致
し

た
対

応
で

あ
る

と
解

す
る
。

尚
、
平

成
19
年

3月
3
1日

以
前
に

取
得
の

固
定

資
産

の
減

価
償

却
費
の

計
算

に
当

た
っ

て
も

、
税

務
会

計
上

償
却

可
能

限
度

額
に

達
し

て
い

る
資

産
に

つ
い

て
は

5
年

間
で

残
存

価
額

1
円

ま
で

償

却
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

し
た

が
っ

て
、

山
梨

県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
平

成
1
9

年
4
月

1
日

以
降

取
得

の
設

備
、

機
械

に
つ

い
て

は
、

こ
の

よ
う

な
対

応
の

上
で

そ
の

使
用

料
を
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決
定

す
べ

き
で

あ
り
、

ま
た
平

成
1
9年

3月
3
1日

以
前

に
取
得

の
設
備
、

機
械

に
つ

い
て
も

、
最

終
的

に
は

残
存

価
額

1円
ま
で
償

却
す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

か
ら
、
使

用
料

の
変

更
等
も

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。
 

例
え

ば
当

該
条

例
の

レ
ー

ザ
ー

ア
ブ

レ
ー

シ
ョ

ン
質

量
分

析
の

一
時

間
当

た
り

の
使

用
料

は

4
,
1
6
0円

と
定

め
ら

れ
て

い
る
が

、
積

算
の

根
拠

の
減

価
償
却

費
は
残

存
価

格
1
0
％
を

控
除

し
て

い
る

。
残

存
価

格
を

1
円

と
し

て
計

算
す

る
こ

と
に

よ
り

、
一

時
間

当
た

り
の

使
用

料
を

4,
4
7
0

円
に

ア
ッ

プ
す

る
こ

と
も

可
能

で
あ

る
。

こ
の

結
果

平
成

1
9
年

度
6
9
6
,9
2
1
円

、
平

成
20

年
度

5
2
5
,
1
26
円
の

増
収

が
見

込
ま
れ

る
。
 

＜
山

梨
県

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

使
用
料

・
手

数
料

算
出

根
拠

＞
 

使
用

料
 

 種
別

及

び
区

分
 

単
価

 

（
1
時

間

当
た

り
）
B 

人
件

費
 

 
 

 
 

 
 

Ｊ
 

減
価

償
却

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K
 

光
熱

水
費

 
消

耗
品

費
 

  
 ｐ

 

電
気

代
 

L
 

ガ
ス

代
 

M
 

水
道

代
 

N
 

B
=
J
＋

K
＋

L
＋

M
＋

N

＋
P 

円
 

6
8 

J
＝

＠
×

所
要

時
間

 

＠
(
時

間
当

た
り

償
却

費
)
＝

（
取

得
価

格
－

残

存
価

格
）

÷
(
耐

用
年

数

×
稼

働
日

数
×

8
時

間
) 

K
＝

＠
 

(
@
＝

1
0
円

/
K
w
h)  

L
=
@
×

Kw
h

×
稼

働
率

 

(
@
=
11

0
円

/
ｍ

3) 

 

M
=
@×

m
3 

(
@
=
21

7
円

/
ｍ

3) 

 

N
=
@×

m
3 

－
 

レ
ー

ザ

ー
ア

ブ

レ
ー

シ

ョ
ン

質

量
分

析

装
置

 

B
=
3
,9

7
1.

2
円

 

J
=
6
8×

5 

=
3
4
0
円

 

K
=
(
30

,
31

3
,5

0
0-

3
,0

3
1

,
3
5
0)

÷
（

5×
25

8×
8）

 

=
2
,
64

3
.6

円
 

L
=
1
0

×

1
4
.
5×

１
 

=
1
4
5
円

 

M
=
1
10

×
0 

=
0
円

 

N
=
2
17

×
0 

=
0
円

 

 P
=
8
43

円
 

 
 

人
件

費
：

県
職

員
全

体
の

平
均

給
与

(
H1

7

財
政

課
資

料
) 

耐
用

年
数

：
ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾟ
ｭ
ｰ
ﾀ
関

係
6
年

、
加

工
機

械
関

係

7
年

、
左

記
以

外
の

も
の

5
年

と
す

る
。

 

残
存

価
格
：
取

得
価

格
の

1
0
％

と
す

る
。

 

年
間

稼
働

日
数
：

25
8
日

と
す

る
。

 

－
 

－
 

－
 

ｱ
ﾙ
ｺ
ﾞﾝ

ｶ
ﾞｽ 

8
4
0
円

/時

間
 

ﾍ
ﾘ
ｳ
ﾑｶ

ﾞ
ｽ 

3
円

/時
間
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梨

県
工
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技
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セ
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タ
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所

要
経
費

の
算

出
根

拠
 

 料
金

 
 

 
3,970

（
10

円
未

満
四
捨

五
入

）
 

消
費

税
 

 
 

190 (10
円

未
満

切
り
捨

て
) 

金
額

 
 

 
4,160 

  （
３

）
契

約
 

①
 

平
成

2
1
年

度
契

約
の

空
調

設
備

自
動

制
御

機
器
の

年
間

保
守

業
務

に
つ

い
て
 

 

委
託

内
容

：
空

調
設

備
自

動
制

御
機
器

の
年

間
保

守
業

務
 

委
託

者
名

：
Y
社
 

契
約

種
別

：
随

意
契

約
 

委
託

金
額

：
4
,
7
25
,
0
00

円
 

 

山
梨

県
財

務
規

則
に

よ
る

と
、
契

約
金

額
10
0
万

円
以

上
の

契
約
に

つ
い

て
は

指
名

競
争

入
札

に
よ

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。
当

該
契

約
に

つ
い

て
も

本
来

は
指
名

競
争

入
札

が
必

要
で

あ
る
が
、

下
記

の
理

由
で

省
略

し
、

随
意

契
約
と

し
て

い
る

。
 

 
 

（
理

由
）
 

○
当

セ
ン

タ
ー

の
精

密
機

器
等

を
正

常
に

作
動

さ
せ

る
た

め
に

は
適

切
な

空
調

環
境

を
保

持
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

上
記

委
託

者
は

空
調

設
備
自

動
制
御

機
器

の
メ

ー
カ
ー
で

あ
り
、

当
セ

ン
タ

ー
専

用
に
設

計
さ
れ

た
当

該
機

器
等

の
専

門
知
識

を
有

し
、
各

機
器
の

修
繕

等
に

要
す

る
専

用
部

品
を

常
備
・
供

給
で

き
、

速
や
か

な
応
急

対
策

の
態

勢
を
整
え

た
県

内
唯

一
の

業
者

で
あ

る
当

該
業
者

の
対

応
が

不
可

欠
で

あ
る
。
 

○
以

上
か

ら
、
地

方
自

治
法
施

行
令
第

16
7
条
の

2
第

1
項

第
2
号

の
規

定
に

よ
り

随
意

契

約
と

し
、

財
務

規
則

第
1
3
7
条

第
3
項

及
び

同
運

用
通

知
第

1
3
7
条

関
係

4
-ア

に
よ
り
、

見
積

合
わ

せ
を

省
略

す
る

。
 

 

ⅰ
．

予
定

価
格

の
算

定
に

つ
い

て
（

指
摘

事
項

）
 

上
記

契
約

に
お

い
て

、
上

記
委

託
者

か
ら

見
積

書
を

入
手

し
て

予
定

価
格

の
算

定
を

行
っ

て

い
る

が
、

予
定

価
格

の
内

訳
の

積
算

額
算

定
に

あ
た

っ
て

は
当

該
見

積
書

を
も

と
に

ほ
ぼ

転
記

し
て

い
る

の
み

で
あ

り
、

独
自

に
予

定
価

格
の

積
算

を
行

っ
て

い
る

わ
け

で
は

な
く

予
定

価
格

の
積

算
が

形
骸

化
し

て
い

る
。

従
来

か
ら

継
続

し
て

き
て

い
る

契
約

で
あ

る
か

ら
と

思
わ

れ
る

が
、

保
守

・
点

検
の

内
容

を
精

査
し

た
上

で
委

託
先

の
作

業
工

数
、

修
繕

部
品

等
の

原
価

を
独

自
に

算
定

し
予

定
価

格
の

積
算

を
行
う

べ
き

で
あ

る
。
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ⅱ
．

契
約

の
一

連
の

流
れ

に
つ

い
て

（
意

見
）
 

上
記

契
約

に
お

い
て

、
支

出
負

担
行

為
伺

い
の

起
案

日
、

同
決

裁
日

、
業

者
の

見
積

書
の

見

積
日

及
び

保
守

契
約

日
が

全
て

平
成

2
1
年

4
月

1
日

で
あ
る

。
単

独
随

意
契

約
に

お
け
る

契
約

事
務

の
流

れ
は

、
積

算
資

料
を

基
に

委
託

料
の

積
算

を
行

い
、

支
出

負
担

行
為

伺
い

の
起

案
・

決
裁

を
受

け
、

予
定

価
格

調
書

を
作

成
（

予
定

価
格

決
定

）
し

、
以

上
の

内
部

作
業

を
経

た
上

で
業

者
か

ら
見

積
書

を
徴

取
し

、
委

託
契

約
先

と
の

保
守

契
約

を
行

う
こ

と
と

な
る

。
こ

れ
ら

の
契

約
の

一
連

の
流

れ
（

起
案
・
決
裁
・
契
約

行
為

等
）
が

す
べ
て

同
日
（
4
月

1
日

）
に

お
い

て
行

わ
れ

る
こ

と
は

不
自

然
と

思
わ

れ
る

た
め

、
疑

念
の

生
じ

さ
せ

る
こ

と
の

な
い

様
に

今
後

の
対

応
を

検
討

す
る

こ
と

も
必

要
と
思

わ
れ

る
。
 

 

②
 

実
験

排
水

処
理

施
設

の
水

質
検

査
業

務
の

予
定
価

格
の

算
定

に
つ

い
て

（
指
摘

事
項

）
 

委
託

内
容

：
実

験
排

水
処

理
施

設
の
水

質
検

査
業

務
 

契
約

種
別

：
指

名
競

争
入

札
 

契
約

年
度

 
委

託
者
名

 
委

託
金
額

 
平

成
19

年
度
 

A
社
 

2
,
1
0
0
,0
0
0
円
 

平
成

20
年
度
 

B
社
 

1
,
0
3
5
,3
0
0
円
 

平
成

21
年
度
 

A
社
 

3
5
2
,
8
00

円
 

  
各

年
度

の
委

託
契

約
の

内
容

は
同

一
で

あ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
委

託
金

額
は

上
記

の
通

り
2

年
間

で
約

1／
6
に

下
落

し
て
い

る
。

平
成

19
年
度

～
平
成

2
1
年

度
の

入
札

に
当

た
っ
て

は
下

記
の

よ
う

な
応

札
状

況
で

あ
る

。
平
成

19
年
度

は
参

加
業
者

4
社

と
も

に
ほ

ぼ
同

様
な
金

額
（
開

差
率

4％
）
で

応
札

し
て

い
る
が

、
平

成
20

年
度

か
ら

参
加
業

者
5
社

と
な

り
平
成

2
0
年
度

の

開
差

率
約

1
0
8
％
、

平
成

2
1
年

度
の
開

差
率
約

5
0
0％

と
な

っ
て
い

る
。

ま
た

、
応

札
金

額
も

業
者

に
よ

っ
て

は
急

激
な

下
落

を
示
し

て
い

る
。
こ

の
よ
う

な
急
激

な
下

落
は

不
自

然
で

あ
り
、

特
に

平
成

20
年
度
の

B
社
（

下
落
率

53
%
）、

平
成

21
年

度
の

A
社

（
下

落
率

8
1%）

及
び

E

社
（
下

落
率

81
%）

は
極

端
な
下

落
率
と

な
っ

て
い

る
。
受
注

競
争
が

極
端

な
形

で
表

面
化

し
た

も
の

と
思

わ
れ

る
が

、
急

激
な

下
落

金
額

で
応

札
し

た
業

者
に

対
し

て
は

そ
の

理
由

を
聴

取
す

べ
き

も
の

と
思

わ
れ

る
。

さ
ら

に
受

注
競

争
の

結
果

に
よ

る
委

託
金

額
の

下
落

と
は

い
え

極
端

な
赤

字
受

注
が

行
わ

れ
て

い
な

い
限

り
は

、
当

初
の

予
定

価
格

の
算

定
が

結
果

と
し

て
不

合
理

な
も

の
で

あ
っ

た
と

の
疑

念
を

抱
か
れ

る
可

能
性

は
否

定
で

き
な
い

も
の

と
思

わ
れ

る
。

 

 
契

約
年
度
 

参
加

業
者

数
 

参
加

業
者

名
 

応
札

金
額

（
税

抜
）
 

平
成

19
年
度
 

４
 

A
社
 

2
,
0
0
0
,0
0
0
円
 

B
社
 

2
,
0
8
0
,0
0
0
円
 

C
社
 

2
,
0
8
0
,0
0
0
円
 

D
社
 

2
,
0
6
0
,0
0
0
円
 

山
梨

県
工
業

技
術
セ
ン

タ
ー

 

契
約

年
度
 

参
加

業
者

数
 

参
加

業
者

名
 

応
札

金
額

（
税

抜
）
 

平
成

20
年
度
 

５
 

A
社
 

1
,
8
0
0
,0
0
0
円
 

B
社
 

9
8
6
,
0
00

円
 

C
社
 

1
,
8
5
6
,0
0
0
円
 

D
社
 

2
,
0
5
0
,0
0
0
円
 

E
社
 

1
,
8
6
8
,0
0
0
円
 

平
成

21
年
度
 

５
 

A
社
 

3
3
6
,
0
00

円
 

B
社
 

8
9
6
,
0
00

円
 

C
社
 

2
,
0
0
0
,0
0
0
円
 

D
社
 

1
,
5
0
0
,0
0
0
円
 

E
社
 

3
9
6
,
5
00

円
 

 
 

 
 

落
札

業
者

 
 

③
 

平
成

2
1
年

度
契

約
の

昇
降

機
保

守
点

検
業

務
に
つ

い
て

（
意

見
）
 

 
委

託
内
容

：
昇

降
機

保
守

点
検

業
務
 

委
託

者
名

：
H
社
 

契
約

種
別

：
随

意
契

約
（

平
成

1
9
年

度
か

ら
3
年
間

の
長
期

継
続
契

約
）
 

委
託

金
額

：
1
,
8
58
,
5
00

円
（

年
額
）
 

 

 
山

梨
県

財
務

規
則

に
よ

る
と

、
契
約

金
額

1
,
0
00
,
0
00

円
以

上
の

契
約

に
つ

い
て

は
指

名
競

争
入

札
に

よ
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
当

該
契

約
に

つ
い

て
も

本
来

は
指

名
競

争
入

札
が

必
要

で
あ

る
が

、
下

記
の

理
由

で
省

略
し
随

意
契

約
と

し
て

い
る

。
 

 

 
 

 
（

理
由

）
 

○
上

記
委

託
者

は
、
当

セ
ン
タ

ー
の
昇

降
機

の
メ

ー
カ

ー
系

保
守
管

理
業

者
で

あ
り
、
適

正
な

運
行

管
理

の
た

め
の

製
造

者
固
有

の
ノ

ウ
ハ

ウ
を

有
す

る
と
と

も
に
、

従
前

の
保

守
管

理
業

務
の

遂
行

状
況

も
良

好
で

あ
り

、
そ

の
信

頼
は

高
い

も
の

と
認

め
ら

れ
る

。
 

○
ま

た
、
本

昇
降

機
は

遠
隔
監

視
シ
ス

テ
ム

に
よ

る
常

時
監

視
を
行

っ
て

お
り
、

他
の
業

者
に

管
理

を
委

ね
る

こ
と

に
伴

う
シ

ス
テ

ム
入

れ
替

え
の

多
大

な
費

用
発

生
も

考
慮

す
る

必
要

が
あ

る
。
 

○
以

上
か

ら
、
山

梨
県

財
務
規

則
第

1
3
7
条
第

3
項
及

び
同

運
用
通

知
第

13
7
条
関
係

4
-

ア
に

よ
り

、
見

積
合

わ
せ

を
省

略
す
る

。
 

 
 

 
 

 
上

記
随

意
契

約
の

理
由

の
一

つ
と

し
て

、
本

件
保

守
点

検
業

務
に

お
い

て
は

遠
隔

監
視

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
常

時
監

視
を

行
っ

て
い

る
た

め
、

他
の

業
者

に
管

理
を

委
ね

る
こ

と
に

な
る

と
シ
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ス
テ

ム
入

れ
替

え
等

の
た

め
に

多
大

な
費

用
が

発
生

す
る

こ
と

を
考

慮
し

て
い

る
。

し
か

し
、

新
規

の
業

者
に

委
託

さ
れ

た
場

合
、

当
該

業
者

負
担

で
同

様
な

遠
隔

監
視

シ
ス

テ
ム

を
新

た
に

導
入

す
る

こ
と

に
な

る
が

、
入

札
に

参
加

す
る

業
者

が
当

該
シ

ス
テ

ム
を

導
入

す
る

こ
と

に
伴

い
発

生
す

る
コ

ス
ト

計
算

を
独

自
に

行
う

こ
と

で
あ

り
、

発
注

先
で

あ
る

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

が
そ

の
費

用
を

考
慮

す
べ

き
も

の
で

は
な

い
も

の
と

思
料

さ
れ

る
。

ま
た

、
昇

降
機

の
保

守
点

検
業

務
に

お
い

て
製

造
業

者
以

外
の

業
者

が
行

う
こ

と
や

そ
の

際
遠

隔
監

視
シ

ス
テ

ム
を

導
入

す
る

こ
と

は
一

般
的

で
あ

り
、
3
年

間
の

長
期

継
続

契
約

方
式

を
採
用

し
て

い
る

こ
と

か
ら

入
札

参
加

業
者

も
比

較
的

に
コ

ス
ト

カ
バ
ー

を
行

い
う

る
状

況
に

あ
る
も

の
と

思
わ

れ
る

。
 

以
上

よ
り

、
随

意
契

約
を

行
う

こ
と

の
根

拠
が

希
薄

で
あ

り
、

財
務

規
則

通
り

の
指

名
競

争

入
札

に
よ

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
と
思

わ
れ

る
。

  
 

④
 

見
積

も
り

合
わ

せ
に

よ
る

随
意

契
約

の
業

者
選
定

に
つ

い
て

（
意

見
）
 

山
梨

県
財

務
規

則
に

よ
る

と
、

契
約

金
額

10
万
円

以
上

の
契

約
に
つ

い
て

は
原

則
と

し
て
見

積
合

わ
せ

に
よ

る
こ

と
が

必
要

で
あ
る
。

平
成

21
年
度

上
期

の
見
積

合
わ

せ
に

よ
る

こ
と

が
必

要
な

随
意

契
約

に
よ

る
委

託
内

容
は
下

記
の

通
り

で
あ

り
、

直
近

3
年
間

に
お

け
る

見
積

合
わ

せ
の

参
加

業
者

数
が

2～
3
社
と

固
定
化

し
て

い
る
。

参
加
業

者
数
の

拡
大

を
で

き
る

か
ぎ

り
図

り
、

よ
り

委
託

金
額

の
低

減
の

努
力
を

行
う

べ
き

で
あ

る
。

 

 
委

託
内
容
 

平
成

19
年
度
 

平
成

20
年
度
 

平
成

2
1

年

度
 

ワ
イ

ン
セ

ン
タ

ー
一

般
廃

棄
物

の
処
理
 

2
社
 

2
社
 

2
社
 

セ
ン

タ
ー

で
排

出
す

る
一

般
可

燃
物

等

の
処

理
義

務
 

2
社
 

2
社
 

2
社
 

自
動

ド
ア

の
年

間
保

守
 

2
社
 

2
社
 

2
社
 

消
火

栓
設

備
等

保
守

点
検

業
務

 
2
社
 

2
社
 

2
社
 

ワ
イ

ン
セ

ン
タ

ー
の

植
栽

管
理

業
務
 

2
社
 

2
社
 

2
社
 

火
災

報
知

設
備

等
保

守
点

検
業

務
 

2
社
 

2
社
 

2
社
 

空
調

設
備

用
フ

ィ
ル

タ
ー

の
清

掃
点
検
 

3
社
 

3
社
 

3
社
 

飲
料

用
貯

水
槽

の
清

掃
消

毒
点

検
業
務
 

2
社
 

2
社
 

2
社
 

 
⑤

 
機

器
保

守
点

検
業
務

に
つ

い
て

 

ⅰ
．

機
器

本
体

購
入

時
に

保
守

点
検

業
務

も
含

め
た
入

札
の

検
討

（
意

見
）
 

 
機

器
保

守
点

検
業

務
に

つ
い

て
、
委

託
金

額
が

1
00

万
円

を
超
え

て
い

る
も

の
が

下
記

の
よ

う
に

一
社

随
意

契
約

と
な

っ
て

い
る

。
こ

れ
ら

の
機

器
も

多
額

で
あ

る
こ

と
を

考
慮

す
る

と
、

機
器

購
入

の
入

札
時

の
段

階
で

、
保

守
点

検
業

務
も

含
め

て
入

札
を

実
施

す
る

こ
と

も
必

要
で

あ
る

と
思

わ
れ

る
。

こ
の

こ
と

に
よ

り
全

体
の

費
用

を
低

減
さ

せ
る

べ
き

で
あ

る
。

下
記

の
単

山
梨

県
工
業

技
術
セ
ン

タ
ー

 

独
随

意
契

約
は

、
製

造
業

者
ま

た
は

独
占

的
代

理
業

者
で

一
社

専
有

の
も

の
で

あ
る

た
め

、
委

託
金

額
が

業
者

に
支

配
さ

れ
る

可
能

性
が

大
き

い
と

言
わ

ざ
る

を
得

な
い

。
し

た
が

っ
て

、
機

器
本

体
購

入
時

に
保

守
点

検
業

務
も

含
め

た
入

札
の

検
討

行
う

等
入

札
の

改
善

策
を

講
じ

る
べ

き
で

あ
る

。
 

 ⅱ
．

長
期

継
続

契
約

採
用

の
検

討
（

意
見

）
 

ま
た

、
下

記
契

約
の

委
託

者
の

選
定

に
当

た
っ

て
、

委
託

者
は

機
器

本
体

の
製

造
業

者
ま

た

は
独

占
的

代
理

業
者

で
あ

り
、

保
守

管
理

す
る

上
で

他
の

業
者

で
は

行
い

得
な

い
独

自
の

ノ
ウ

ハ
ウ

等
が

あ
る

と
い

う
制

約
が

認
め

ら
れ

、
当

該
業

者
以

外
で

は
現

実
的

に
保

守
管

理
業

務
が

行
い

得
な

い
状

況
で

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
今

後
も

当
該

業
者

以
外

の
委

託
が

考
え

ら
れ

な
い

状
況

に
あ

る
こ

と
か

ら
、

単
年

度
契

約
に

比
べ

て
ス

ケ
ー

ル
メ

リ
ッ

ト
を

活
か

し
た

経
費

節
減

効
果

が
認

め
ら

れ
る

長
期

継
続

契
約
の

採
用

も
検

討
す

べ
き

と
思
わ

れ
る

。
 

下
記

以
外

の
少

額
な

ソ
フ

ト
ウ

エ
ア

の
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
、

精
密

機
器

等
の

保
守

点
検

も
随

意
契

約
で

年
間

保
守

契
約

を
行

っ
て

い
る

が
、

こ
れ

ら
の

契
約

に
つ

い
て

も
当

該
機

器
等

の
製

造
業

者
ま

た
は

独
占

的
代

理
業

者
以

外
で

は
現

実
的

に
保

守
管

理
業

務
が

行
い

得
な

い
状

況
で

あ
る

。

し
た

が
っ

て
、

契
約

事
務

の
合

理
化

も
含

め
、

同
様

に
長

期
継

続
契

約
の

採
用

も
検

討
す

べ
き

と
思

わ
れ

る
。

 
 

＜
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独
随
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約
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者

の
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に
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委
託
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額
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：
円
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委

託
年

度
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約
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由

 
機

器
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取
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価
額
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：
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質
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＆
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Ａ
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Ｓ
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独
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0
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C
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検
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独
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Ｍ
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2
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H
1
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H
2
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独
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代
理
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1
2
9
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9
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8
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G
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Ｉ

f
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＆
A
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L
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N
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守
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Ａ
社

 

(
米

国
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Ｓ
社

 
1
,
0
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,
70
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H
1
9
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2
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H
2
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一
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専
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独
占
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代
理

業
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2
6
,
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0
,0

0
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意
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取
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額
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ﾌ
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ﾏ
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ﾗ
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Ｄ
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ﾌ
ﾄ
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ｱ
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Ｓ
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独
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D
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M
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ｽ
ﾃﾑ
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D 
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ｽ
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Ｓ
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ﾞ
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Ｆ
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ｽ
ﾃ
ﾑ
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Ａ
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Ｊ
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有

 

独
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式
と

し
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行

) 
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1 
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外

分
光

光
度
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守

点
検
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務

委
託

 
Ｎ

Ｂ
社

 
Ｌ

社
 

1
,
3
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H
2
0 

一
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有

 

独
占

的
 

代
理

業
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2
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４

）
物

品
・

固
定

資
産

管
理

 

①
 
主

要
備

品
の

管
理

に
つ

い
て

（
指

摘
事

項
）
 

主
要

備
品

(
1
0
0
万

円
以

上
)
で

既
に

現
物

が
な

い
も

の
が

、
取

得
価

額
ベ

ー
ス

で
1
9
3
百

万
円

(
1
7
件

)
あ

り
、

適
切

な
資

産
管

理
が

行
わ

れ
て

い
な

い
。

ま
た

、
こ

れ
ら

現
物

が
な

い
主

要
備

品
に

山
梨

県
は

、
火

災
共

済
に

加
入

し
て

お
り

、
無

駄
な

又
は

意
味

の
な

い
保

険
料

を
支

払
っ

て
い

る
の

で
、

是
正

す
る

こ
と

が
必
要

で
あ

る
。
 

主
要

備
品

で
現

物
が

な
い

も
の

の
明
細

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。
 

 
物

品
番

号
 

物
品

分
類

番
号

 

分
類

名
 

品
名

：
 

規
格

品
質

 

数量
 

取
得

年
月

日
 

取
得

価
額

 
使

用
場

所
 

廃
却

 

年
度

 

火
災

 

共
済

 

9
8
0
02

6
02 

0
2
-
01

-
99 

そ
の

他
の

機
器

・
 

用
品

 

三
次

元
CA

D・
 

㈱
I
TT

 
C
A
D 

K
E
Y
97

ﾌ
ﾟﾛ

ﾌ
ｪｯ

ｼ
ｮ
ﾅ
ﾙ(

W
AR

P
) 

1
 

H
1
0
.1

0
.1

4 
1
,
9
95

,
00

0
円

 
研

究
管

理
棟

1
階

精
密

測
定

室
 

 

不
明

 
－
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梨

県
工
業

技
術
セ
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タ
ー

 

物
品

番
号

 

物
品

分
類

番
号

 

分
類

名
 

品
名

：
 

規
格

品
質

 

数量
 

取
得

年
月

日
 

取
得

価
額

 
使

用
場

所
 

廃
却

 

年
度

 

火
災

 

共
済

 

9
9
0
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3
47 

0
3
-
01

-
01 

写
真

機
 

C
C
D
カ

メ
ラ

・
ｵ
ｰ
ﾃ
ｯ
ｸ
ｴ
ﾚ
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ﾄ
ﾛ
ﾆ

ｸ
ｽ
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H
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－
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1
0
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6
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3
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-
99 

そ
の

他
の

観
察

・
 

観
測

用
光

学
機

器
 

構
造

解
析

シ
ス

テ
ム
・
横

河
ﾋ
ｭ
ｰ
ﾚ
ｯ
ﾄ
ﾊ
ﾟ
ｯ
ｶ
ｰ

ﾄ
ﾞ
㈱

ｻ
ｲ
ﾊﾞ

ﾈ
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H
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2
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3
8
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0
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年
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○
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0
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じ

り
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せ
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機
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ッ
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学
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機
M
J
2
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A
D2 
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S
4
6
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.
3 

3
,
3
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,
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0
円

 
 

数
年

 
以

上
 

前
 

○
 

3
3
5
円

 

8
3
0
00

1
43 

0
5
-
01

-
20 

そ
の

他
の

力
学

 
ｴ
ﾈ
ﾙ
ｷﾞ

ｰ機
器

 

ﾘ
ｱ
ﾙ
ﾀ
ｲ
ﾑ
・

ｴ
ﾐ
ｭ

ﾚ
ｰ
ﾀ
ｰ
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横
河

ﾋ
ｭ
ｰ
ﾚ
ｯ
ﾄ
ﾊ
ﾟ
ｯ
ｶ
ｰ

ﾄ
ﾞ
㈱

N
o
．
8
0
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S
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究
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計
測
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－
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計
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器
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装
置
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－
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01 
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ﾞ
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1
9
3
,7

3
7,

0
28

円
 

 
 

 

 

②
 

主
要

備
品

原
簿

の
管

理
に

つ
い

て
（

指
摘

事
項
）
 

主
要

備
品

原
簿

に
登

載
す

る
時

に
、

使
用

場
所

を
登

録
す

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
が

、
こ

の

登
録

は
物

品
要

求
書

の
納

入
場

所
と

な
っ

て
い

る
。

登
録

時
に

納
入

場
所

が
確

定
し

な
い

と
き

は
空

欄
と

な
っ

て
お

り
、

ま
た

一
度

登
録

す
る

と
そ

の
後

使
用

場
所

が
変

更
に

な
っ

て
も

従
前

の
使

用
場

所
の

ま
ま

と
な

っ
て

い
る

。
主

要
備

品
原

簿
の

現
物

を
確

認
し

た
結

果
、

使
用

場
所

の
記

載
の

不
備

が
認

め
ら

れ
た

も
の
が

1
25
件
（

実
際

の
使
用

場
所
が

違
う

も
の
：

3
8件

、
使
用

場
所

の
記

載
が

空
欄

の
も

の
：

2
7
件

、
使

用
場

所
の

記
載

が
具

体
的

で
な

く
包

括
的

な
記

載
の

も
の

：
6
0
件

）
で

あ
っ

た
。

ま
た

、
備

品
に

備
品

シ
ー

ル
が

貼
付

さ
れ

て
い

な
い

た
め

、
備

品

の
特

定
が

で
き

な
い

も
の

が
60
件

あ
っ

た
。
山

梨
県

で
は

毎
年

１
回
物

品
の

棚
卸

を
お

こ
な

い
、

出
納

局
へ

そ
の

棚
卸

結
果

の
報

告
を

す
る

よ
う

文
書

が
来

て
い

る
が

、
現

物
の

確
認

場
所

が
相

当
違

っ
て

い
る

こ
と

や
①

に
記

載
の

現
物

が
な

い
も

の
を

考
慮

す
れ

ば
、

本
当

は
棚

卸
を

行
っ

て
い

な
い

と
考

え
ら

れ
る

。
 

使
用

場
所

の
登

録
は

1度
登
録
後

、
使

用
場

所
が

変
更

さ
れ
て

も
当
初

の
登

録
場

所
の

ま
ま

と

な
っ

て
い

る
の

で
使

用
場

所
は

、
変

更
の

都
度

主
要

備
品
原

簿
に
再

登
録

を
す

る
必

要
が

あ
る
。 

 

山
梨

県
工
業

技
術
セ
ン

タ
ー

 

 

＜
主

要
備

品
原

簿
＞
 

物
品

番
号

 

物
品

分
類

番
号

 

分
類

名
 

品
名

：
 

規
格

品
質

・
 

車
台

番
号

 

数量
 

取
得

年
月

日
 

取
得

事
由

 

取
得

価
額

 

（
評

価
額

）
 

納
入

業

者
名

 

予
算

事

業
名

 

使
用

場
所

(
貸

出
先

等
) 

9
0
0
00

3
36

・
 

0
5
-
01

-
07

・
 

構
造

物
機

器
 

非
接

触
表

面
形

状
測

定
装

置
・

W
Y
KO

社
 

T
O
P
O-

3
D 

1
 

H
2
.
12

.
14 

2
4
,
70

0
,0

0
0
 

 
 

円
 

不
明

 
地

域
 

ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ 

研
究

管
理

棟
1

階
精

密
測

定
室

 
 

 
 

 
 

 
 実

際
の

場
所

 
⇒
 

研
究

管
理

棟
 

5
階

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

    ③
 

寄
贈

物
品

の
備

品
原

簿
へ

の
登

載
に

つ
い

て
（
指

摘
事

項
）
 

山
梨

県
果

実
酒

酒
造

組
合

よ
り

寄
贈

さ
れ

た
物

品
が

備
品

原
簿

に
登

載
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
。

（
内

訳
は

下
記

の
と

お
り

で
あ

る
。

山
梨

県
果

実
酒

酒
造

組
合

か
ら

研
究

機
材

と
し

て
当

セ
ン

タ
ー

に
寄

贈
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
備

品
原

簿
に

登
載

す
る

と
と

も
に

備
品

シ
ー

ル
を

貼
付

す
る

必
要

が
あ

る
。
 

 

 
 

主
要

備
品

原
簿

の
物

品
番

号
を

備
品

に
添

付
し

て
い

な
い

た
め

、
当

該
物

品
が

特

定
で

き
な

い
物

件
が

60
件

あ
っ

た
。

 
主

要
備
品

原
簿

上
、
使

用

場
所

の
記

載
の

不
備

が

認
め

ら
れ

た
物

件
が

1
2
5

件
あ

っ
た

。
 



山 

梨 

県 

公 

報 

号 

外

　
　

第
四
十
五
号

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日�

五
二

山
梨

県
工
業

技
術
セ
ン

タ
ー

 

 ＜
山

梨
県

果
実

酒
酒

造
組

合
(現

・
山
梨

県
ワ

イ
ン

酒
造

組
合

)
よ
り

寄
贈

さ
れ

た
備

品
＞
 

N
o 

品
名

 
規

格
品

質
 

数量
 

取
得

年
月

日
 

取
得

価
額

 
寄

贈
年

月

日
 

取
得

 

(
評

価
)

額
(円

) 

使
用

場
所

 

1
 

恒
温

機
 

F
H
-
80

L
S 

1
 

S
 
6
2.

1
0.

2
8
 

4
,
2
15

,
00

0 
H
9
.
6.

1
9 

0
 

保
蔵

 

研
究

室
 

2
 

ｸ
ﾘ
ｰ
ﾝ
ﾍ
ﾞ

ﾝ
ﾁ 

V
T
-
10

6
2M

G
3 

1
 

S
 
6
2.

1
0.

2
8
 

1
,
4
40

,
00

0 
H
9
.
6.

1
9 

0
 

バ
イ

オ
 

研
究

室
 

3
 

ﾏ
ｲ
ｸ
ﾛ
ﾏ
ﾆ

ﾋ
ﾟ
ｭ
ﾚｰ

ﾀ 

M
O
-
20

2
, 

I
M
T
-2 

1
 

S
 
6
2.

1
0.

2
8
 

2
,
4
44

,
00

0 
H
9
.
6.

1
9 

0
 

無
菌

室
 

4
 

細
胞

融

合
装

置
 

S
S
H
-1 

1
 

S
 
6
3.

1
2.

7 
4
,
0
17

,
00

0
 

H
9
.
6.

1
9 

0
 

６
階

Ａ
/

Ｃ
室

 

5
 

ｸ
ﾛ
ﾏ
ｯ
ﾄ

ﾊ
ﾟ
ｯ
ｸ 

C
R
6
A 

2
 

S
 
6
3.

1
2.

2
0 
 

5
4
0
,0

0
0 

H
9
.
6.

1
9 

0
 

機
器

分
析

１
、

２
 

6
 

分
光

光

度
計

 
U
-
2
00

0 
1
 

S
 
6
3.

1
2.

2
5
 

1
,
4
66

,
00

0 
H
9
.
6.

1
9 

0
 

機
器

分
析

室
２

 

7
 

ﾏ
ｲ
ｸ
ﾛ
ﾎ
ｰ

ｼ
ﾞ 

－
 

1
 

H
 
1
.3

.
10 

8
5
7
,0

0
0
 

H
9
.
6.

1
9 

0
 

バ
イ

オ
研

究
室

 

8
 

ｶ
ﾞ
ｽ
ｸ
ﾛ
ﾏ

ﾄ
ｸ
ﾞ
ﾗﾌ 

G
C
-
14

A
PT

F 
1
 

H
 
1
.1

2
.2

5 
1
,
8
70

,
00

0
 

H
9
.
6.

1
9 

0
 

機
器

分
析

室
２

 

合
 

計
 

1
6
,
84

9
,0

0
0 

 
 

 

 

④
 

図
書

の
備

品
原

簿
へ

の
登

載
に

つ
い

て
（

指
摘
事

項
）
 

収
蔵

図
書

に
つ

い
て

備
品

原
簿

で
管
理

し
て

い
る

数
量
が

5
,
2
03

冊
で

あ
っ

た
が

、
図
書

と

し
て

備
品

計
上

す
べ

き
も

の
を

再
度
確

認
し

た
と

こ
ろ
、
2,
9
9
6
冊

と
な

っ
た

の
で

こ
の
結

果
に

基
づ

き
備

品
原

簿
に

つ
い

て
も

修
正
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

 

場
 

所
 

 
2
2
年

8
月

11
日
現

在
 

 
工

業
技
術

セ
ン

タ
ー

で
の

図

書
備

品
確

定
数

量
（

注
）
 

図
書

室
 

 
3
,
6
4
0
冊
 

 
4
7
9
冊
 

デ
サ

イ
ン

室
 

 
3
9
5
冊
 

 
2
,
4
5
6
冊
 

ワ
イ

ン
セ

ン
タ

ー
 

 
5
7
6
冊
 

 
6
1
冊
 

 
 

4
,
6
1
1
冊
 

 
2
,
9
9
6
冊
 

 

山
梨

県
工
業

技
術
セ
ン

タ
ー

 

  

 
 

 
 

2
2
年

3
月

31
日
現

在
の

 
 

 

備
品

原
簿

の
冊

数
 

物
品

分
類

 
番

号
 

14
－

01
－

1
1
 

 
図

書
館
収

納
品
 

 
4
冊
 

物
品

分
類

 
番

号
 

14
－

01
－

1
2
 

 
図

書
室
収

納
品
 

 
5
,
1
9
9
冊
 

 
 

合
 

計
 

 
5
,
2
0
3
冊
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
注

）
山

梨
県

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー
で

、
図

書
備

品
に

つ
い

て
は

3
万
円

以
上

の
も

の
及

び
図

書
と

し
て

価
値

の
あ

る
も

の
を

再
確
認

し
て

決
定

し
た

冊
数

で
あ
る

。
そ

れ
以

外
は

消
耗

品
と

し
て

購
入

し
た

図
書

で
あ

る
。

 

 

⑤
 

生
産

物
（

ワ
イ

ン
）

の
管

理
に

つ
い

て
（

指
摘
事

項
）
 

山
梨

県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
の

ワ
イ

ン
セ

ン
タ

ー
内

で
は

、
下

表
の

通
り

倉
内

在
庫

と
売

場

在
庫

に
分

け
て

区
分

管
理

さ
れ

て
い
る
。

平
成

2
1
年

度
末
に

お
い
て
、

ワ
イ

ン
が

熟
成
し

す
ぎ

た
た

め
、

1.
8
ℓビ

ン
3
,
8
28

本
を

1
本

当
た
り

2
0
円

で
、
7
2
0
m
l
ﾋ
ﾞ
ﾝ
95
8
本

を
1
本
当
た

り
8

円
で

売
却

し
て

い
た

。
も

と
も

と
は

試
験

研
究

用
の

ワ
イ

ン
と

は
い

え
熟

成
し

過
ぎ

る
ほ

ど
保

存
せ

ず
、

売
却

可
能

時
期

も
考

慮
に

入
れ

た
ワ

イ
ン

の
管

理
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
こ

れ
ら

売
却

さ
れ

た
倉

内
在

庫
に

つ
い
て

は
、

山
梨

県
財

務
規

則
第

1
48

条
に
規

定
さ

れ
た

生
産

物
の

報
告

が
行

わ
れ

て
い

な
い

た
め
、

財
務

規
則

に
準

拠
し

た
対
応

が
必

要
で

あ
る

。
 

 （
注

）「
ワ
イ

ン
が

熟
成

し
す
ぎ

た
状
態
」

と
は

、
長

期
保
存

に
よ
り

酸
化

的
な

劣
化

が
進

み
酢

酸
エ

チ
ル

や
ア

セ
ト

ア
ル

デ
ヒ

ド
な

ど
の

異
臭

が
発

生
し

た
り

、
品

質
の

低
下

が
認

め
ら

れ
る

も
の

で
あ

る
。

 



山 

梨 

県 

公 

報 

号 

外

　
　

第
四
十
五
号

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日�

五
三

山
梨

県
工
業

技
術
セ
ン

タ
ー

 

 
 

平
成

2
1
年

度
末

 

(
2
2
年

3
月

3
1
日

) 

平
成

2
0
年

度
末

 

(
2
1
年

3
月

3
1
日

) 

ﾜ
ｲ
ﾝ
ｾﾝ

ﾀ
ｰの

 

対
応

 

財
務

規
則

 

倉
内

在
庫

 
(
課

税
前

) 
1
.
8
ℓﾋ

ﾞ
ﾝ 

5
4
8
本

 
4
,
1
97

本
 

生
産

物
報

告
 

調
書

な
し

 
生

産
物

報
告

調
書
 

の
作

成
も

適
宜

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。
 

7
2
0
m
l
ﾋ
ﾞﾝ 

1
,
7
76

本
 

1
,
4
85

本
 

売
場

在
庫

 
(
課

税
後

) 
1
.
8
ℓﾋ

ﾞ
ﾝ 

 
 

生
産

物
報

告
 

調
書

有
り

 
生

産
物

報
告

調
書
 

の
作

成
を

し
て

い
る

。
 

7
2
0
m
l
ﾋ
ﾞﾝ 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1.8
ℓ
の

内
訳

 
     

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

←
1
本

20
円
で

売
却

 
   

 
 
 

 
 720m

l
の

内
訳

 
     

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
←

1
本

8
円

で
売

却
 

  
山

梨
県
財

務
規

則
 

第
1
4
8
条

（
生

産
物

の
報

告
）

 

 
物

品
を

生
産

又
は

製
造

(加
工

を
含
む

)し
た
と

き
は

、
生
産

物
報
告

調
書

(第
9
1
号

様
式

)
に
よ

り
物

品
出

納
員

等
へ

引
渡

さ
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

 

山
梨

県
「

物
品

管
理

・
調

達
事

務
ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

」
 

第
9
章

5
．
生

産
物

（
１

）
生

産
物
と

は
 

生
産

物
と

は
、

生
産

若
し

く
は

、
製

造
を

目
的

と
す

る
事

業
又

は
試

験
研

究
指

導
の

た
め

の
事

業
の

結
果

生
産

又
は

製
造

さ
れ

た
も

の
を
い

う
。
 

（
中

略
）
 

事
業

の
副

産
物

の
う

ち
、

有
価

物
に

つ
い

て
は

、
無

償
で

処
分

又
は

使
用

に
供

さ
ず

、
そ

の
管

理
を

行
い

、
県

の
利

益
に

す
る

と
い

う
の
が

、
生

産
物

の
趣

旨
で

あ
る
。
 

安
値

売
却

前
 

2,734
本

 
安

値
売
却

本
数

 
958

本
 

売
却

後
在

庫
 

安
値

売
却

前
 

4,376
本

 
安

値
売
却

本
数

 
3,828

本
 

売
却

後
在

庫
 

山
梨

県
工
業

技
術
セ
ン

タ
ー

 

 （
５

）
試

験
研

究
 

①
 

研
究

区
分

に
つ

い
て

（
指

摘
事

項
）

 
 

山
梨

県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
に

お
け
る

研
究

の
種

類
は

、
下

記
の
と

お
り

規
定

さ
れ

て
い

る
。
 

「
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
研

究
管

理
要
綱

」（
下
線

は
、

監
査
人

）
 

第
2
条
 

（
１

）
特

別
研

究
と

は
、

国
等

の
補
助

事
業

及
び

重
点

施
策

と
し
て

行
う

県
単

独
研

究
を

い
う
。
 

（
２

）
共

同
研

究
と

は
、

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

が
当

該
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
以

外
の

者
と

共
同

し
て

行

う
研

究
を

い
う

。
 

（
３

）
受

託
研

究
と

は
、

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

が
国

あ
る

い
は

特
殊

法
人

等
か

ら
委

託
を

受
け

て
行

う

研
究

を
い

う
。
 

（
４

）
中

小
企

業
課

題
対

応
受

託
研

究
と

は
、

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

が
企

業
等

か
ら

の
委

託
を

受
け

て

行
う

研
究

を
い

う
。
 

（
５

）
経

常
研

究
と

は
、

工
業

技
術
セ

ン
タ

ー
が

行
う

前
記

各
号
以

外
の

研
究

を
い

う
。

 

 一
方

で
、
「

山
梨

県
工

業
技
術

セ
ン
タ

ー
年

報
（
平

成
2
1年

度
）

」
に

よ
る

と
、

研
究
の

形
態
が

次

の
と

お
り

区
分

さ
れ

て
い

る
。

 

 

「
山

梨
県

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

年
報
（

平
成

21
年
度

）
」（

下
線

は
、

監
査

人
）
 

（
１

）
戦

略
的

研
究

テ
ー

マ
 

（
２

）
経

常
研

究
テ

ー
マ
 

（
３

）
総

合
理

工
学

研
究

機
構

と
の
共

同
研

究
テ

ー
マ
 

（
４

）
中

小
企

業
課

題
対

応
受

託
研
究
 

 こ
の

と
お

り
、
「
工

業
技

術
セ

ン
タ
ー

研
究

管
理

要
綱

」
（

以
下

、
「
研

究
管

理
要
綱
」
と

い
う
。
）

で
規

定
す

る
研

究
区

分
と

、
「

山
梨

県
工

業
技

術
セ
ン

タ
ー

年
報
（
平

成
21
年

度
）
」
（

以
下

、
「

年

報
」

と
い

う
。

）
の

研
究

区
分

と
が
一

致
し

て
い

な
い

。
 

 

平
成

2
1年

度
は
、

戦
略
的

研
究

テ
ー
マ
（

1
4テ

ー
マ
）
、
経

常
研
究

テ
ー

マ
（

1
0テ

ー
マ

）
、

総
合

理
工

学
研

究
機

構
と

の
共

同
研

究
テ

ー
マ

（
8
テ

ー
マ

）
、

中
小

企
業

課
題

対
応

受
託

研
究

（
1
7
テ

ー

マ
）
の

合
計

4
9テ

ー
マ

に
つ
い

て
研
究

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。
し

か
し

、
各

研
究

が
、
研

究
管
理

要
綱

に
規

定
さ

れ
る

ど
の

研
究

区
分

に
該
当

す
る

の
か

が
不

明
確

で
あ
る

。
 

研
究

管
理

要
綱

で
規

定
す

る
研

究
区
分

に
応

じ
て
、
適
用
す

べ
き
要

綱
・
要

領
が

異
な
る

こ
と
か

ら
、

各
研

究
が
、

研
究

管
理

要
綱
に

規
定
さ

れ
る

ど
の

研
究

区
分

に
該
当

す
る

の
か
、

対
応
関

係
は
明

確
に

し
て

お
く

べ
き

で
あ

る
。
 

な
お
、

研
究

管
理

要
綱

で
規
定

す
る
研

究
区

分
に

応
じ

て
、

適
用

す
る

要
綱

・
要

領
は
下

記
の
と

お

り
で

あ
る

。
 

 



山 

梨 

県 

公 

報 

号 

外

　
　

第
四
十
五
号

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
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五
四

山
梨

県
工
業

技
術
セ
ン

タ
ー

 

「
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
研

究
管

理
要
綱

」（
下
線

は
、

監
査
人

）
 

第
3
条
 

（
１

）
特

別
研

究
の

う
ち

、
国

等
の

補
助

事
業

と
し

て
行

う
研

究
に

つ
い

て
は

、
国

等
が

定
め

る
と

こ

ろ
に

よ
る

も
の

と
す

る
。
 

（
２

）
共

同
研

究
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

共
同

研
究

実
施

要
領

に
よ

る
も

の

と
す

る
。
 

（
３

）
受

託
研

究
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

受
託

研
究

実
施

要
領

に
よ

る
も

の

と
す

る
。
 

（
４

）
中

小
企

業
課

題
対

応
受

託
研

究
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

中
小

企
業

課

題
対

応
受

託
研

究
実

施
要

領
に

よ
る
も

の
と

す
る

。
 

 

②
 

共
同

研
究

に
つ

い
て

（
指

摘
事

項
）

 
 

山
梨

県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
年

報
に
お

い
て

、
平

成
2
1
年
度

の
戦
略

的
研

究
テ

ー
マ

（
14
テ

ー
マ
）

お
よ

び
経

常
研

究
テ

ー
マ
（

10
テ

ー
マ

）
の

う
ち

、
山

梨
県
工

業
技
術

セ
ン

タ
ー

と
当

該
山

梨
県
工

業

技
術

セ
ン

タ
ー

以
外

の
者

が
記

載
さ
れ

て
い

る
研

究
テ

ー
マ

は
、
下

記
の

６
テ

ー
マ

で
あ

る
。
 

研
究

テ
ー

マ
 

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

以
外

の
者

 

燃
料

電
池

用
金

属
製

セ
パ

レ
ー

タ
の

性
能

向
上

に
関

す
る

研
究
 

山
梨

大
学

、
日

邦
プ

レ
シ

ジ
ョ

ン
㈱
、
㈱
松

下
製

作
所
 

甲
州

種
ワ

イ
ン

の
高

品
質

化
に

向
け
た

栽
培
・
醸

造
技

術
に

関
す

る
研

究
 

山
梨

県
富

士
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
、
山

梨
県

果
樹

試
験

場
、

山
梨

大
学

ワ
イ

ン
科

学
研

究
セ

ン
タ

ー
、

山
梨

県
ワ

イ
ン

酒
造

組
合

 

誘
導

加
熱

に
よ

る
急

速
局

所
加

熱
を

利
用

し
た

非
鉄

軽
金

属
部

品
の

高
機

能
化

 

山
梨

大
学

、
ワ

イ
エ

ス
電

子
工

業
㈱
、
浅
川

熱
処

理
㈱

、
㈲

丸
眞

熱
処

理
工

業
 

切
削

加
工

に
よ

る
非

鉄
金

属
部

品
の

信
頼

性
向

上
に

関
す

る
研

究
 

㈱
キ

ッ
ツ
 

金
型

加
工

技
術
・
微
細

転
写
加

工
技
術

と
そ

の
応

用
に

関
す

る
研

究
 

東
洋

大
学
 

2
M
H
z
自

励
発

振
器

に
よ

る
プ

ラ
ズ

マ
処

理
技

術

に
関

す
る

研
究
 

ワ
イ

エ
ス

電
子

工
業

㈱
 

（
出

典
：

山
梨

県
工

業
技

術
セ

ン
タ
ー

年
報

（
平

成
2
1
年
度

）
よ
り

作
成

）
 

 こ
れ

ら
の

テ
ー

マ
は
、

年
報
に

お
い
て

は
、
戦

略
的

研
究
テ

ー
マ
ま

た
は

経
常

研
究

テ
ー

マ
と
さ

れ

て
い

る
が
、

研
究

管
理

要
綱
で

規
定
す

る
研

究
区

分
が

記
載

さ
れ
て

い
な

い
た

め
、
各
研

究
の
研

究
区

分
が

不
明

確
で

あ
る
。

当
該
６

テ
ー
マ

に
つ

い
て

は
、
山
梨

県
工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

以
外

の
者
が

記
載

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、
山
梨

県
工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

が
山

梨
県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
以

外
の
者

と
行

う
研

究
「

共
同

研
究

」
に

該
当

す
る
も

の
と

思
料

す
る

。
 

当
該

６
テ

ー
マ

が
「
共

同
研
究

」
に

該
当

す
る

の
で

あ
れ
ば

、
研

究
管

理
要

綱
第

3
条
（
2
）

の
規

定

に
基

づ
き
、

「
工

業
技

術
セ
ン

タ
ー
共

同
研

究
実

施
要

領
」

（
以

下
、

「
共

同
研

究
実
施

要
領
」
と

い

う
。

）
を

適
用

す
る

こ
と

と
な

る
が
、

現
状

で
は

同
要

領
は

適
用
さ

れ
て

い
な

い
。
 

山
梨

県
工
業

技
術
セ
ン

タ
ー

 

共
同

研
究

実
施

要
領

の
適

用
対

象
で
あ

れ
ば
、

下
記

に
示
す

と
お
り
、

共
同

研
究

申
請
書

（
様

式
1）

や
共

同
研

究
契

約
書

（
様

式
2
）

を
作

成
す

る
必

要
が

あ
る

し
、

ま
た

、
共

同
研

究
者

に
経

費
の

負
担

も
求

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

「
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
共

同
研

究
実
施

要
領

」（
下
線

は
、
監

査
人
）
 

第
4
条
 

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

所
長

は
、

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

と
共

同
研

究
を

行
お

う
と

す
る

者
か

ら
、

様
式

1

の
共

同
研

究
申

請
書

を
提

出
さ

せ
る
も

の
と

す
る

。
 

第
6
条
 

所
長

は
、

共
同

研
究

を
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
当

該
申

請
者

と
共

同
研

究
に

関
す

る
契

約
を

締
結

す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
、

す
べ
て

の
共

同
研

究
者

と
連

名
で
様

式
2
の

共
同

研
究
契

約
書
を

作
成

す
る

も
の

と
す

る
。
 

第
7
条
 

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

及
び

共
同

研
究

者
は

、
そ

れ
ぞ

れ
分

担
す

る
研

究
に

要
す

る
経

費
を

負
担

す
る

も

の
と

す
る

。
 

 し
か

し
、
当

該
６

テ
ー

マ
に
つ

い
て
は
、

共
同

研
究

申
請
書

及
び
共

同
契

約
書

が
作

成
さ

れ
て
お

ら

ず
、

ま
た

費
用

の
負

担
も

求
め

て
お

ら
ず

、
共

同
研

究
実

施
要

領
に

従
っ

て
い

な
い

。
し

た
が

っ
て

、

「
共

同
研

究
」

で
あ

る
な

ら
ば

、
共
同

研
究

実
施

要
領

に
従

っ
た
事

務
処

理
を

行
う

必
要

が
あ
る

。
 

な
お
、

山
梨

県
工

業
技

術
セ
ン

タ
ー
以

外
の

者
の

位
置

づ
け

が
、

当
該

要
領

に
定

め
る
共

同
研
究

者

に
該

当
し

な
い

の
で

あ
れ

ば
、

そ
の

理
由

を
明

ら
か

に
し
、

適
用

す
べ

き
要

綱
・

要
領
を

明
確
に

す
る

必
要

が
あ

る
。
 

 

③
 

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

研
究

管
理

要
綱

に
つ

い
て
（

指
摘

事
項

）
 

 
山

梨
県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
に

お
け
る

研
究

の
実

施
に

必
要

な
事
項

は
、
「

工
業

技
術
セ

ン
タ
ー
研

究
管

理
要

綱
」

に
定

め
ら

れ
て

い
る
。
 

「
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
研

究
管

理
要
綱

」（
下
線

は
、

監
査
人

）
 

第
5
条
 

所
長

は
、
特
別

研
究

及
び

経
常

研
究
に

つ
い

て
は

、
次

年
度

の
研
究

に
つ

い
て

、
毎

年
9
月

10
日
ま

で

に
、

共
同

研
究

及
び

受
託

研
究

に
つ

い
て

は
、

研
究

の
必

要
が

生
じ

た
都

度
、

研
究

実
施

計
画

協
議

書

（
第

1
号

様
式

）
に

よ
り

、
商

工
労
働

観
光

部
長
（
以

下
「

部
長
」
と
い

う
。）

に
協

議
す

る
も
の

と
す

る
。
 

第
7
条
 

所
長

は
、

特
別

研
究

及
び

経
常

研
究
に

つ
い

て
は

、
第

5
条

及
び
第

6
条

の
手

続
き

を
経

て
、
予

算
編

成
が

終
了

次
第

研
究

計
画

を
決

定
し
、
毎
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
、
共

同
研

究
、
受

託
研
究

及
び
中

小
企

業
課

題
対

応
受

託
研

究
に

つ
い

て
は
、
研

究
計

画
を

決
定
次

第
、
速
や

か
に

研
究

実
施
計

画
報
告

書
（
第

3
号

様
式

）
に

よ
り

、
部

長
に

報
告
す

る
も

の
と

す
る

。
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タ
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第
9
条
 

所
長

は
、

研
究

の
結

果
に

つ
い

て
、
研

究
終

了
後

１
個

月
以

内
に
研

究
結

果
報

告
書

（
第

5
号

様
式
）

に
よ

り
、

部
長

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
中

小
企

業
課

題
対

応
受

託
研

究
に

つ
い

て
は

、

同
実

施
要

領
に

寄
る

。
 

 し
か

し
、
研

究
実

施
計
画

協
議

書
（

第
1号

様
式

）
、

研
究
実

施
計
画

報
告

書
（

第
3
号
様
式

）
、

研

究
結

果
報

告
書

（
第

5号
様
式
）

は
作
成

さ
れ

て
お

ら
ず

、
部

長
に
報

告
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 

研
究

管
理

要
綱

に
従

っ
て

、
研

究
実
施

計
画

協
議

書
（

第
1号

様
式
）
、
研

究
実

施
計

画
報

告
書
（

第

3
号

様
式

）
、

研
究

結
果

報
告
書

（
第

5
号
様

式
）

を
作

成
す
る

必
要
が

あ
る
。

た
だ

し
、
研

究
計
画

書

（
第

2号
様
式

－
1）

及
び
研
究

結
果
報

告
書
（

第
2号

様
式
－

3
）
は

作
成

さ
れ

、
外

部
評
価

委
員
会

に

お
い

て
説

明
さ

れ
、

そ
の

結
果

を
所
長

に
報

告
し

て
い

る
。

 

し
た

が
っ

て
、

研
究

管
理

要
綱

に
即

し
て

、
第

1
号

様
式

、
第

3
号

様
式

、
第

5
号

様
式

を
作

成
す

る

か
、
も

し
く

は
、

実
務

上
の
取

り
扱
い

に
合

わ
せ

る
形

で
研

究
管
理

要
綱

を
改

訂
す

る
か

を
検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。
 

 

④
 

追
跡

調
査

に
つ

い
て

（
指

摘
事

項
）

 
 

追
跡

調
査

の
実

施
に

つ
い

て
以

下
の
と

お
り

定
め

ら
れ

て
い

る
。
 

「
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
研

究
管

理
要
綱

」（
下
線

は
、

監
査
人

）
 

第
9
条
 

２
 

所
長

は
、

研
究

成
果

の
普

及
に
つ

い
て

、
研

究
終

了
後

3
ヵ

年
に

わ
た

り
、

研
究
追

跡
調
査

報
告

書
（
第

6
号
様

式
）

に
よ

り
、

部
長
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 し
か

し
、

追
跡

調
査

は
実

施
さ

れ
て
い

な
い

。
 

 

研
究

管
理

要
綱

に
従

っ
て

、
追

跡
調
査

を
実

施
す

る
必

要
が

あ
る
。
 

追
跡

調
査

は
、
実

施
し

た
研
究

の
成
果

の
普

及
状

況
を

調
査

し
、

今
後

の
研

究
に

活
用
す

る
こ
と

を

目
的

と
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

県
の

試
験

研
究

の
中

に
お
い

て
も
重

要
な

位
置

付
け

で
あ

る
べ
き

で
あ

る
。
 

当
該

要
綱

に
従

う
と
、

全
て
の

研
究
課

題
に

つ
い

て
、
追
跡

調
査
を

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る
こ

と

か
ら
、

追
跡

調
査

を
実

施
す
る

研
究
課

題
の

判
断

基
準

や
、

実
施

時
期

等
に

つ
い

て
検
討

し
、

必
要

に

応
じ

て
要

綱
の

改
訂

も
行

い
、

試
験
研

究
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
を
適

切
に

実
施

す
る

必
要

が
あ
る

。
 

  

山
梨

県
工
業

技
術
セ
ン

タ
ー

 

⑤
 

受
託

事
業

収
入

の
精

算
に

つ
い

て
（

指
摘

事
項
）

 
 

受
託

研
究
、

共
同

研
究

、
中
小

企
業
課

題
対

応
受

託
研

究
（

以
下

、
こ

こ
で

は
「

受
託
研

究
」

と
い

う
。
）

に
つ

い
て

は
、

受
託
事

業
収
入

が
納

入
さ

れ
る

が
、

研
究

を
終

了
し

て
も

費
用
の

精
算
が

な
さ

れ
な

い
。
 

研
究

を
中

止
し

た
場

合
に

は
、

下
記
の

と
お

り
精

算
に

関
す

る
規
定

が
定

め
ら

れ
て

い
る

。
 

例
「

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

中
小

企
業
課

題
対

応
受

託
研

究
実

施
要
領

」（
下
線

は
、

監
査
人

）
 

第
9
条
 

所
長

は
、

受
託

研
究

を
中

止
し

た
と

き
は

、
速

や
か

に
受

託
契

約
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

委
託

費

の
精

算
を

し
、

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー
中

小
企

業
課

題
対

応
受

託
研
究

費
精

算
書

（
第

4
号

様
式
）

を
委

託
者

に
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

２
 

所
長

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
る
精

算
の

結
果

、
第

6
条

の
規
定

に
よ

り
納

付
さ

れ
た

委
託
費

に
過

不
足

が
あ

る
と

き
は

、
過

納
金

は
委
託

者
に

返
還

し
、

不
足

金
は
委

託
者

に
請

求
す

る
も

の
と
す

る
。
 

 

 

精
算

は
、
受

託
研

究
に

要
し
た

費
用
を

明
ら

か
に

し
、
応
分

の
負
担

を
委

託
者

に
求

め
る

も
の
で

あ

る
。
ま

た
、

研
究

開
始

前
に
算

出
し
た

研
究

費
用

予
算

と
実

績
を
比

較
す

る
こ

と
で
、
そ

の
差
異

の
要

因
を

分
析

し
、

他
の

研
究

に
活

用
す
る

こ
と

も
可

能
と

な
る

。
 

し
た

が
っ

て
、
研

究
を

中
止
し

た
場
合

に
限

ら
ず
、

研
究
が

終
了
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
精

算
に

関
す

る
規

定
を

定
め

る
必

要
が

あ
る
。
 

 

⑥
 

中
小

企
業

課
題

対
応

受
託

研
究

費
の

積
算

及
び
精

算
に

つ
い

て
（

指
摘

事
項
）

 
 

中
小

企
業

課
題

対
応

受
託

研
究

（
1
7
テ

ー
マ

）
の

う
ち

サ
ン

プ
ル

抽
出

し
た

1
テ

ー
マ

に
つ

い
て

、

受
託

研
究

費
が

以
下

の
と

お
り

積
算
さ

れ
て

い
た

。
 

 人
件

費
 

3
,
0
0
0円

×
21
8
時
間

＝
6
5
4
,00

0
円
 

消
耗

品
費
 

S
E
M
用
ポ

ラ
ロ

イ
ド

フ
ィ

ル
ム
 

1
箱
 

6
0
,0
0
0円

 

S
E
M
フ
ィ

ラ
メ

ン
ト

 
1箱

 
40
,
0
0
0円

 

液
体

窒
素

 
4
0
L 

2
8
,0
0
0円

 

計
 

 
1
2
8
,0
0
0円

 

原
材

料
費
 

0
円
 

設
備

費
（

電
気

、
ガ

ス
、

水
道

料
含

む
）
 

蛍
光

エ
ッ

ク
ス

線
分

析
装

置
 

1
4
4時

間
 

3
1
6,
8
0
0円

 

電
子

顕
微

鏡
 

1
4時

間
 

5
8,9

4
0
円
 

計
 

 
3
7
5
,7
4
0円

 

旅
費

（
実

費
）
 

0
円
 

研
究

費
合

計
 

1
,
1
5
7
,7
4
0円

 

（
出

典
：

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

中
小
企

業
課

題
対

応
受

託
研

究
費
積

算
書

（
第

2号
様
式
）
）
 

 前
述

し
た

と
お

り
、

精
算

は
さ

れ
て
い

な
い

た
め

、
実

際
の

費
用
の

発
生

状
況

を
確

か
め

た
。
 



山 

梨 

県 

公 

報 

号 

外

　
　

第
四
十
五
号

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日�

五
六

山
梨

県
工
業

技
術
セ
ン

タ
ー

 

 

消
耗

品
費

に
つ

い
て
、

当
該
研

究
に
紐

づ
く

支
出

が
な

さ
れ

て
い
な

か
っ

た
。
ヒ

ア
リ
ン

グ
に
よ

る

と
、
在

庫
で

対
応

で
き

た
た
め

で
あ
っ

た
。
ま

た
、

人
件
費

及
び
設

備
費

に
つ

い
て

は
、

稼
働

時
間

の

集
計

は
な

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

。
な

お
、

設
備

費
の

時
間
当

た
り
単

価
は
、

「
山

梨
県
工

業
技
術

セ
ン

タ
ー

諸
収

入
条

例
」
に

基
づ
く

も
の
で

あ
っ

た
。
人

件
費
単

価
は
、
部

長
を

含
ま

な
い
研

究
職
人

件
費

の
平

均
単

価
で

あ
り

、
年

度
ご

と
に
商

工
企

画
課

長
よ

り
通

知
さ
れ

る
。
 

こ
の

よ
う

に
、
実

際
の

費
用
の

発
生
状

況
が

把
握

で
き

ず
、

精
算

す
べ

き
金

額
も

算
出
す

る
こ
と

が

で
き

な
い

状
況

で
あ

る
。
適
正

な
負
担

を
求

め
る

と
い

っ
た

公
平
性

の
観

点
か

ら
も
、
精

算
す
べ

き
金

額
を

算
出

で
き

る
よ

う
に

検
討

す
る
必

要
が

あ
る

。
 

 

⑦
 

経
常

研
究

等
に

お
け

る
人

件
費

に
つ

い
て

（
意
見

）
 

 
中

小
企
業

課
題

対
応

受
託

研
究

を
除
く

研
究
（

以
下

「
経
常

研
究
等
」

と
い

う
。

）
に
つ

い
て
、
原

価
計

算
が

な
さ

れ
て

い
な

い
。

原
価

は
、

消
耗

品
費

等
の
支

出
の
み

が
研

究
テ

ー
マ

ご
と

に
把
握

で
き

る
の

み
で

あ
る

。
人

件
費

に
つ

い
て
は

、
研

究
テ

ー
マ

ご
と

に
把
握

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。
 

研
究

の
費

用
対

効
果

を
検

証
す

る
た
め

に
も
、

人
件

費
を
含

め
た
フ

ル
コ

ス
ト

を
把

握
す

る
必
要
が

あ
る
。

た
だ

し
、

精
緻

に
把
握

す
る
と

な
る

と
過

度
な

事
務

負
担
が

か
か

る
の

で
、
行
政

コ
ス
ト

計
算

書
の

作
成

方
法

な
ど

を
参

考
に

、
簡
便

な
人

件
費

計
算

方
法

を
検
討

さ
れ

た
い

。
 

 

⑧
 

研
究

成
果

の
公

表
に

つ
い

て
（

指
摘

事
項

）
 

 
山

梨
県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
に

お
け
る

研
究

成
果

は
、
外
部

評
価
委

員
会

で
の

評
価

を
受

け
、

そ
の

結
果

が
公

表
さ

れ
る
。

そ
の
意

義
は
、
県

の
施

策
推

進
に
あ

た
っ
て

有
益

な
研

究
が

な
さ

れ
た
か

否
か

を
、

県
民

に
広

く
公

開
す

る
こ

と
に
あ

る
。
 

し
か

し
、
中

小
企

業
課

題
対
応

受
託
研

究
に

つ
い

て
は
、
次

の
と
お

り
、
公

表
し

な
い
こ

と
が
で

き

る
旨

が
規

定
さ

れ
て

い
る

。
 

 

「
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
中

小
企

業
課
題

対
応

受
託

研
究

実
施

要
領
」
 

第
1
1
条
 

所
長

は
、

受
託

研
究

が
終

了
し

た
と

き
は

、
そ

の
結

果
を

公
表

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

研
究

結

果
の

公
表

に
よ

り
、

委
託

者
の

業
務

に
支

障
が

生
じ

る
と

き
は

、
期

限
を

限
っ

て
公

表
し

な
い

こ
と

が

で
き

る
。
 

 当
該

研
究

は
、
中

小
企

業
か
ら

の
依
頼

に
基

づ
く

研
究

で
あ

る
た
め
、

研
究

成
果

が
研
究

終
了
後

即

公
表

さ
れ

る
と
、

当
該

中
小
企

業
に
と

っ
て

不
利

益
と

な
る

恐
れ
が

あ
る
。

そ
の

た
め
、

期
限

を
限

っ

て
公

表
し

な
い

こ
と

が
で

き
る

も
の
と

さ
れ

て
い

る
も

の
で

あ
る
。
 

 

中
小

企
業

の
業

務
に

支
障

が
生

じ
な
い

よ
う

に
、
一

定
期
限

研
究
結

果
を

公
表

し
な

い
と

い
う
趣
旨

は
理

解
で

き
る
。

し
か

し
、
当

該
規
程

を
適

用
し

て
い

る
受

託
研
究

を
確

認
し

た
と

こ
ろ

、
そ

の
期

限

が
明

確
に

設
定

さ
れ

て
い

る
も

の
は
な

か
っ

た
。
 

同
実

施
要

領
第

4
条

に
あ

る
よ

う
に

、
県

に
と

っ
て

必
要

又
は

有
益

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
に

山
梨

県
工
業

技
術
セ
ン

タ
ー

 

つ
い

て
、

受
託

研
究

を
実

施
す

る
も

の
で

あ
る

。
つ

ま
り

、
受

益
者

は
県

民
で

あ
る

。
こ

の
よ

う
に

、

公
務

と
し

て
の

受
託

研
究

で
あ

る
た
め
、

私
企

業
に

期
限
を

明
確
に

定
め

ず
研

究
結

果
を

公
表
し

な
い

で
お

く
こ

と
は

不
公

正
な

面
も

あ
る
。
 

し
た

が
っ

て
、
私

企
業

の
業
務

の
支
障

と
公

務
と

し
て

の
受

託
研
究

の
公

共
性

の
両

者
を

、
研

究
内

容
等

の
実

情
に

応
じ

て
十

分
に

検
討
し

、
公

表
し

な
い

期
限

を
明
確

に
設

定
す

る
必

要
が

あ
る
。
 

 

⑨
 

研
究

企
画

管
理

委
員

会
の

議
事

録
に

つ
い

て
（
指

摘
事

項
）

 
 

中
小

企
業

課
題

対
応

受
託

研
究

は
、

研
究

依
頼

書
の

提
出
に

基
づ
い

て
、
研

究
企

画
管
理

委
員
会

の

審
査

を
経

て
、

受
託

が
決

定
さ

れ
る
。
 

「
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
中

小
企

業
課
題

対
応

受
託

研
究

実
施

要
領
」
 

第
3
条
 

所
長

は
、

前
条

第
1
項

の
規
定

に
よ
る

研
究

依
頼

書
の

提
出

が
あ
っ

た
と

き
は

、
研

究
企

画
管
理

委
員

会
を

開
催

し
、

依
頼

さ
れ

た
研

究
の
内

容
に

つ
い

て
審

査
す

る
も
の

と
す

る
。
 

研
究

企
画

管
理

委
員

会
で

は
、

依
頼

さ
れ

た
研

究
の

内
容

に
つ

い
て

、
同

要
領

第
4
条

に
定

め
る

受

託
の

基
準

に
該

当
す

る
か

否
か

等
に
つ

い
て

審
査

さ
れ

る
。

し
か

し
、

審
査

の
配

布
資
料

等
を
綴

っ
て

は
い

る
が

、
一

部
を

除
き

議
事

録
は
作

成
さ

れ
て

い
な

い
。

 

研
究

企
画

管
理

委
員

会
で

審
査

さ
れ
た

内
容

の
議

事
録

を
作

成
す
る

必
要

が
あ

る
。
 

依
頼

研
究

の
内

容
が
、

公
務
と

し
て
実

施
す

る
に

ふ
さ

わ
し

い
か
否

か
を

議
論

し
、
私
企

業
の
研

究

代
行

で
な

い
こ

と
を

明
ら

か
に

す
る
た

め
に

は
、
議

事
録
と

し
て
、
受

託
の

基
準

の
う
ち

ど
の
基

準
を

満
た

し
て

い
る

の
か
、
ま
た

、
そ

の
判
断

基
準

の
根

拠
な

ど
に

つ
い
て

明
確

に
し

て
お

く
必

要
が
あ
る
。 

  

（
６

）
外

部
資

金
 

①
外

部
資

金
の

活
用

に
つ
い

て
（

意
見

）
 

 
山

梨
県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
に

お
い
て

、
外

部
資

金
と

は
以

下
の
と

お
り

規
定

さ
れ

て
い

る
。
 

「
山

梨
県

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

外
部
資

金
受

入
お

よ
び

執
行

管
理
要

領
」
（
下

線
は

、
監
査

人
）
 

第
1
条
 

こ
の

要
領

は
、

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
研

究
を

実
施

す
る

も
の

に
対

し
、

工
業

技
術

セ
ン

タ

ー
外

の
団

体
お

よ
び

機
関

か
ら

交
付

さ
れ

る
資

金
に

つ
い

て
、

受
入

、
管

理
お

よ
び

執
行

に
関

し
必

要

な
事

項
を

定
め

、
も

っ
て

資
金

執
行

の
透

明
化

お
よ

び
適

正
化

を
図

る
と

と
も

に
、

外
部

資
金

等
の

円

滑
な

導
入

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す
る

。
 

 こ
の

規
定

の
と

お
り

、
外

部
資

金
と
は

、
研

究
者

個
人

に
対

し
て
外

部
か

ら
交

付
さ

れ
る

資
金
（
例
：

文
部

科
学

省
の

科
学

研
究

費
補

助
金
）

で
あ

る
。
 

平
成

2
1年

度
に

お
い

て
は

、
外

部
資
金

に
よ

り
研

究
を

実
施

し
た
実

績
は

な
い

。
 

「
や

ま
な

し
科

学
技

術
基

本
計

画
」
に
お

い
て

も
、
科
学

技
術

振
興
の

基
本

的
な

考
え

方
に

お
い
て
、

効
果

的
・
効

率
的

な
研

究
開
発

の
推
進

と
し

て
、
下

記
の
と

お
り
、
外

部
資

金
の

獲
得
な

ど
を
進

め
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
 



山 

梨 

県 

公 

報 

号 

外

　
　

第
四
十
五
号

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日�

五
七

山
梨

県
工
業

技
術
セ
ン

タ
ー

 

各
試

験
研

究
機

関
で

は
、

個
々

の
研

究
者

が
創

造
的

な
発

想
の

も
と

に
、

情
熱

を
持

っ
て

自
己

の
能

力

開
発

や
創

造
性

の
追

求
に

挑
戦

で
き

る
環

境
づ

く
り

を
進

め
る

と
と

も
に

、
国

の
競

争
的

資
金

の
獲

得

な
ど

、
互

い
に

切
磋

琢
磨

し
な

が
ら
研

究
を

行
う

こ
と

が
で

き
る
環

境
づ

く
り

を
進

め
ま

す
。
 

 し
た

が
っ

て
、

外
部

資
金

に
よ

る
研
究

に
積

極
的

に
取

り
組

ま
れ
た

い
。
 

 

 （
７

）
知

的
財

産
 

①
 

出
願

中
の

産
業

財
産

権
に

つ
い

て
（

意
見

）
 

産
業

財
産

権
に

関
し

て
は

、
山

梨
県

工
業

技
術
セ

ン
タ

ー
単

独
の

も
の

と
他
の

試
験

研
究

機
関

と

の
共

同
出

願
の

も
の

が
あ

る
。

こ
れ

ら
の

財
産

権
は

商
工

労
働

部
に

お
い

て
管

理
さ

れ
て

お
り

、
現

状
に

つ
い

て
は

以
下

の
と

お
り

で
あ
る

。（
平
成

21
年
度
山

梨
県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
年

報
）

 
 山

梨
県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
単

独
出
願

中
 

 
 

 
  

 
 

 
 
1
1
件

 
山

梨
県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
共

同
出
願

中
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

6
件

 
山

梨
県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
共

同
出
願

中
（

国
際

特
許

）
 

 
 
 

3
件

 
 

 
 こ
れ

ら
の

財
産

権
の

う
ち

単
独

出
願

に
掛

る
以

下
6

件
の

出
願

中
の

産
業

財
産

権
に

つ
い

て
は

知

的
所

有
権

と
し

て
の

県
民

財
産

と
し

て
の

取
扱

い
方

針
に

つ
い

て
以

下
の

よ
う

な
留

意
が

必
要

で
あ

る
。

 
 

ⅰ
．
空
圧

ブ
ロ

ー
ブ

セ
ン

サ
及

び
空
圧

ブ
ロ

ー
ブ

セ
ン

サ
を

用
い
た

精
密

測
定

装
置
（
出

願
番
号
・

2
0
0
0
-
19
4
6
5：

出
願

日
・

平
成

1
2
年

1
月

2
8
日

）
 

本
案

件
に

つ
い

て
は
、
出
願
の

拒
絶
査

定
が

来
た

た
め

内
部

で
検
討

し
た

と
こ

ろ
、
意
見

書
の

提
出

を
行
わ

な
い

こ
と
に

し
た

。（
こ
れ

ま
で
の

出
願
に

要
し
た

費
用
は

出
願

時
（
平

成
1
2
年

2
月

）
に

3
9
3,
4
9
5
円

、
出
願

審
査

請
求

時
（

平
成

1
8
年

1
2
月

）
に

1
25
,
105

円
で

あ
る

。）
平

成
22

年
度
の

山
梨
県

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

の
年
報

か
ら

は
、
削

除
す
べ

き

案
件

で
あ

る
。

 
 

 
 

 
 

ⅱ
．
ダ

イ
カ

ス
ト
金

型
の
高

寿
命

化
方

法
（
出
願

番
号
・

20
0
0‐

2
4
14
9
7：

出
願

日
・
平

成
12

年

8
月

9
日

）
 

本
案

件
に

つ
い

て
も
、
拒
絶
査

定
が
来

た
た

め
内

部
で

検
討

し
た
と

こ
ろ
、
意
見

書
の
提

出
を

行
わ

な
い

こ
と

に
し

た
。（

こ
れ

ま
で

の
出

願
に

要
し
た

費
用
は

出
願

時
（
平

成
1
2
年

8
月

）
に

2
5
2
,8
0
0
円
、

出
願

審
査
請

求
時

（
平

成
1
9
年

8
月

）
に

5
6
,6
5
0
円
、

拒
絶
に

対
す

る
再

審
査

請
求
（

平
成

21
年

11
月

）
86
,
1
00

円
で

あ
る

。
）
平
成

22
年

度
の
山
梨
県

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

の
年

報
か

ら
は
削

除
す

べ
き

案
件

で
あ

る
。

 
 

山
梨

県
工
業

技
術
セ
ン

タ
ー

 

ⅲ
．

水
中

の
ホ

ウ
素

除
去

方
法

（
出
願

番
号

・
2
0
0
1－

0
643

8
9
：
出

願
日

・
平

成
1
3
年

3
月

8

日
）

 平
成

13
年

3
月

8
日
に

つ
い
て

は
、
審
査

請
求
（
平
成

1
9
年

頃
）
の
結

果
が

ま
だ

来
て

い
な

い
た

め
、
保

留
状

態
と
な

っ
て
い

る
。
今

後
の

状
況
を

待
っ
て
、
山
梨

県
工

業
技
術

セ

ン
タ

ー
の

年
報

か
ら

は
削

除
す

べ
き
案

件
で

あ
る

か
ど

う
か

を
検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
 

ⅳ
．

非
シ

ア
ン

系
電

解
研

磨
液

及
び

そ
れ

を
用

い
た

電
解

研
磨

方
法

（
出

願
番

号
・

2
0
04

－

3
2
3
8
4
3：

出
願

日
・

平
成

16
年

1
1
月

8
日

）
 

す
で

に
拒

絶
査

定
が

来
て

い
る

が
、
山

梨
県

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー
と

し
て

は
意

見
書
の
提

出
を

行
う

予
定

で
い

る
。
今
後

の
状
況

を
待

っ
て

、
山

梨
県

工
業
技

術
セ

ン
タ

ー
の

年
報

か

ら
は

削
除

す
べ

き
案

件
で

あ
る

か
ど
う

か
を

検
討

す
る

必
要

が
あ
る

。
 

 ⅴ
．

貴
金

属
品

盗
難

監
視

シ
ス

テ
ム
（

出
願

番
号

・
2
0
0
5－

4
5
4
53
：
出

願
日

・
平
成

17
年

2
月

2
2
日
）
 

本
案

件
に

つ
い

て
は
、

山
梨
県

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

と
し
て

は
審

査
請

求
を

行
い

結
果

待
ち

で
あ

る
。

今
後

の
状

況
を

待
っ

て
、

山
梨

県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
の

年
報

か
ら

は
削

除
す

べ
き

案
件

で
あ

る
か

ど
う

か
を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

  
（

８
）
そ

の
他
 

①
 

設
備

利
用

に
関

す
る

料
金

の
考

え
方

に
つ

い
て
（

意
見

）
 

山
梨

県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
の

設
備

利
用

等
に
つ

い
て

は
、

山
梨

県
工

業
技
術

セ
ン

タ
ー

諸
収

入

条
例

に
よ

っ
て

定
め

ら
れ

る
。
こ

の
条

例
は

毎
年

改
正

さ
れ

る
が
、
こ
の

改
正

は
新

規
に

取
得
し
た

機
器

等
に

つ
い

て
は

毎
年

な
さ

れ
て
い

る
。
ま
た

、
当

年
度

に
廃
棄

さ
れ

た
も

の
に

つ
い

て
も
、
そ

の
都

度
削

除
さ

れ
て

い
る

。
 

具
体

的
な

料
金

算
定

に
関

し
て

は
、

使
用

料
、
試

験
・

分
析

・
鑑

定
等

手
数
料

、
試

作
加

工
手

数

料
の

分
類

に
よ

り
、
そ
れ

ぞ
れ

の
ル
ー

ル
で

料
金

が
算

定
さ

れ
る
。
こ
れ

ら
の

設
備

利
用

に
関
し
て

は
、

基
本

的
に

は
受

益
者

負
担

主
義
の

考
え

方
に

よ
っ

て
い

る
。
平
成

21
年

度
は

有
料

部
分
と
し

て
、

19,721
件

の
有

償
利

用
が

あ
っ
た

。
 

 

設
備

利
用

等
に

関
す

る
料

金
は

、
利
用

者
が

山
梨

県
内

、
県

外
に
関

わ
ら

ず
同

じ
で

あ
る

。
こ
の

中
で

は
、
山
梨

県
に

し
か

な
い

よ
う
な

貴
重

な
試

験
研

究
設

備
に
つ

い
て

は
他

県
か

ら
の

業
者
と
同

じ
条

件
で

あ
る

が
、

金
額

的
な

差
を
つ

け
る

こ
と

は
可

能
と

思
わ
れ

る
。

 
た

と
え
ば

、
研

磨
・
宝
飾

科
及

び
ワ
イ

ン
セ

ン
タ

ー
の

試
験

研
究
施

設
は

、
他

県
に

は
な

い
も
の

で
あ

る
。
こ
の

利
用

料
金

に
関

し
て
は

、
山

梨
県

民
の

利
用

料
よ
り

他
の

利
用

者
の

料
金

を
高
め
に

設
定

す
る

こ
と

は
可

能
で

あ
り

、
ま
た

山
梨

県
民

の
負

担
軽

減
の
上

か
ら

も
必

要
と

思
わ

れ
る
。
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梨 
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五
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山
梨

県
富
士

工
業
技
術

セ
ン

タ
ー

 

 ５
．
 山

梨
県

富
士

工
業
技

術
セ
ン
タ

ー
 

（
１

）
試

験
研

究
課

題
 

山
梨

県
富

士
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
に
お

い
て

は
、
繊

維
産
業

及
び
機

械
電

子
産

業
に

関
連

す
る
研
究

を
実

施
し

て
い

る
。
 

①
試

験
研

究
課

題
の

評
価
へ

の
意

見
に

対
す

る
対

応
の
公

表
に

つ
い

て
（

意
見

）
 

 
山

梨
県
富

士
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
で
は
、

年
に

2
回
実

施
さ
れ

る
課
題

評
価

の
結

果
を
、
セ

ン
タ

ー
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

上
に

公
表

し
て

い
る

。
公

表
さ

れ
て

い
る

内
容

は
、

課
題

評
価

の
対

象
と

な
っ

た
試

験
研

究
課

題
の

ほ
か

、
評

価
の

結
果

及
び

課
題

評
価

委
委

員
か

ら
の

意
見

等
と

な
っ

て
い

る
。
 

＜
課

題
評

価
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
１

１
．

そ
の

他
の

意
見

、
参

考
資

料
、

（
２

）
試

験
研

究
課

題
の
評

価
に

つ
い

て
（

参
考

資
料
）

」
を

参
照

＞
 

 
評

価
の

結
果

の
み

し
か

公
表

さ
れ

て
い

な
い

試
験

研
究

機
関

も
あ

る
な

か
で

、
課

題
評

価
委

員
か

ら
寄

せ
ら

れ
た

意
見

に
つ

い
て

も
公

表
し

て
い

る
山

梨
県

富
士

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

の
取

組
は

、
試

験
研

究
課

題
に

関
す

る
県

民
へ

の
説

明
責

任
の

観
点

に
お

い
て

、
非

常
に

望
ま

し
い

も
の

で
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。
 

し
か

し
な

が
ら

、
山

梨
県

富
士

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

の
研

究
テ

ー
マ

が
地

元
企

業
の

技
術

高
度

化
や

新
製

品
開

発
に

密
接

に
関

わ
っ

て
い

る
こ

と
、

地
元

企
業

の
代

表
者

も
課

題
評

価
委

員
を

務
め

て
い

る
こ

と
な

ど
を

考
慮

す
る

と
、

事
前

評
価

、
中

間
評

価
で

寄
せ

ら
れ

た
意

見
に

対
す

る
各

研
究

員
の

対
応

は
、

地
元

企
業

を
は
じ

め
と

す
る

県
民

か
ら

の
関
心

は
高

い
も

の
と

思
わ

れ
る
。
 

今
後

は
、

特
に

事
前

評
価

、
中

間
評

価
で

寄
せ

ら
れ

た
意

見
に

対
し

て
、

各
研

究
員

が
ど

の
よ

う
に

対
応

し
た

か
に

つ
い

て
公

表
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

県
民

に
対

す
る

説
明

責
任

を
今

ま
で

以
上

に
果
た

し
て

い
く

こ
と

が
望

ま
れ
る

。
 

 

（
２

）
会

計
 

①
 

受
託

研
究

及
び

生
産

物
に

関
す

る
原

価
計

算
に
つ

い
て

（
意

見
）
 

現
在

、
受

託
研

究
に

関
し

て
は

、
「

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

中
小

企
業

課
題

対
応

受
託

研
究

費

積
算

書
」

に
お

い
て

人
件

費
、

消
耗

品
費

、
原

材
料

費
、

設
備

費
、

旅
費

等
の

一
部

の
直

接
費

の
み

を
集

計
し

て
い

る
だ

け
で

、
精

緻
な

原
価

計
算

は
行

わ
れ

て
い

な
い

と
い

え
る

。
ま

た
、

生
産

物
に

つ
い

て
は

ど
の

原
材

料
を

使
っ

た
の

か
の

把
握

が
な

さ
れ

て
お

ら
ず

、
当

然
に

原
価

計
算

も
行

わ
れ

て
い

な
い

。
 

効
率

的
に

受
託

研
究

を
行

う
た

め
に

も
、

適
正

な
原

価
計

算
を

行
い

、
コ

ス
ト

管
理

を
行

う

べ
き

で
あ

る
。
 

ま
た

、
生

産
物

に
つ

い
て

は
山

梨
県
財

務
規

則
に

以
下

の
よ

う
に
規

定
さ

れ
て

い
る

。
 

生
産

物
の

売
却

価
格

を
決

定
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

原
価

が
重

要
な

情
報

で
あ

る
。

し
た

が
っ

て
、

こ
の

面
か

ら
も

生
産

物
に

つ
い
て

原
価

計
算

を
行

う
こ

と
は
重

要
で

あ
る

。
 

 

山
梨

県
財

務
規

則
 

第
1
4
8条

(
生
産

物
の

報
告

) 

物
品

を
生

産
又

は
製

造
(
加

工
を

含
む

。
)
し

た
と

き
は

、
生

産
物

報
告

調
書

(
第

9
1
号

様
式

)
に

よ
り

山
梨

県
富
士

工
業
技
術

セ
ン

タ
ー

 

物
品

出
納

員
等

へ
引

渡
さ

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

 

第
1
6
5
条

 
第

1
4
8
条

に
規

定
す

る
生

産
物

は
、

売
却

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

は
、

使
用

に
供

す
る

こ
と
が

で
き

る
。
 

一
 

試
験

、
研

究
、

調
査

等
に

使
用
す

る
場

合
 

二
 

見
本

と
し

て
使

用
す

る
場

合
 

三
 

種
子

、
肥

料
又

は
飼

料
と

し
て
使

用
す

る
場

合
 

四
 

動
物

と
し

て
飼

育
す

る
場

合
 

五
 

前
各

号
に

準
じ

必
要

と
認

め
た
場

合
 

2
 

生
産

物
を

売
却

す
る

と
き

は
、

生
産

物
売

却
調

書
(
第

百
七

号
様

式
)
に

よ
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
 

 （
３

）
契

約
 

①
 

委
託

契
約

の
履

行
確

認
に

つ
い

て
（

指
摘

事
項
）

 
山

梨
県

富
士

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

で
は

清
掃

の
委

託
を

行
っ

て
い

る
が

、
当

該
清

掃
委

託
に

関
し

て
、

成
果

報
告

書
あ

る
い

は
業

務
日

誌
等

の
作

成
は

行
わ

れ
て

お
ら

ず
、

履
行

確
認

は
セ

ン
タ

ー
職

員
に

よ
る

目
視

に
よ

る
と

の
こ

と
で

あ
り

、
履

行
確

認
と

し
て

は
不

十
分

で
あ

る
。

成
果

報
告

書
ま

た
は

業
務

日
誌

等
を

作
成

し
、

業
務

が
適

正
に

行
わ

れ
た

か
を

チ
ェ

ッ
ク

す
べ

き
で

あ
る

。
 

ま
た

、
当

該
清

掃
委

託
業

務
は

毎
週

２
回

定
期

的
に

年
間

を
通

じ
て

委
託

し
て

い
る

契
約

で

あ
る

こ
と

か
ら

、
長

期
継

続
契

約
の

締
結

も
検

討
し

、
委

託
料

の
低

減
を

図
る

と
と

も
に

毎
年

見
積

書
を

と
る

と
い

っ
た

よ
う

な
事
務

作
業

の
軽

減
を

は
か

る
こ
と

も
必

要
と

思
わ

れ
る

。
 

 （
４

）
物

品
・

固
定

資
産

管
理

 

①
 

現
金

の
管

理
に

つ
い

て
 

ⅰ
．

釣
り

銭
用

現
金

に
つ

い
て

（
指

摘
事

項
）
 

機
械

使
用

料
を

現
金

に
て

納
付

す
る
場

合
の

利
用

者
の

利
便

性
を
考

慮
し
、

釣
り

銭
用
現

金
を

金
庫

内
に

常
備

し
て

い
る

が
、

当
該

釣
り

銭
用

の
現

金
は

担
当

リ
ー

ダ
ー

個
人

の
も

の
で

あ
る

。

代
々
、

引
き

継
ぎ

で
同

様
に
経

理
担
当

リ
ー

ダ
ー

が
立

て
替

え
る
形

を
と

っ
て

き
た

と
の

こ
と
で

あ
る
。

現
在

の
こ

の
よ

う
な
状

況
は
正

常
な

姿
で

は
な

く
、

個
人

の
現

金
を

釣
り

銭
用
に

お
い
て

置
く

べ
き

で
は

な
い
。

山
梨
県

財
務
規

則
で

は
下

記
の

通
り

、
つ

り
銭

用
に

収
入

金
の
う

ち
か
ら

必
要

な
現

金
を

留
め

て
置

く
規

定
が
あ

る
こ

と
か

ら
、
当
該

現
金
の

留
め

置
き

制
度

を
利

用
す
べ

き
で

あ
る

。
 

 
山

梨
県
財

務
規

則
 
 

第
4
5
条

の
2 

 
会

計
管

理
者

等
及

び
現

金
収

納
員
は

、
現

金
を

収
納

す
る

場
合
に

お
い

て
、
つ
り

銭
又

は
両
替

金
を



山 

梨 

県 

公 

報 

号 

外

　
　

第
四
十
五
号

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日�

五
九

山
梨

県
富
士

工
業
技
術

セ
ン

タ
ー

 

準
備

す
る

必
要

が
あ

る
と

き
は

、
前
条

第
1
項
の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、
か
い

長
の

定
め

る
金
額

の
範

囲
内

に
お

い
て

、
払

い
込

む
べ

き
収
入

金
の

う
ち

か
ら

必
要

な
現
金

を
留

め
て

置
く

こ
と

が
で
き
る
。
 

 

ⅱ
．

現
金

出
納

簿
に

つ
い

て
（

指
摘

事
項

）
 

現
在

現
金

出
納

簿
を

作
成

し
て

い
る

が
、

収
入

と
支

出
が

記
録

さ
れ

る
だ

け
で

あ
り

、
先

の

釣
り

銭
用

現
金

を
控

除
す

る
等

の
一

定
の

計
算

を
し

な
け

れ
ば

現
金

の
残

高
が

把
握

で
き

な
い

状
況

と
な

っ
て

い
る

。
現

金
の

残
高

を
す

ぐ
に

把
握

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

は
現

金
の

管
理

上
必

要
な

こ
と

で
あ

り
、

現
金

残
高

が
常

に
把

握
で

き
る

よ
う

な
現

金
出

納
簿

を
作

成
す

べ
き

で
あ

る
。
 

 

②
 

図
書

の
管

理
に

つ
い

て
（

指
摘

事
項

）
 

現
在
、
相
当

数
の

図
書

や
J
IS

規
格
、
見

本
帖

を
保

有
し

て
お

り
、
J
IS

規
格

や
見

本
帖
は
一

般
も

申
請

す
れ

ば
閲

覧
で

き
る

よ
う

に
な

っ
て

い
る

。
し

か
し

な
が

ら
、

見
本

帖
の

デ
ジ

タ
ル

ア
ー

カ
イ

ブ
化

は
徐

々
に

薦
め

て
は

い
る

が
、

図
書

に
関

し
て

は
ど

の
本

が
何

冊
あ

る
か

は
把

握
し

て
い

な
い

。
ま

た
、

図
書

受
払
簿

も
消

耗
品

受
払

簿
も

作
成
さ

れ
て

い
な

い
。

2
009

年
度

も
2
0
09

年
度

繊
維

ハ
ン

ド
ブ
ッ

ク
、

非
破

壊
試

験
技

術
総
論

等
の
図

書
が

購
入

さ
れ

て
い

る
よ

う
に

、
毎

年
あ

る
程

度
の

雑
誌

以
外

の
図

書
お

よ
び

見
本

帖
を

購
入

し
て

い
る

。
ま

た
以

下
の

見
本

帖
に

つ
い

て
は

、
備

品
原

簿
の
登

載
価

額
が

誤
っ

て
い

た
。
 

 

見
本

帖
 

正
し

い
金

額
 

備
品

原
簿

登
載

額
 

A
L
L
B
E
RT
O
＆
R
O
Y 

１
９

９
８
（

6
冊
）
 

3
7
8
,
0
00

円
 

2
,
2
6
8
,0
0
0
円
 

A
L
L
B
E
RT
O
＆
R
O
Y 

１
９

９
９
（

6
冊
）
 

3
7
8
,
0
00

円
 

2
,
2
6
8
,0
0
0
円
 

E
L
E
G
A
NC
E
・
１

９
９

９
／

S
S 

3
4
,
6
50

円
 

6
9
,
3
00

円
 

E
L
E
G
A
NC
E
・
１

９
９

９
／

A
W 

3
4
,
6
50

円
 

6
9
,
3
00

円
 

A
L
L
B
E
RT
O
＆
R
O
Y 

１
９

９
９
 

3
8
0
,
0
70

円
 

2
,
3
1
7
,5
0
0
円
 

A
L
L
B
E
RT
O
＆
R
O
Y・

０
１

－
SIL

K
  

3
8
6
,
2
50

円
 

2
,
3
1
7
,5
0
0
円
 

A
L
L
B
E
RT
O
＆
R
O
Y・

Ｗ
－

S
I
LK 

3
8
6
,
2
50

円
 

2
,
3
1
7
,5
0
0
円
 

こ
の

誤
り

は
、

本
来

6
冊

37
8
,
0
00

と
し

て
登

載
す

べ
き
も

の
を
、

そ
れ

ぞ
れ
が

3
7
8,0

0
0

と
登

載
し

て
し

ま
っ

た
た

め
に

生
じ
た

も
の

で
あ

る
。
 

現
時

点
で

は
甲

斐
絹

以
外

の
見

本
帖

は
外

部
の

利
用

は
ほ

と
ん

ど
な

い
と

の
こ

と
で

あ
る

。
利

用
し

た
い

と
い

っ
た

場
合

職
員

立
会

の
も

と
で

利
用

さ
せ

て
い

る
の

み
で

、
利

用
統

計
等

も
作

成
さ

れ
て

い
な

い
。

有
用

な
見

本
が

あ
る

に
も

関
わ

ら
ず

、
現

時
点

で
は

ほ
と

ん
ど

稼
働

し
て

お
ら

ず
、

せ
っ

か
く

の
資

源
が

有
効

に
活

用
で

き
て

い
な

い
。

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

化
す

る
等

利
用

し
や

す
く

し
て

活
用

す
べ

き
で

あ
る
。

 
山

梨
県
で

は
財

務
規

則
第

1
39

条
に

よ
り

、
物

品
を

①
備
品

、
②
消

耗
品

、
③

原
材

料
品

、

④
動

物
、

⑤
生

産
物

、
⑥

占
有

物
品

に
区

分
し

て
お

り
、

図
書

に
限

定
す

れ
ば

、
①

備
品

、
②

消
耗

品
に

分
け

ら
れ

、
以

下
の

規
定
が

置
か

れ
て

い
る

。
 

山
梨

県
富
士

工
業
技
術

セ
ン

タ
ー

 

山
梨

県
財

務
規

則
運

用
通

知
第

1
3
9
条

関
係
 

5
．

図
書

及
び

情
報

記
録

媒
体
に

つ
い
て
 

（
1
）
年

誌
、

年
鑑

等
は

消
耗
品

扱
い
と

す
る

。
 

（
2
）

全
集

、
シ

リ
ー

ズ
も

の
、

分
冊

本
等

は
消

耗
品

扱
い

と
し

、
一

セ
ッ

ト
揃

っ
た

と
き

に
備

品
に

区
分

換
え

す
る

。
 

（
3
)
図

書
館

等
で

閲
覧

又
は

貸
出

し
の

用
に

供
す

る
図

書
（

雑
誌

、
小

冊
子

の
類

は
除

く
。
）

及
び

情

報
記

録
媒

体
並

び
に

資
料

価
値

の
高

い
図

書
そ

の
他

保
存

の
必

要
の

あ
る

図
書

は
備

品
扱

い
と

す
る

。
 

ま
た

、
物

品
取

扱
者

等
の

備
え

る
帳
簿

と
し

て
財

務
規

則
第

2
43

条
に
以

下
の

規
定

を
置
い

て
い

る
。
 

山
梨

県
財

務
規

則
 
 

第
2
4
3
条
 

 
物

品
取

扱
者

又
は

物
品

取
扱

補
助
者

は
必

要
に

応
じ

、
次

に
掲
げ

る
帳

簿
を

備
え

て
、
所

要
の

事
項

を
登

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
1
）
図

書
受

払
簿

（
第

1
65

号
様

式
）
 

（
2
）
消

耗
品

受
払

簿
（

第
16
6
号
様

式
）
 

上
記

の
図

書
受

払
簿

の
登

載
範

囲
と

し
て

は
、

図
書

の
全

て
が

対
象

と
な

る
も

の
の

、
備

品

に
つ

い
て

は
備

品
原

簿
へ

登
載

す
る

た
め

、
図

書
受

払
簿

へ
の

登
載

は
必

要
な

い
。

し
た

が
っ

て
消

耗
品

の
図

書
に

つ
い

て
は

、
図

書
受

払
簿

に
登

載
す

る
か

、
あ

る
い

は
消

耗
品

受
払

簿
に

登
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

し
か

し
、

消
耗

品
に

分
類

さ
れ

る
図

書
の

う
ち

以
下

の
も

の
に

つ
い

て
は

帳
簿

へ
の

登
載

を
省

略
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
第

24
6
条
 
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

は
、

出
納
簿

及
び

受
払

簿
に

登
載

を
省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
（

1）
官
報

、
公

報
、

新
聞
、

雑
誌
、

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

、
ポ

ス
タ
ー

、
法

規
集

の
追

録
等

 

し
た

が
っ

て
、
雑

誌
以

外
の
図

書
お
よ

び
備

品
原

簿
に

登
載

さ
れ
な

い
見

本
帖

に
つ

い
て

は
、

図
書

受
払

簿
を

作
成

す
る

か
、

消
耗
品

受
払

簿
に

登
載

す
べ

き
で
あ

る
。
 

 

③
 

ス
ロ

ー
プ

の
資

産
計

上
に

つ
い

て
（

指
摘

事
項
）
 

平
成

2
2
年

3
月

1
0
日

に
798

,
0
0
0
円
で

玄
関

破
損

箇
所
の

修
繕
と

合
わ

せ
て

、
ス

ロ
ー

プ

を
設

置
し

て
い

る
。

当
該

設
置

工
事

は
玄

関
の

修
繕

費
と

し
て

処
理

さ
れ

て
い

る
。

当
該

ス
ロ

ー
プ

は
元

来
な

か
っ

た
も

の
で

あ
り
、

公
有

財
産

上
資

産
計

上
す
べ

き
で

あ
る

 
 

④
 

備
品

の
管

理
に

つ
い

て
（

指
摘

事
項

）
 

備
品

の
管

理
に

関
し

て
以

下
の

問
題
点

が
発

見
さ

れ
た

。
 

ⅰ
．

備
品

シ
ー

ル
が

貼
付

さ
れ

て
い
な

か
っ

た
も

の
が

次
の

通
り
あ

っ
た

。
 

備
品

の
棚

卸
し

を
適

切
に

行
う

た
め

に
は

備
品

シ
ー

ル
を

貼
付

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
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山
梨

県
富
士

工
業
技
術

セ
ン

タ
ー

 

し
た

が
っ

て
、

備
品

シ
ー

ル
が

貼
付

さ
れ

て
い

な
い

も
の

に
つ

い
て

は
備

品
シ

ー
ル

を
貼

付
す

べ
き

で
あ

る
。

 
 

物
品

番
号
 

品
名

・
規

格
品

質
 

取
得

年
月

日
 
取

得
事
由
 

取
得

価
額
 

（
評

価
額

）
 

使
用

場
所
 

4
0
0
1
9
63 

応
接

用
机
 

不
明
 

購
入
 

不
明
 

試
験

棟
 

0
4
0
0
2
12
6 

作
業

台
・

木
製
 

不
明
 

受
入
 

０
円
 

開
放

試
験

室
（

三
次

元
）
 

0
4
0
0
2
09
5 

作
業

台
・

木
製
 

不
明
 

受
入
 

０
円
 

機
織

第
二

試
験

室
 

0
4
0
0
2
09
6 

作
業

台
・

木
製
 

不
明
 

受
入
 

０
円
 

機
織

第
二

試
験

室
 

0
4
0
0
2
12
8 

作
業

台
・

木
製
 

不
明
 

受
入
 

０
円
 

染
色

試
験

室
 

0
4
0
0
2
12
9 

作
業

台
・

木
製
 

不
明
 

受
入
 

０
円
 

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

室
 

0
4
0
0
2
14
4 

作
業

台
・
ス
チ

ー
ル
 
不

明
 

受
入
 

０
円
 

工
作

室
 

 
ⅱ

．
備
品

原
簿

に
記

載
さ

れ
て

は
い
な

い
が

、
現

物
が

あ
っ

た
も
の

が
次

の
通

り
あ

っ
た

。
 

備
品

の
管

理
上

、
備

品
原

簿
に

登
載
し

て
管

理
を

行
う

べ
き

で
あ
る

。
 

 
メ

ー
カ
ー
 

 
理

由
 

N
E
C 

P
C
-
9
8
RX 

シ
ス

テ
ム

の
本

体
は

廃
棄

し
た

も
の
の

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

用
の

P
C
9
8は

企
業

か
ら

の
貸

与
要

請
も

あ
る

た
め

保
管

 

Ｅ
ｐ

ｓ
ｏ

ｎ
 

3
8
6
G
E 

シ
ス

テ
ム

の
本

体
は

廃
棄

し
た

も
の
の

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

用
の

P
C
9
8は

企
業

か
ら

の
貸

与
要

請
も

あ
る

た
め

保
管

 

岩
崎

通
信
 

ア
ナ

ロ
グ

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
 

 
ⅲ

．
国

の
助

成
で

制
作

し
た

備
品

に
つ

い
て

取
得

原
価

が
登

載
さ

れ
て

い
な

い
も

の
が

次
の

通
り

あ
っ

た
。

 
原

価
計

算
を

行
う

等
適

切
な

取
得

価
額

を
把

握
し

て
、

備
品

原
簿

あ
る

い
は

主
要

備
品

原
簿

に
登

載
す

べ
き

で
あ

る
。

 
 

物
品

番
号
 

品
名

・
規

格
品

質
 

取
得

年
月

日
 

取
得

事
由
 

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
る

お
お

よ
そ

の
所

得
価

額
 

4
0
0
2
0
29  

チ
ー

ズ
用

ビ
ボ

ン
金

型
 

H
1
6
.
4
.1 

受
入
 

1
,
5
0
0
,0
0
0円

程
度
 

4
0
0
2
0
93 

塩
縮

加
工

シ
ス

テ
ム

・
伸

縮
チ

ー
ズ

式
加

工
装

置
、

乾
燥

装
置

 

H
1
6
.
4
.1 

受
入
 

1
3
,
0
0
0,
0
0
0円

程
度
 

4
0
0
2
0
94 

伸
縮

チ
ー

ズ
ワ

イ
ン

ダ
ー

装
置

 
H
1
6
.
4
.1 

受
入
 

3
,
5
0
0
,0
0
0円

程
度
 

 

山
梨

県
富
士

工
業
技
術

セ
ン

タ
ー

 

（
５

）
そ

の
他
 

①
 

試
験

分
析

手
数

料
及

び
設

備
使

用
料

の
算

出
に
つ

い
て

（
意

見
）
 

 
山

梨
県

富
士

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

で
は

、
「

山
梨

県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
諸

収
入

条
例

」
に

基
づ

き
、

使
用

料
及

び
手

数
料

（
以

下
、

「
使

用
料

等
」

と
い

う
。

）
を

徴
収

し
、

試
験

分
析

や
設

備
の

使
用

許
可

を
行

っ
て

い
る

。
当

該
使

用
料

等
の

う
ち

、
試

験
分

析
に

係
る

手
数

料
は

、
山

梨
県

収
入

証
紙

条
例

に
基

づ
き

、
収

入
証

紙
に

よ
り

納
め

ら
れ

、
設

備
の

使
用

料
は

窓
口

の
現

金
収

入
、

若
し

く
は

納
入

告
知

書
に

よ
り

納
め

ら
れ
て

い
る

。
 

 使
用

料
等

に
つ

い
て

は
、

「
山

梨
県

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

諸
収

入
条

例
」

に
お

い
て

定
め

ら
れ

た
金

額
に

基
づ

き
徴

収
さ

れ
て

い
る

。
当

該
金

額
は

、
試

験
に

要
す

る
コ

ス
ト

を
回

収
で

き
る

よ
う

、
基

本
的
に

以
下

の
計

算
式

に
基

づ
き
積

算
さ

れ
て

い
る

。
 

 手
数

料
＝

J＋
K
＋
L
＋

M＋
N＋

P
＋

消
費

税
等

相
当

額
 

 各
定

数
の

定
義

は
以

下
の

と
お

り
で
あ

る
。
 

J
＝

所
要

時
間

あ
た

り
の

県
職
員

全
体
の

平
均

給
与

；
（

人
件

費
）
 

K
＝

（
取

得
価

格
－

残
存

価
格

）
/
（

耐
用

年
数

×
稼

働
日

数
×

8
時

間
）

；
（

1
時

間
当

た
り

減
価

償
却

費
）
 

L
,
M
,
N＝

電
気

代
、

ガ
ス

代
、
水

道
代
 

P
＝

消
耗

品
費
 

 上
記

計
算

式
に

基
づ

き
計

算
さ

れ
た

使
用

料
等

は
、

た
と

え
ば

直
近

で
機

器
購

入
さ

れ
た

ス
ナ

ッ
グ

試
験

手
数

料
で

は
、

9
0
0
円

と
さ

れ
て

い
る

。
主

な
内

訳
は

、
人

件
費

が
約

68
0
円

、
減

価
償

却
費

が
約

1
80
円
、

消
費

税
が

約
40円

で
あ
る

。
 

人
件

費
に

つ
い

て
は
、

人
件
費

単
価
6
8
円
/
分
、

見
積

所
要
時

間
1
0分

で
計

算
さ

れ
て

お
り

、
減

価
償

却
費
に

つ
い

て
は
、

取
得
価

格
2
,0
7
9
,0
0
0円

、
耐

用
年
数

5
年
、

稼
働

日
数

2
58
日
で
計

算
さ
れ

て
い

る
。
 

 な
お

、
一

度
計

算
さ

れ
た

使
用

料
等

は
、

物
価

上
昇

等
を

勘
案

し
、

見
直

し
が

さ
れ

る
場

合
が

あ
る

が
、
最

近
で

は
改

訂
さ

れ
て

い
な
い

と
の

こ
と

で
あ

る
。

 
 ま

ず
、

時
間

当
た

り
減

価
償

却
費

で
あ

る
が

、
現

在
、

税
法

上
の

法
定

耐
用

年
数

の
期

間
、

フ
ル

稼
働

し
た

場
合

を
前

提
に

計
算

さ
れ
て

い
る
。

し
か

し
な
が

ら
、

平
成

2
2年

4
月
1
日
か
ら

8
月

31
日
ま

で
の

間
に

ス
ナ

ッ
グ

試
験

は
3件

の
実
績

し
か

発
生

し
て

い
な

い
。

こ
れ

は
、

他
の

試
験
機

器
も
同

様
の

状
況
で

あ
る

。
 

フ
ル

稼
働

が
想

定
さ

れ
な

い
こ

と
、

そ
の

一
方

で
、

通
常

、
セ

ン
タ

ー
の

試
験

機
器

が
法

定
耐

用
年

数
以

上
の

期
間

に
わ

た
り

利
用

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

考
慮

す
る

と
、

機
器

の
総

利
用

時
間

を
見

積
も

っ
た
う

え
で

時
間

当
た

り
減

価
償
却

費
を

計
算

す
る

こ
と

が
望
ま

れ
る

。
 

 ま
た
、

人
件

費
が

1
0分

相
当
分

し
か
積

算
さ

れ
て

い
な

い
に

も
関
わ

ら
ず
、

減
価

償
却
費

が
1時

間
相

当
分

積
算

さ
れ

て
お

り
、

当
該

矛
盾

も
解

消
す

る
必

要
が

あ
る

と
考

え
る

。
な

お
、

ス
ナ

ッ
グ

試
験

に
要

す
る

時
間

は
、

試
験

前
の

前
処

理
等

を
含

め
る

と
実

質
的

に
1
0
分

程
度

で
あ

る
と

の
こ

と
で

あ
る

。
 

 な
お

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

の
検

索
機

能
を

用
い

て
、

他
の

都
道

府
県

立
試

験
研

究
機

関
に

お
け

る
ス

ナ
ッ

グ
試

験
に

係
る

手
数

料
を

検
索

し
た

結
果

は
下

表
の

と
お

り
で

あ
る

。
山

梨
県

富
士

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

の
ス

ナ
ッ

グ
試

験
に

係
る

手
数

料
が

飛
び

ぬ
け

て
安

い
と

い
う

わ
け

で
は

な
い

が
、

近
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隣
県

の
手

数
料

と
比

較
し

な
が

ら
定
期

的
に

手
数

料
を

見
直

す
こ
と

も
望

ま
れ

る
。
 

＜
ス

ナ
ッ

グ
試

験
手

数
料

＞
 

試
験

研
究

機
関

 
手

数
料

 

新
潟

県
工

業
技

術
総

合
研

究
所

 
3
,
4
70

円
 

東
京

都
立

産
業

技
術

研
究

所
 

1
,
8
00

円
 

大
阪

府
立

産
業

技
術

総
合

研
究

所
 

1
,
1
00

円
 

三
河

繊
維

技
術

セ
ン

タ
ー

 
1
,
0
00

円
 

（
出

典
：

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

お
い
て

監
査

人
調

査
）
 

 

②
収

入
証

紙
の

消
印

の
確
認

に
つ

い
て

（
意

見
）
 

 
試

験
分

析
に

係
る

使
用

料
等

は
、

山
梨

県
収

入
証

紙
条

例
に

基
づ

き
、

収
入

証
紙

に
よ

っ
て

納
め

ら
れ

て
い

る
。
 

試
験

依
頼

を
行

う
企

業
は

、
収

入
証
紙

を
裏

に
貼

付
し

た
「

依
頼
書

」
を
セ

ン
タ

ー
に

提
出

す
る
。

「
依

頼
書

」
は

、
セ

ン
タ

ー
の

研
究

員
か

ら
総

務
に

回
付

さ
れ

、
総

務
に

お
い

て
収

入
証

紙
の

消
印

が
行

わ
れ

る
。

ま
た

、
消

印
と

同
時

に
、

収
入

証
紙

の
金

額
（

テ
ス

ト
件

数
）

の
財

務
シ

ス
テ

ム
へ

の
入

力
が

行
わ

れ
る

。
消

印
後

、
「

依
頼

書
」

の
表

紙
の

写
し

が
研

究
員

に
戻

さ
れ

、
試

験
結

果
を

企
業

に
提

出
す

る
た

め
の

決
裁

の
際
の

添
付

資
料

と
し

て
保

管
さ
れ

る
。
 

財
務

シ
ス

テ
ム

に
入

力
さ

れ
た

収
入

証
紙

に
関

す
る

情
報

は
、

「
収

入
証

紙
消

印
実

績
調

」
と

し
て

出
力

さ
れ

、
消

印
さ

れ
た

収
入

証
紙

の
金

額
等

と
一

致
し

て
い

る
か

ど
う

か
が

定
例

監
査

の
対

象
と

な
っ
て

い
る

。
 

 消
印

さ
れ

た
収

入
証

紙
の

金
額

に
関

す
る

財
務

シ
ス

テ
ム

へ
の

入
力

の
正

確
性

に
つ

い
て

は
、

セ
ン

タ
ー
内

の
内

部
チ

ェ
ッ

ク
や

、
定
例

監
査

に
よ

っ
て

担
保

さ
れ
て

い
る

と
言

え
る

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
収

入
証

紙
に

関
し

て
は

、
回

付
さ

れ
た

収
入

証
紙

に
つ

い
て

、
総

務
で

あ
え

て
消

印
せ
ず

、
流

用
し

て
し

ま
う

と
い
う

不
正

も
考

え
ら

れ
る

。
 

 こ
の

点
に

つ
い

て
、

繊
維

部
で

は
、

独
自

に
集

計
し

た
毎

月
の

試
験

実
施

件
数

と
、

財
務

シ
ス

テ
ム

上
に

登
録

さ
れ

た
テ

ス
ト

件
数

と
の

整
合

性
を

確
認

し
て

い
る

。
し

か
し

な
が

ら
、

機
械

電
子

部
に

お
い
て

は
同

様
の

手
続

は
実

施
さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
機

械
電

子
部

の
現

在
の

手
続

は
、

収
入

証
紙

の
流

用
と

い
う

不
正

の
余

地
を

残
す

も
の

で
あ

る
。

早
急

に
改

善
す

る
こ

と
が

望
ま

れ
る
。
 

な
お

、
担

当
者

よ
り

、
今

後
は

「
依

頼
書

」
の

表
紙

の
写

し
を

総
務

か
ら

研
究

員
に

戻
す

際
に

、
消

印
済

の
収

入
証

紙
を

確
認

で
き

る
裏

面
の

写
し

も
併

せ
て

戻
す

こ
と

を
徹

底
す

る
旨

の
コ

メ
ン

ト
を

得
て
い

る
。
 

 

③
運

営
協

議
会

の
開

催
回
数

に
つ

い
て

（
意

見
）
 

 
山

梨
県
富

士
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
で
は
、
「

山
梨

県
富

士
工
業

技
術
セ

ン
タ

ー
運

営
協

議
会

要
綱
」

に
基

づ
き

、
山

梨
県

の
繊

維
関

連
、

機
械

電
子

関
連

の
組

合
理

事
長

等
か

ら
構

成
さ

れ
る

運
営

協
議

会
を

開
催

す
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

。
運

営
協

議
会

で
協

議
さ

れ
る

事
項

は
、

山
梨

県
富

士
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー
の

前
年

度
業

務
報

告
、
当

年
度

業
務

計
画

、
そ

の
他
の

課
題

提
案

等
で

あ
る

。
 

 「
山

梨
県

富
士

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

運
営

協
議

会
要

綱
」

第
6
条

第
1
項

に
お

い
て

、
運

営
協

議
会

は
毎

年
2
回
以

上
開

催
さ

れ
る
こ

と
と
な

っ
て

い
る

。
 

山
梨

県
富
士

工
業
技
術

セ
ン

タ
ー

 

し
か

し
な

が
ら
、
平
成

1
9年

度
は

年
に

2回
開
催

さ
れ

て
い
る

も
の
の
、
平
成

2
0年

度
及
び

平
成
2
1

年
度

は
年

に
1
回
し

か
開

催
さ
れ

て
い
な

い
。
 

 

年
に

1回
し
か

開
催

さ
れ

て
い
な

い
理
由

は
、
協
議

会
委

員
が
1
5
名

近
く

の
地

元
企

業
の

社
長

等
か

ら
構

成
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
日

程
調

整
が

困
難

で
あ

る
た

め
と

の
こ

と
で

あ
る

。
し

か
し

な
が

ら
、
要

綱
に

年
に

2回
以
上

開
催

と
定
め

ら
れ

て
い

る
以

上
、
現
状

は
明

ら
か

な
規

定
違
反

の
状
況

に

あ
る

。
 

今
後

は
、

規
定

に
従

い
年

に
2
回

以
上

開
催

す
る

か
、

あ
る

い
は

、
実

態
に

合
わ

せ
、

年
に

1
回
開

催
す

れ
ば

足
り

る
規

定
に

改
正

す
る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。
 



山 

梨 

県 

公 

報 

号 

外

　
　

第
四
十
五
号

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日�

六
二

山
梨

県
富
士
工

業
技
術

セ
ン
タ
ー

 

し
か

し
な

が
ら
、
平
成

1
9年

度
は

年
に

2回
開
催

さ
れ

て
い
る

も
の
の
、
平
成

2
0年

度
及
び

平
成
2
1

年
度

は
年

に
1
回
し

か
開

催
さ
れ

て
い
な

い
。
 

 

年
に

1回
し
か

開
催

さ
れ

て
い
な

い
理
由

は
、
協
議

会
委

員
が
1
5
名

近
く

の
地

元
企

業
の

社
長

等
か

ら
構

成
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
日

程
調

整
が

困
難

で
あ

る
た

め
と

の
こ

と
で

あ
る

。
し

か
し

な
が

ら
、
要

綱
に

年
に

2回
以
上

開
催

と
定
め

ら
れ

て
い

る
以

上
、
現
状

は
明

ら
か

な
規

定
違
反

の
状
況

に

あ
る

。
 

今
後

は
、

規
定

に
従

い
年

に
2
回

以
上

開
催

す
る

か
、

あ
る

い
は

、
実

態
に

合
わ

せ
、

年
に

1
回
開

催
す

れ
ば

足
り

る
規

定
に

改
正

す
る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。
 

水
産

技
術
セ

ン
タ
ー

 

 ６
．
 水

産
技

術
セ

ン
タ
ー
 

（
１

）
試

験
研

究
課

題
 

①
 

試
験

研
究

課
題

の
選

定
に

つ
い

て
（
指

摘
事

項
）

 
 

水
産

技
術

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
試

験
研

究
課

題
（

研
究
テ

ー
マ
）
の

決
定

に
関

す
る
規

程
等
は

制

定
さ

れ
て

い
な

い
。

国
等

の
委

託
事

業
や

総
合

理
工

学
研

究
機

構
と

の
共

同
研

究
テ

ー
マ

(
下

表
の

N
o
.
3
,
5,
7
,
11
)
に
つ

い
て

は
、

1
1月

頃
の

予
算

要
求

時
に
議

論
さ
れ

て
い

る
が
、

そ
の
他

の
テ
ー

マ
に

つ
い

て
は

経
常

予
算

の
範

囲
内

で
、

毎
年

度
当

初
4
月

の
ス

タ
ッ

フ
会

議
に

お
い

て
、

試
験

研
究

等
計

画
書

に
よ

り
、

研
究

テ
ー

マ
が

決
定
さ

れ
る

。
 

平
成

2
1年

4月
の
ス

タ
ッ

フ
会
議

で
示
さ

れ
た

試
験

研
究

課
題

は
下
表

の
と

お
り

で
あ

る
。

し
か

し
、

課
題

の
選

定
結

果
が

明
ら

か
に

さ
れ
て

い
な

い
。
 

 

№
．
 

試
験

研
究

等
計

画
書

に
お

け
る

課
題

名
 

1
 

良
質

な
ア

ユ
種

苗
生

産
を

目
指

し
て

－
山

梨
県

ア
ユ

種
苗

特
性

評
価

試
験

（
新

規
）

 

2
 

バ
イ

テ
ク

魚
の

養
殖

特
性

に
関

す
る

研
究

（
継

続
）

 

3
 

自
然

公
園

内
に

お
け

る
湖

沼
の

水
質

の
向

上
に

関
す

る
研

究
（

総
理

研
共

同
研

究
）（

継
続

）
 

4
 

ヒ
メ

マ
ス

の
卵

質
改

善
に

関
す

る
研

究
（

新
規

）
 

5
 

ビ
ブ

リ
オ

病
・

せ
っ

そ
う

病
・

連
鎖

球
菌

症
不

活
化

ワ
ク

チ
ン

試
験

（
継

続
）

 

6
 

富
士

川
水

系
在

来
イ

ワ
ナ

飼
育

試
験

（
継

続
）

 

7
 

カ
ワ

ウ
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

お
よ

び
食

害
軽

減
に

向
け

た
対

策
の

実
施

（
継

続
）

 

8
 

ア
ユ

の
生

息
場

所
、

生
息

密
度

、
底

質
、

河
川

環
境

（
新

規
）

 

9
 

ワ
カ

サ
ギ

初
期

給
餌

試
験

（
継

続
）

 

1
0 

人
工

湖
の

水
産

利
用

に
関

す
る

調
査

－
Ⅹ

Ⅸ
 

～
琴

川
ダ

ム
貯

水
池

湛
水

2
年

後
の

環
境

と
魚

類
相

～
（

継
続

）
 

1
1 

渓
流

資
源

増
大

技
術

開
発

事
業

（
水

産
庁

委
託

事
業

）
（

継
続

）
 

1
2 

魚
類

に
優

し
い

取
水

堰
（

新
規

）
 

1
3 

ホ
ト

ケ
ド

ジ
ョ

ウ
の

他
魚

種
に

よ
る

捕
食

の
影

響
の

検
討

（
新

規
）

 

1
4 

ホ
ト

ケ
ド

ジ
ョ

ウ
の

繁
殖

状
況

調
査

（
新

規
）

 

1
5 

山
梨

県
内

に
お

け
る

希
少

淡
水

魚
の

生
息

調
査

と
系

統
保

存
（

継
続

）
 

（
出

典
：

平
成

21
年

4
月

実
施

の
ス

タ
ッ

フ
会

議
資

料
）
 

 

 

県
の

試
験

研
究

機
関

と
し

て
の

試
験
研

究
は
、

県
の

施
策
の

推
進
に

あ
た

っ
て

有
用

な
研

究
で
あ
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る
。

し
た
が

っ
て
、
試

験
研

究
課

題
の
決

定
に
当

た
っ

て
は
、

そ
の
選

定
結
果

お
よ

び
選

定
理

由
を

明
ら

か
に

し
て

お
く
必

要
が

あ
る

。
 

具
体

的
に

は
、
課

題
と

し
て
採

用
す
る

か
不

採
用

か
等

の
対

応
結
果

と
そ

の
理

由
を

明
ら

か
に
し
て

お
く

必
要

が
あ

る
。
そ

の
た
め

に
は
、
選

定
基

準
や

対
応
の

類
型
等

を
あ

ら
か

じ
め

定
め

て
お
く

こ
と

が
望

ま
し

い
。
例

え
ば
、
選
定
基

準
と
し

て
は
、
県
の

施
策

体
系

で
の
位

置
付

け
と

整
合

し
て

い
る
か

、

県
民

の
要

望
等

を
把

握
し

て
い

る
か
な

ど
を

踏
ま

え
、
課
題

の
必
要

度
や

優
先

度
、
研
究

に
要
す

る
期

間
や

費
用

対
効

果
を

明
ら

か
に

す
る
こ

と
を

定
め

る
べ

き
で

あ
る
。
対

応
の

類
型

と
し
て

は
、

課
題

と

し
て

対
応

す
る

も
の

や
、
技
術

指
導
や

既
存

の
デ

ー
タ

等
で

対
応
す

る
も

の
な

ど
複

数
定

め
て
お

く
べ

き
で

あ
る

。
 

 な
お

、
上

記
の

平
成

2
1
年

4
月

の
ス

タ
ッ

フ
会

議
で

示
さ

れ
た

試
験

研
究

課
題

に
つ

い
て

の
選

定
結

水
産

技
術
セ

ン
タ
ー

 

果
を

ヒ
ア

リ
ン

グ
し

た
と

こ
ろ

、
以
下

の
状

況
で

あ
っ

た
。

 

 

№
．
 

試
験

研
究

等
計

画
書

に
お

け
る

課
題

名
 

選
定

結
果

と
2
1
年

度
研

究
結

果
報

告
状

況
 

1
 

良
質

な
ア

ユ
種

苗
生

産
を

目
指

し
て

－
山

梨
県

ア
ユ

種
苗

特
性

評
価

試
験

（
新

規
）

 
採

択
 

研
究

報
告
「

同
一

環
境

で
継

代
飼

育
さ

れ
た

2
系

統
の

ア
ユ

の
種

苗
特

性
に

つ
い

て
」

 

2
 

バ
イ

テ
ク

魚
の

養
殖

特
性

に
関

す
る

研
究

（
継

続
）

 
採

択
 

研
究

報
告

な
し

 
（

平
成

22
年

度
研

究
報

告
予

定
）

 

3
 

自
然

公
園

内
に

お
け

る
湖

沼
の

水
質

の
向

上
に

関
す

る
研

究
（

総
理

研
共

同
研

究
）（

継
続

）
 

採
択

 
研

究
報

告
「

セ
キ

シ
ョ

ウ
モ

と
コ

イ
の

関
係

に
つ

い
て

」
 

4
 

ヒ
メ

マ
ス

の
卵

質
改

善
に

関
す

る
研

究
（

新
規

）
 

採
択

 
研

究
報

告
「

電
照

に
よ

る
ヒ

メ
マ

ス
の

卵
質

改
善

に
つ

い
て

」
 

研
究

報
告

｢
カ

テ
キ

ン
に

よ
る

卵
膜

軟
化

症
対

策
に

つ
い

て
」

 

5
 

ビ
ブ

リ
オ

病
・
せ

っ
そ

う
病
・
連

鎖
球

菌
症

不
活

化
ワ

ク
チ

ン
試

験
（

継
続

）
 

採
択

 
6
月

の
部

会
に

て
、

研
究

中
止

を
決

定
。

 

6
 

富
士

川
水

系
在

来
イ

ワ
ナ

飼
育

試
験

（
継

続
）

 
採

択
 

短
報

「
在

来
イ

ワ
ナ

種
苗

生
産

試
験

Ⅳ
」

 

7
 

カ
ワ

ウ
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

お
よ

び
食

害
軽

減
に

向
け

た
対

策
の

実
施

（
継

続
）

 
採

択
 

研
究

報
告
「

魚
類

食
害

軽
減

の
た

め
の

繁
殖

抑
制

に
よ

る
カ

ワ
ウ

個
体

群
管

理
」

 

8
 

ア
ユ

の
生

息
場

所
、
生

息
密

度
、
底

質
、
河

川
環

境
（

新
規

）
 

採
択

 
研

究
報

告
「

ア
ユ

の
マ

イ
ク

ロ
ハ

ビ
タ

ッ
ト

 
～

巻
き

あ
が

る
砂

礫
に

注
目

し
て

～
」

 

9
 

ワ
カ

サ
ギ

初
期

給
餌

試
験

（
継

続
）

 
不

採
択
 

技
術

指
導

に
て

対
応

 

1
0 

人
工

湖
の

水
産

利
用

に
関

す
る

調
査

－
Ⅹ

Ⅸ
 

～
琴

川
ダ

ム
貯

水
池

湛
水

2
年

後
の

環
境

と
魚

類
相

～
（

継
続

）
 

採
択

 
研

究
報

告
「

人
工

湖
の

水
産

利
用

に
関

す
る

調
査

－
Ⅹ

Ⅷ
 

～
琴

川
ダ

ム
貯

水
池

に
お

け
る

湛
水

2
年

後
の

環
境

と
魚

類
相

～
」

 

1
1 

渓
流

資
源

増
大

技
術

開
発

事
業
（

水
産

庁
委

託
事

業
）（

継
続

）
 

採
択

 
資

料
「

平
成

2
1
年

度
渓

流
資

源
増

大
技

術
開

発
事

業
」

 

1
2 

魚
類

に
優

し
い

取
水

堰
（

新
規

）
 

採
択

 
6
月

に
研

究
中

止
。

22
年

度
実

施
中

。
 

1
3 

ホ
ト

ケ
ド

ジ
ョ

ウ
の

他
魚

種
に

よ
る

捕
食

の
影

響
の

検
討

（
新

規
）

 
不

採
択
 

 

1
4 

ホ
ト

ケ
ド

ジ
ョ

ウ
の

繁
殖

状
況

調
査

（
新

規
）

 
採

択
 

研
究

報
告
「

水
田

地
帯

に
お

け
る

ホ
ト

ケ
ド

ジ
ョ

ウ
の

繁
殖

生
態

」
 

1
5 

山
梨

県
内

に
お

け
る

希
少

淡
水

魚
の

生
息

調
査

と
系

統
保

存
（

継
続

）
 

採
択

 
研

究
報

告
「

山
梨

県
内

に
お

け
る

希
少

魚
生

息
状

況
調

査
 

～
ホ

ト
ケ

ド
ジ

ョ
ウ

生
息

状
況

調
査

～
」

 

（
出

典
：

平
成

21
年

4
月

実
施

の
ス

タ
ッ

フ
会

議
資

料
を

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

基
づ

き
加

工
）
 

 ま
た
、

平
成

2
1年

度
研

究
報
告

に
記
載

さ
れ

て
い

る
以

下
の

試
験
研

究
課

題
に

つ
い

て
は

、
ス

タ
ッ

フ
会

議
に

お
い

て
議

論
が

な
さ

れ
て
お

ら
ず
、

選
定

過
程
が

不
明
確

で
あ

る
。
た

だ
し
、

平
成

2
0年

度

の
ス

タ
ッ

フ
会

議
に

お
い

て
は

議
論
が

な
さ

れ
て

い
た

。
 

 

№
．
 

平
成

2
1
年

度
研

究
報

告
に

お
け

る
課

題
名

 

1
 

ア
ル

ビ
ノ

ヒ
メ

マ
ス

の
出

現
に

つ
い

て
－

Ⅱ
 

 以
上

の
よ

う
に
、

課
題

の
採
択

・
不

採
択

の
ほ

か
、

研
究
の

中
止
な

ど
も

不
明

確
で

あ
る

。
研

究
の

進
行

管
理

の
観

点
か

ら
も

、
課

題
選
定

の
顛

末
を

明
ら

か
に

し
て
お

く
必

要
が

あ
る

。
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②
 

試
験

研
究

課
題

の
事

前
評

価
に

つ
い

て
（
指

摘
事

項
）

 
 

試
験

研
究

課
題

の
事

前
評

価
に

つ
い

て
、

以
下

の
と

お
り

規
定

さ
れ

て
い

る
（

下
線

は
監

査
人

）
。
 

「
山

梨
県

農
政

部
試

験
研

究
機

関
評
価

実
施

要
領

」
 

第
4
条
 

課
題

評
価

は
試

験
研

究
機

関
で

実
施

す
る

す
べ

て
の

試
験

・
研

究
課

題
を

対
象

と
す

る
。

た
だ

し
、

国

等
に

お
い

て
評

価
が

実
施

さ
れ

る
試
験

・
研

究
課

題
は

、
課

題
評
価

の
対

象
か

ら
除

く
。

 

「
山

梨
県

水
産

技
術

セ
ン

タ
ー

評
価
実

施
細

則
」
 

第
3
条
 

セ
ン

タ
ー

の
長

は
、

次
の

資
料

を
課

題
評

価
委

員
会

開
催

前
に

委
員

に
提

出
し

、
書

面
に

よ
る

評
価

を

依
頼

す
る

。（
以
下

、
略

）
 

第
4
条
 

課
題

評
価

の
実

施
時

期
は

、
次

の
と
お

り
と

す
る

。
 

一
 

事
前

評
価

 
試

験
・
研
究

開
始
の

前
年

度
の

農
業

関
係

試
験
研

究
推

進
会

議
（

9
月
）
開

催
前

に
実

施
す

る
。
 

 し
か

し
、
水

産
技

術
セ

ン
タ

ー
で

は
、
試
験
・
研
究

課
題

の
一
部

し
か
評

価
対

象
と

さ
れ

て
い

な
い
。

ま
た
、

事
前

評
価

の
実

施
時
期

に
つ
い

て
も
、

前
年

度
で
は

な
く
、
当

該
年

度
に

お
い
て

実
施
さ

れ
て

い
る

。
 

 県
の

施
策

推
進

上
、
実

施
す
べ

き
試
験

研
究

課
題

か
否

か
を

明
ら
か

に
す

る
た

め
に
、
全

て
の
試

験

研
究

課
題

に
つ

い
て

事
前

評
価

す
る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

し
た

が
っ

て
、

「
山
梨

県
農
政

部
試

験
研

究
機

関
評

価
実

施
要

領
」

に
規

定
さ

れ
て

い
る

と
お
り

、
全

て
の

試
験

研
究

課
題
に

つ
い
て
、

事

前
評

価
を

実
施

す
べ

き
で

あ
る

。
 

ま
た
、

試
験

研
究

の
実

施
に
あ

た
っ
て

は
、
少

な
か

ら
ず
県

予
算
が

伴
う
。

事
前

評
価
を

前
年
度

の

9
月

ご
ろ

に
実

施
す

る
の

も
、
試

験
研
究

の
費

用
対

効
果

等
を

把
握
す

る
た

め
で

あ
る
。
し

た
が
っ

て
、

「
山

梨
県

水
産

技
術

セ
ン

タ
ー

評
価
実

施
細

則
」
に

規
定
さ

れ
て
い

る
と

お
り
、

前
年
度

に
事
前

評
価

を
実

施
す

べ
き

で
あ

る
。
 

な
お

、
先

に
述

べ
た

が
、

水
産

技
術

セ
ン

タ
ー

で
は

、
毎

年
度

当
初

4
月

の
ス

タ
ッ

フ
会

議
に

お
い

て
、
研

究
テ

ー
マ

が
決

定
さ
れ

る
。

こ
の

よ
う

に
前

年
度
で

は
な
く
、

当
該

年
度

に
お
い

て
決
定

さ
れ

る
要

因
と

し
て

は
、
水

産
技
術

セ
ン
タ

ー
に

お
け

る
試

験
研

究
が
、
経

常
経

費
の

範
囲
内

で
対
応

さ
れ

て
い

る
こ

と
に

あ
る
。

試
験
研

究
は
、
研

究
テ

ー
マ

ご
と
に

予
算
を

見
積

り
、
事

後
的
に

費
用
対

効
果

等
を

検
証

す
べ

き
で

あ
る

か
ら

、
予
算

要
求

方
法

に
つ

い
て

も
検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

 

③
 

試
験

研
究

課
題

の
事

後
評

価
に

つ
い

て
（
指

摘
事

項
）

 
 

試
験

研
究

課
題

の
事

後
評

価
に

つ
い

て
、

以
下

の
と

お
り

規
定

さ
れ

て
い

る
（

下
線

は
監

査
人

）
。
 

「
山

梨
県

農
政

部
試

験
研

究
機

関
評
価

実
施

要
領

」
 

第
4
条
 

課
題

評
価

は
試

験
研

究
機

関
で

実
施

す
る

す
べ

て
の

試
験

・
研

究
課

題
を

対
象

と
す

る
。

た
だ

し
、

国

等
に

お
い

て
評

価
が

実
施

さ
れ

る
試
験

・
研

究
課

題
は

、
課

題
評
価

の
対

象
か

ら
除

く
。

 

水
産

技
術
セ

ン
タ
ー

 

 し
か

し
、
水

産
技

術
セ

ン
タ

ー
で

は
、
試
験
・
研
究

課
題

の
一
部

し
か
評

価
対

象
と

さ
れ

て
い

な
い
。
 

 事
後

評
価

は
、
当

初
予

定
し
て

い
た
研

究
成

果
が

達
成

さ
れ

た
か
否

か
を

検
証

し
、
課
題

や
改
善

方

法
等

に
つ

い
て

明
ら

か
に

し
、
以

後
の

試
験

研
究

に
活

か
す

た
め
に

実
施

さ
れ

る
。
し
た

が
っ
て

、「
山

梨
県

農
政

部
試

験
研

究
機

関
評

価
実
施

要
領
」

に
規

定
さ
れ

て
い
る

と
お

り
、
す

べ
て
の

試
験
研

究
課

題
に

つ
い

て
、

事
後

評
価

を
実

施
し

、
試

験
研

究
の

成
果

を
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

さ
せ

る
べ

き
で

あ
る

。
 

 

④
 

試
験

研
究

課
題

の
追

跡
評

価
に

つ
い

て
（
指

摘
事

項
）

 
 

試
験

研
究

課
題

の
事

後
評

価
に

つ
い
て

、
以

下
の

と
お

り
規

定
さ
れ

て
い

る
。
 

「
山

梨
県

農
政

部
試

験
研

究
機

関
評
価

実
施

要
領

」
 

第
4
条
 

課
題

評
価

は
試

験
研

究
機

関
で

実
施

す
る

す
べ

て
の

試
験

・
研

究
課

題
を

対
象

と
す

る
。

た
だ

し
、

国

等
に

お
い

て
評

価
が

実
施

さ
れ

る
試
験

・
研

究
課

題
は

、
課

題
評
価

の
対

象
か

ら
除

く
。

 

「
山

梨
県

水
産

技
術

セ
ン

タ
ー

評
価
実

施
細

則
」
 

第
4
条
 

課
題

評
価

の
実

施
時

期
は

、
次

の
と
お

り
と

す
る

。
 

四
 

追
跡

評
価

 
評

価
の

実
施

時
期
は

原
則

と
し

て
課

題
終

了
後

3
～
5
年
経

過
時

と
す
る

が
、
必
要

に

応
じ

て
こ

の
期

間
は

短
縮

又
は

延
長
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

 し
か

し
、

水
産

技
術

セ
ン

タ
ー

で
は
、

追
跡

評
価

は
実

施
さ

れ
て
い

な
い

。
 

 追
跡

評
価

は
、
事

後
評

価
か
ら

一
定
期

間
経

過
後

に
お

い
て

、
成

果
の

普
及

状
況

や
活
用

状
況
に

つ

い
て

検
証

し
、

試
験

研
究

の
成

果
を

追
跡

し
、

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
を

よ
り

有
効

に
行

う
も

の
で

あ
る

。

し
た

が
っ

て
、
「

山
梨

県
水
産

技
術
セ

ン
タ

ー
評

価
実

施
細

則
」

に
規

定
さ

れ
て

い
る
と

お
り
、
追

跡

評
価

を
実

施
す

べ
き

で
あ

る
。

な
お

、
追

跡
評

価
の

実
施
時

期
に
つ

い
て

は
、
事

後
評
価

時
に
明

ら
か

に
し

て
お

く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。
 

 

⑤
 

県
の

施
策

体
系

上
の

位
置

づ
け

に
つ

い
て

（
意
見

）
 

 
県

の
施
策

は
、
「

チ
ャ

レ
ン
ジ

山
梨
行

動
計

画
」
を

指
針
と

し
て
推

進
さ

れ
て

い
る
。
ま

た
、

農
政

部
に

お
い

て
は
、

「
や

ま
な
し

農
業
ル

ネ
サ

ン
ス

大
綱
」
を

策
定
し
、

施
策

を
推

進
し
て

い
る
と

こ
ろ

で
あ

る
。
 

そ
の

中
で

、
水

産
の

試
験

研
究

に
関
す

る
施

策
の

記
述

は
下

記
の
と

お
り

で
あ

る
。
 

「
チ

ャ
レ

ン
ジ

山
梨

行
動

計
画

」
 

特
に

記
述

な
し

。
 

「
や

ま
な

し
農

業
ル

ネ
サ

ン
ス

大
綱
」
 

３
 

次
代

に
つ

な
が

る
力

強
い

産
地
づ

く
り
 

（
３

）
特

色
あ

る
産

地
づ

く
り

の
推
進
 



山 

梨 

県 

公 

報 

号 

外

　
　

第
四
十
五
号

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日�

六
四

水
産

技
術
セ

ン
タ
ー

 

⑤
水

産
 

○
内

水
面

漁
業

の
振

興
を

図
る

た
め
、

淡
水

魚
の

増
養

殖
技

術
の
開

発
や

・
・

・
。
 

○
カ

ワ
ウ

に
よ

る
放

流
稚

魚
等

の
食

害
の

軽
減

を
図

る
た

め
、

飛
来

状
況

調
査

や
食

害
防

止
対

策
を

行

う
と

と
も

に
、

効
果

的
な

繁
殖

抑
制
及

び
駆

除
技

術
の

研
究

開
発
を

推
進

し
ま

す
。
 

 「
や

ま
な

し
農

業
ル

ネ
サ

ン
ス

大
綱
」
に

は
、

「
未

来
を
支

え
る
多

様
な

担
い

手
づ

く
り

」
や

「
戦

略
を

重
視

し
た

新
た

な
販

売
ル

ー
ト
づ

く
り
」
な
ど

、
い

ろ
い

ろ
な
施

策
の

方
向

が
示

さ
れ

て
い
る

が
、

水
産

に
関

す
る

も
の

は
、

上
記

の
み
で

あ
る

。
 

こ
の

よ
う

に
、
県

の
施

策
の
中

で
、

水
産

技
術

セ
ン

タ
ー
の

試
験
研

究
機

関
と

し
て

担
う

べ
き
役

割

に
つ

い
て

、
他

の
試

験
研

究
機

関
と
比

較
し

て
、

明
確

に
位

置
付
け

ら
れ

て
い

な
い

。
 

ま
た

、「
農
業

関
係

試
験

研
究
推

進
会
議

設
置

要
領

」
に

よ
る

と
、
試

験
研

究
推

進
構

想
の

策
定
や
、

試
験

研
究

課
題

の
設

定
に

関
す

る
こ
と

な
ど

を
、
農

業
関
係

試
験
研

究
推

進
会

議
で

実
施

す
る
こ

と
と

し
て

い
る
。

水
産

技
術

セ
ン
タ

ー
所
長

も
農

業
関

係
試

験
研

究
推
進

会
議

の
参

画
メ

ン
バ

ー
と
さ

れ
て

い
る

が
、
事

実
上

、
試

験
研
究

課
題
の

設
定

等
は
、

こ
の
会

議
で
は

な
く
、

水
産

技
術
セ

ン
タ
ー

内
で

完
結

し
て

い
る

。
 

 
県

の
施
策

と
し

て
、
水

産
に
関

す
る
試

験
研

究
を

実
施

し
て

い
く
の

で
あ

れ
ば
、

施
策
上

の
位
置

づ

け
を

よ
り

明
ら

か
に

す
べ

き
で

あ
る
。
 

先
に

述
べ

た
と

お
り
、

経
常
経

費
の
範

囲
内

で
試

験
研

究
課

題
を
選

定
し

て
い

る
が
、
施

策
上
の

位

置
づ

け
が

不
明

確
で

あ
る

こ
と

も
一
因

で
あ

る
と

考
え

る
。

 

施
策

の
推

進
主

体
と

し
て

水
産

技
術

セ
ン

タ
ー

が
取

り
組

む
べ

き
事

項
を

明
ら

か
に

す
る

こ
と

で
、

試
験

研
究

課
題

の
設

定
お

よ
び

予
算
の

重
点

化
が

可
能

に
な

る
と
と

も
に
、

課
題

評
価
、

研
究

成
果

の

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
等

も
メ

リ
ハ

リ
を
つ

け
て

実
施

す
る

こ
と

が
で
き

る
も

の
と

考
え

る
。

 

  （
２

）
人

事
制

度
 

①
 

正
規

職
員

の
超

過
勤

務
時

間
に

つ
い

て
 

正
規

職
員

の
超

過
勤

務
時

間
は

、
勤

務
状

況
シ

ス
テ

ム
に

て
管

理
さ

れ
て

い
る

。
超

過
勤

務
を

行

う
職

員
は

、
勤

務
状

況
シ

ス
テ

ム
上

で
超

過
勤

務
時

間
に

つ
い

て
、

セ
ン

タ
ー

次
長

に
事

前
・

事
後

承
認

を
受

け
る

必
要

が
あ

る
。

 

各
月

の
超

過
勤

務
時

間
は
、
勤

務
状
況

シ
ス

テ
ム

上
で

職
員

別
に
集

計
さ

れ
、

CS
V
デ
ー
タ

に
落
と

さ
れ

る
。
当

該
CS
V
デ
ー

タ
を
人

事
給
与

福
利

厚
生

シ
ス

テ
ム

に
取
り

込
む

こ
と

に
よ

り
、

各
職

員
の

超
過

勤
務

時
間

が
給

与
計

算
の

基
礎

デ
ー

タ
に

反
映

さ
れ

る
こ

と
に

な
る

。
人

事
給

与
福

利
厚

生
シ

ス
テ

ム
に

取
り

込
ん

だ
超

過
勤

務
時

間
は

、
「

実
績

手
当

登
録

結
果

確
認

票
」

に
て

、
一

覧
表

の
形

式
で

職
員

ご
と

の
時

間
を

確
認

す
る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

 
 

ⅰ
．

人
事

給
与

福
利

厚
生

シ
ス

テ
ム

へ
の

取
込

確
認
に

つ
い

て
（

意
見

）
 

水
産

技
術

セ
ン

タ
ー

で
は

、
超

過
勤

務
時

間
の

集
計

、
デ

ー
タ

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

、
人

事
給

与
福

利
厚

生
シ
ス

テ
ム

へ
の

取
込

を
総

務
担
当

者
が

実
施

し
て

い
る

。
 

勤
務

状
況

シ
ス

テ
ム

か
ら

出
力

さ
れ
た

C
SV
デ
ー

タ
は

容
易
に

改
ざ
ん

が
可

能
で

あ
る
。
ま

た
、
C
S
V

デ
ー

タ
の

人
事

給
与

福
利

厚
生

シ
ス

テ
ム

へ
の

取
込

の
過

程
で

エ
ラ

ー
が

生
じ

る
可

能
性

も
あ

る
。

そ
の

た
め

、
原

則
と

し
て

、
人

事
給

与
福

利
厚

生
シ

ス
テ

ム
に

取
り

込
ま

れ
た

デ
ー

タ
と

、
勤

務
状

況
シ

ス
テ

ム
の

デ
ー

タ
と

の
整

合
性

に
つ

い
て

、
取

込
担

当
者

以
外

の
第

三
者

に
よ

る
チ

ェ
ッ

ク
が

水
産

技
術
セ

ン
タ
ー

 

必
要

で
あ

る
。
 

 水
産

技
術

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

は
、

平
成

2
2年

度
は

、
出
力

し
た
「
実

績
手

当
登

録
結
果

確
認
票

」
を

次
長

に
回

付
し

、
異

常
な

超
過

勤
務

時
間

が
な

い
か

ど
う

か
に

つ
い

て
確

認
さ

れ
て

い
る

。
し

か
し

な
が

ら
、

人
事

給
与

福
利

厚
生

シ
ス

テ
ム

に
登

録
さ

れ
た

超
過

勤
務

時
間

が
、

勤
務

状
況

シ
ス

テ
ム

に
て

承
認

さ
れ

た
超

過
勤

務
時

間
と

整
合

さ
れ

て
い

る
か

ど
う

か
の

確
認

手
続

は
実

施
さ

れ
て

い
な

い
。
 

ま
た

、
平

成
2
1
年

度
に

お
い

て
は

、
勤

務
状

況
シ

ス
テ

ム
か

ら
出

力
さ

れ
る

「
時

間
外

勤
務

 
所

属
集

計
確

認
」

は
出

力
回

覧
さ

れ
て

い
た

が
、

人
事

給
与

福
利

厚
生

シ
ス

テ
ム

と
の

整
合

性
の

確
認

が
な

さ
れ

て
い

る
証

跡
は

な
か

っ
た
。
 

職
員

の
超

過
勤

務
時

間
に

つ
い

て
、

勤
務

状
況

シ
ス

テ
ム

と
人

事
給

与
福

利
厚

生
シ

ス
テ

ム
と

の
間

で
乖

離
が

生
じ

て
い

た
と

し
て

も
、

乖
離

の
事

実
を

確
認

で
き

る
状

況
に

は
な

い
。

「
実

績
手

当
登

録
結

果
確

認
票

」
が

回
付

さ
れ

る
タ

イ
ミ

ン
グ

で
、

次
長

に
よ

る
勤

務
状

況
シ

ス
テ

ム
と

の
整

合
性

を
チ
ェ

ッ
ク

す
る

必
要

が
あ

る
。
 

な
お
、

2
0
09
年

5月
及
び

1
1月

の
全

職
員

の
超

過
勤

務
時

間
に

つ
い
て
、

「
実

績
手

当
登
録

結
果
確

認
票

」
と

「
時

間
外

勤
務

 
所

属
集

計
確

認
」

と
を

突
合

し
た

と
こ

ろ
、

全
件

整
合

し
て

い
る

こ
と

が
確

か
め

ら
れ

た
。
 

 

ⅱ
．

忍
野

支
所

職
員

の
超

過
勤

務
時

間
の

管
理

に
つ
い

て
（

意
見

）
 

水
産

技
術

セ
ン

タ
ー

は
、

甲
斐

市
に

あ
る

本
所

だ
け

で
は

な
く

、
忍

野
村

に
あ

る
忍

野
支

所
に

も
職

員
が
常

駐
し

て
い

る
。
 

現
在

、
忍

野
支

所
の

職
員

の
超

過
勤

務
時

間
に

つ
い

て
も

、
本

所
に

常
駐

し
て

い
る

セ
ン

タ
ー

次
長

が
承
認

を
行

っ
て

い
る

。
 

超
過

勤
務

時
間

の
管

理
は

、
職

員
を

直
接

管
理

し
て

い
る

上
長

、
す

な
わ

ち
、

超
過

勤
務

の
状

況
を

適
切

に
把

握
す

る
こ

と
の

で
き

る
上

長
が

行
う

の
が

原
則

で
あ

る
。

し
か

し
な

が
ら

、
本

所
と

忍
野

支
所

と
は

距
離

的
に

離
れ

て
い

る
こ

と
も

あ
り

、
セ

ン
タ

ー
次

長
が

忍
野

支
所

を
訪

れ
る

の
は

年
に

数
回
で

あ
る

。
 

そ
の

た
め

、
現

在
、

セ
ン

タ
ー

次
長

が
、

忍
野

職
員

の
超

過
勤

務
時

間
を

適
切

に
管

理
す

る
こ

と
は

実
質

的
に

不
可

能
で

あ
る

と
い

え
る

。
す

な
わ

ち
、

虚
偽

の
超

過
勤

務
時

間
の

報
告

が
行

わ
れ

た
と

し
て
も

、
そ

れ
を

看
過

し
て

し
ま
う

可
能

性
が

非
常

に
高

い
状
況

に
あ

る
。
 

忍
野

支
所

に
は

支
所

長
が

常
駐

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
忍

野
支

所
の

職
員

の
超

過
勤

務
時

間
に

つ
い

て
は

、
支

所
長

が
管

理
す

る
体

制
と

す
る

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

内
規

や
シ

ス
テ

ム
改

修
等

を
理

由
と

し
て

、
上

述
の

体
制

が
採

れ
な

い
場

合
に

は
、

セ
ン

タ
ー

次
長

が
超

過
勤

務
時

間
を

承
認

す
る

際
に

、
都
度

、
支

所
長

に
確

認
す

る
体
制

と
す

る
こ

と
と

し
て

も
よ
い

。
 

  

（
３

）
会

計
 

①
 

生
産

物
売

却
収

入
（

ア
ユ

）
の

売
却

単
価

に
つ
い

て
（

意
見

）
 

水
産

技
術

セ
ン

タ
ー

で
は

ア
ユ

の
稚

魚
を

山
梨

県
漁

業
協

同
組

合
連

合
会

、
山

梨
県

養
殖

漁

業
協

同
組

合
等

を
契

約
当

事
者

と
し

て
県

内
の

漁
業

協
同

組
合

等
に

売
却

し
て

い
る

。
そ

の
際

の
売

却
単

価
は

下
記

の
通

り
売

り
払

い
先

の
使

途
（

放
流

用
と

養
殖

用
）

に
よ

っ
て

異
な

り
、

放
流

用
に

つ
い

て
は

低
額

（
養

殖
用
の
約

60
％
）

で
販

売
し

て
い
る

。
こ

れ
は

放
流

の
場

合
歩

留
ま

り
の

割
合

が
養

殖
用

に
比

べ
て

悪
い

こ
と

、
ま

た
放

流
を

行
っ

て
い

る
漁

業
協

同
組

合
の

採
算

が
悪

い
こ

と
に

よ
る

漁
業

協
同

組
合

の
財

政
補

助
的

な
意

味
合

い
が

あ
る

と
の

こ
と

で
あ

る
。

ア
ユ

の
稚

魚
は

放
流

用
と

養
殖

用
と

で
は

異
な

る
わ

け
で

は
な

く
、

ま
た

そ
の

生
産

コ
ス

ト
や

市
場

価
格

は
変

わ
ら

な
い

こ
と

か
ら

両
者

の
売

却
価

格
を

区
別

す
る

合
理

性
は

な
い

も
の



山 

梨 

県 

公 

報 

号 

外

　
　

第
四
十
五
号

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日�

六
五

水
産

技
術
セ

ン
タ
ー

 

と
思

わ
れ

る
。

売
却

後
の

漁
業

協
同

組
合

に
お

け
る

利
用

が
放

流
か

又
は

養
殖

か
を

正
確

に
追

跡
す

る
こ

と
は

困
難

で
あ

り
、

ま
た

転
売

の
可

能
性

も
全

く
否

定
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

こ
と

か
ら

両
者

の
価

格
は

同
一

と
す

べ
き

で
あ

る
。

県
の

施
策

と
し

て
漁

業
協

同
組

合
を

財
政

的
に

補
助

す
る

こ
と

が
必

要
な

場
合

に
は

、
別

途
の

施
策

に
よ

っ
て

補
助

す
る

方
が

、
透

明
性

が
高

く
、

県
民

に
も

判
り

や
す

い
も

の
と
思

料
さ

れ
る

。
 

 平
成

21
年
度

ア
ユ

売
り

払
い
価

格
 

時
期

 
放

流
用
①

 
養

殖
用
②

 
割

合
①
／

②
(％

〉  
2
～

4
月

 
2,100

円
 

3,490
円

 
60.2 

5
月

上
旬

 
1,950

円
 

3,290
円

 
59.3 

5
月

下
旬

 
1,750

円
 

2,910
円

 
60.1 

6
月

以
降

 
1,450

円
 

2,430
円

 
59.7 

 

②
 

生
産

物
の

売
り

払
い

の
際

の
伝

票
に

つ
い

て
（
意

見
）

 

水
産

技
術

セ
ン

タ
ー

で
は

県
内

の
漁

業
協

同
組

合
等

に
放

流
用

の
た

め
の

鮎
の

稚
魚

を
販

売

し
て

い
る

。
通

常
、

「
売

却
し

た
物

品
は

、
そ

の
代

金
の

納
付

が
な

け
れ

ば
引

き
渡

し
て

は
な

ら
な

い
。
」
（

山
梨

県
財

務
規
則

第
1
66
条

）
と

さ
れ

て
い

る
が

、
生
産

物
は

そ
の

例
外

と
さ

れ
、

代
金

後
払

い
で

も
引

き
渡

せ
る

も
の
と

さ
れ

て
い

る
（
山
梨

県
財
務

規
則

第
1
6
6条

五
）
。

引
渡

し
時

に
取

り
交

わ
さ

れ
る

受
領

書
と

し
て

セ
ン

タ
ー

で
は

独
自

に
「

売
払

伝
票

」
を

作
成

し
、

引
渡

し
時

に
相

手
の

署
名

を
も

ら
っ

た
控

え
を

保
管

し
て

い
る

。
こ

の
一

連
の

生
産

物
の

引
渡

し
の

ル
ー

ル
に

つ
い

て
規

定
、

マ
ニ
ュ

ア
ル

等
は

な
い

と
の

こ
と
で

あ
る

。
 

「
売

払
伝

票
」

に
は

連
番

管
理

用
の

整
理

№
欄

が
あ

る
が

現
在

は
そ

の
欄

は
空

欄
で

使
用

さ
れ

て
お

り
、

必
要

で
あ

れ
ば

そ
の

雛
形

、
連

番
管

理
を

含
め

た
引

渡
し

の
ル

ー
ル

を
検

討
し

規
定

化
す

べ
き

と
考

え
る

。
 

  

（
４

）
物

品
・

固
定

資
産

管
理

 

①
 

毒
薬

、
劇

薬
の

管
理

に
つ

い
て

（
指

摘
事

項
）
 

毒
薬

（
シ

ア
ン

化
カ

リ
ウ

ム
、

フ
ェ

リ
シ

ア
ン

化
カ

リ
ウ

ム
）

に
つ

い
て

は
金

庫
の

中
に

保

管
さ

れ
て

お
り

施
錠

さ
れ

て
い

た
。

た
だ

し
鍵

は
他

の
鍵

と
同

じ
棚

に
つ

る
し

て
あ

り
（

誰
で

も
使

用
で

き
る

状
態

）
、

最
終

使
用

時
残

重
量

の
記

録
が

あ
る

も
の

の
、

受
払

記
録

は
な

い
状

態
で

あ
っ

た
。

ま
た

劇
薬

（
ホ

ル
マ

リ
ン

、
塩

素
等

）
に

つ
い

て
は

施
錠

で
き

る
棚

で
は

あ
っ

た
が

視
察

時
は

一
部

の
棚

し
か

施
錠
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
。

ま
た
受

払
記

録
も

な
か

っ
た

。
 

毒
物

及
び

劇
物

取
締

法
に

基
づ

い
た

取
扱

い
要

領
を

作
成

し
、

盗
難

、
紛

失
、

そ
の

他
の

事
故

の
未

然
防

止
に

努
め

る
べ

き
で

あ
る
。
 

水
産

技
術
セ

ン
タ
ー

 

 

②
 
固

定
資

産
の

管
理

に
つ
い

て
（

指
摘

事
項

）
 

 
備

品
原

簿
よ

り
サ

ン
プ

リ
ン

グ
し

た
物

を
実

査
し

た
と

こ
ろ

、
次

の
よ

う
な

状
況

の
も

の
が

あ
っ

た
。
 

 

 
番

号
 

品
名
 

取
得

日
 

取
得

価
額
 

摘
要
 

1
 
9
8
0
0
2
04
1 

給
餌

用
機

器
 

(
ワ

ム
シ

ア
ル

テ

ミ
ア

カ
ウ

ン
タ

ー
) 

平
成

1
1
年

3
月

30
日
 

7
,
9
8
0
,0
0
0
円
 

平
成

1
6
年

頃
故

障
し

現
在

ま
で

不
使

用
（

使
用

見
込

み
も

無
し

）
。
机

と
モ

ニ
タ

ー
部

品
に

つ
い

て
は

取
り

外
し

て
忍

野
支

所
で

使
用

し
て

い
た

と
の

こ
と

。
 

2
 
7
2
3
0
0
14
6 

万
能

投
影

機
 

ニ
コ

ン
６

Ｃ
 

昭
和

4
7
年
 

1
0
月

7
日
 

3
5
7
,
0
00

円
 

平
成

1
5
年

に
故

障
の

た
め

代
替

機
を

7
月

11
日
に

購
入

。
以

降
稼
動

無
。
 

3
 
7
7
3
0
0
04
7 

ク
リ

オ
ス

タ
ッ
ト

 

(
I
W
A
S
HI
Y
A 

K 

S
A
W
A
D
A) 

昭
和

5
3
年
 

3
月

7
日
 

8
6
0
,
0
00

円
 

使
用

可
能

な
る

も
、

空
調

設
備

充
実

の
関

係
で

不
用

と
な

り
少

な
く

と
も

1
0
年
以

上
稼

動
無

。
 

 

上
記

は
一

部
サ

ン
プ

リ
ン

グ
し

た
も

の
の

中
に

あ
っ

た
も

の
で

あ
り

、
セ

ン
タ

ー
で

は
毎

期

実
地

棚
卸

を
行

い
全

件
調

査
し

た
後

、
山

梨
県

財
務

規
則

に
基

づ
き

下
記

の
通

り
処

理
す

べ
き

で
あ

る
。
 

  山
梨

県
財

務
規

則
 

第
1
6
4条

（
不

用
品

の
処

分
）
 

使
用

の
必

要
の

な
い

物
品

又
は

破
損

し
た

物
品

で
、

保
管

転
換

又
は

修
繕

に
よ

り
活

用
の

方
法

を
見

出
す

こ
と

が
で

き
な

い
も

の
が

あ
る

と
き

は
、

不
用

の
決

定
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

2
 
2
前
項

の
規

定
に
よ

り
不
用

の
決

定
を

し
た

物
品
は

、
不

用
品

売
却

調
書

(
第

百
五

号
様

式
)に

よ

り
売

却
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た
だ

し
、
売
却

す
る

こ
と

が
不
利

又
は

不
適

当
で

あ
る

と
認
め
た

も
の

及
び

売
却

す
る

こ
と

が
で

き
な
い

も
の

は
、
物

品
棄
却

調
書
(
第

百
六

号
様

式
)に

よ
り
棄

却

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

  

③
 

生
産

業
務

（
ア

ユ
、

ニ
ジ

マ
ス

）
に

お
け

る
受
払

管
理

に
つ

い
て

（
意

見
）
 

水
産

技
術

セ
ン

タ
ー

で
は

ア
ユ

の
稚

魚
、

ニ
ジ

マ
ス

の
稚

魚
・

発
眼

卵
等

を
生

産
物

と
し

て

売
り

払
い

の
対

象
と

し
て

い
る

。
ア

ユ
や

ニ
ジ

マ
ス

に
つ

い
て

生
産

業
務

の
管

理
の

た
め

に
給

餌
台

帳
、

ア
ユ

の
選

別
台

帳
等

を
設

け
、

ま
た

池
別

、
系

統
別

の
在

庫
表

を
作

成
し

て
い

る
。



山 

梨 

県 

公 

報 

号 

外

　
　

第
四
十
五
号

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日�

六
六

水
産

技
術
セ
ン

タ
ー

 

し
か

し
、

こ
れ

ら
在

庫
ベ

ー
ス

で
の

管
理

は
行

わ
れ

て
い

る
が

、
生

産
物

と
し

て
生

産
物

出
納

簿
に

登
載

さ
れ

た
も

の
以

外
の

受
払

管
理

は
行

わ
れ

て
い

な
い

。
こ

の
生

産
物

と
し

て
認

識
さ

れ
る

の
は

山
梨

県
「
物

品
管
理
・
調

達
事

務
ガ

イ
ド

ブ
ッ
ク

 
第

9
章

5．
生
産

物
（

3）
生

産
物

と
し

て
引

き
渡

す
時

期
の

基
準

」
の

別
表

に
お

い
て

魚
介
類

は
売
り

払
う

と
き

と
さ

れ
て

い
る
。

し
た

が
っ

て
、
売

り
払

わ
れ
る

以
前
は

い
わ

ゆ
る

生
産

物
と

し
て
の

管
理

は
行

わ
れ

て
い

な
い
。

当
セ

ン
タ

ー
で

は
県

内
水

産
業

の
発

展
に

寄
与

す
る

た
め

、
試

験
研

究
の

み
な

ら
ず

魚
苗

の
生

産
及

び
供

給
も

そ
の

事
業

目
的

と
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

販
売

対
象

と
し

て
生

産
物

出
納

簿
に

登
載

さ
れ

た
も

の
の

み
な

ら
ず

、
経

済
価

値
を

有
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

試
験

研
究

用
や

採
卵

親
魚

用
の

生
産

物
を

加
え

た
生

産
業

務
全

般
の

管
理

の
た

め
の

管
理

台
帳

を
設

け
受

払
管

理
を

行
う

べ
き

で
あ

る
。

 
 

総
合

農
業
技

術
セ
ン
タ

ー
 

 

７
．
 総

合
農

業
技

術
セ
ン

タ
ー
 

（
１

）
試

験
研

究
課

題
 

総
合

農
業

技
術

セ
ン

タ
ー

で
は

、
試

験
研

究
部

門
と

専
門
指

導
ス
タ

ッ
フ
、

農
業

技
術
普

及
部
、
調

査
部

が
密

接
な

連
携

を
図

り
な

が
ら
、
作

物
、

野
菜

、
花
き

等
に
関

す
る

生
産

性
向

上
や

持
続
可

能
な

農
業

生
産

に
寄

与
す

る
農

業
技

術
の
開

発
を

目
指

て
試

験
研

究
に
取

り
組

ん
で

い
る
。
ま

た
、

恒
常

的

業
務

と
し

て
、
水

稲
、

大
豆
の

原
種
生

産
や

肥
料

取
締

法
及

び
飼
料

安
全

法
に

基
づ

き
肥

料
、

飼
料

の

分
析

検
査

を
行

っ
て

い
る

。
 

 

①
 

試
験

研
究

課
題

の
評

価
対

象
と

な
る

研
究

課
題
の

管
理

に
つ

い
て

（
指

摘
事
項

）
 

調
査

・
研

究
が

終
了

し
た

研
究

テ
ー

マ
に

つ
い

て
は

、
そ

の
後

の
課

題
評

価
委

員
会

に
お

い
て

、

漏
れ

な
く

事
後

評
価

を
受

け
る

の
が
原

則
で

あ
る

。
 

し
か

し
な

が
ら
、

平
成

2
0年

度
に

完
了

し
た
「

秋
咲

き
エ
リ

カ
安
定

生
産

技
術

の
確

立
」

研
究

に

つ
い

て
は
、
往
査

日
時

点
に
お

い
て
、
課

題
評

価
委

員
会
に

よ
る
事

後
評

価
を

受
け

て
い

な
か
っ

た
。

な
お

、
平

成
2
1
年

度
に

お
け

る
課

題
評

価
委

員
会

は
、

平
成

2
1
年

9
月

9
日

と
平

成
2
2
年

1
月

2
0
日

に

開
催

さ
れ

て
い

る
。
 

平
成

2
1
年

3
月

2
3
日

に
作

成
さ

れ
た

「
平

成
2
1
年

度
 

試
験

研
究

予
定

課
題

」
に

お
い

て
、

当
該

研
究

は
、
平

成
20
年
度

に
完
了

し
た
扱

い
と

な
っ

て
い

る
。

そ
の

た
め

、
平

成
21
年

9月
9
日

開
催

の

課
題

評
価

委
員

会
に

お
い

て
、

事
後

評
価

の
対

象
か

ら
漏

れ
て

し
ま

っ
た

の
は

、
研

究
者

の
失

念
、

及
び

事
務

局
の

確
認

作
業

の
怠

り
が
原

因
で

あ
る

と
考

え
ら

れ
る
。
 

各
試

験
研

究
課

題
の

期
間

は
明

確
に
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

か
ら
、
今

後
は

、
事

務
局
に

お
い
て

同
様

の
漏

れ
が

な
い

か
の

確
認

作
業
を

行
う

と
と

も
に
、
研

究
者
自

身
に

お
い

て
も

事
後

評
価
を
受

け
る

必
要

が
あ

る
こ

と
を

強
く

認
識
す

る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。
 

＜
課

題
評

価
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
１

１
．

そ
の

他
の
意

見
、

参
考

資
料

、
（

２
）
試

験
研
究

課
題

の
評
価

に
つ

い
て

（
参

考
資

料
）
」

を
参

照
＞
 

 

（
２

）
人

事
制

度
 

①
 

日
々

雇
用

臨
時

職
員

の
出

退
勤

管
理

に
つ

い
て
（

意
見

）
 

総
合

農
業

技
術

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
日

々
雇

用
臨

時
職

員
に

つ
い

て
は

、
月

ご
と

の
作

業
予

定
表

に
よ

り
雇

用
計

画
書

を
作

成
し

各
人

に
出

勤
を

要
請

し
て

い
る

。
そ

の
出

勤
状

況
を

示
す

帳
票

と
し

て

「
臨

時
職

員
出

勤
簿

」
が

あ
る

が
、

こ
れ

に
は

、
当

月
の

出
勤

者
の

氏
名

が
記

載
さ

れ
て

お
り

、
出

勤

の
さ

い
日

付
の

欄
に

丸
印

を
記

入
し

て
い

る
。

こ
の

帳
票

は
各

部
長

が
管

理
し

て
お

り
、

支
給

時
の

出

勤
日

数
の

確
認

に
も

使
用

さ
れ

て
い
る

。
 

し
か

し
、

総
合

農
業

技
術

セ
ン

タ
ー

内
に

、
日

々
雇

用
臨

時
職

員
の

作
成

に
よ

る
作

業
日

報
や

本
人

の
署

名
等

の
書

類
も

な
く

、「
臨

時
職
員

出
勤

簿
」
だ

け
で
は

勤
務
実

態
を

証
明

す
る

に
は

資
料
が

不
足

し
て

い
る

と
い

え
る

。
こ

の
こ

と
は

、
内

部
で

齟
齬

が
生

じ
た

と
し

て
も

突
合

す
る

書
類

が
な

い
た

め

そ
の

正
否

を
検

証
す

る
こ

と
が

難
し

く
、

結
果

と
し

て
、

例
え

ば
勤

務
実

態
が

な
く

て
も

賃
金

の
支

払

が
さ

れ
て

し
ま

う
恐

れ
が

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
対

外
的

な
信

頼
性

か
ら

も
、

出
勤

簿
と

突
合

で
き

る

よ
う

に
日

々
の

勤
務

状
況

を
示

す
雇

用
臨

時
職

員
直

筆
の

書
類

を
作

成
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

と
思

わ

れ
る

。
 

水
産

技
術
セ

ン
タ
ー

 

し
か

し
、

こ
れ

ら
在

庫
ベ

ー
ス

で
の

管
理

は
行

わ
れ

て
い

る
が

、
生

産
物

と
し

て
生

産
物

出
納

簿
に

登
載

さ
れ

た
も

の
以

外
の

受
払

管
理

は
行

わ
れ

て
い

な
い

。
こ

の
生

産
物

と
し

て
認

識
さ

れ
る

の
は

山
梨

県
「
物

品
管
理
・
調

達
事

務
ガ

イ
ド

ブ
ッ
ク

 
第

9
章

5．
生
産

物
（

3）
生

産
物

と
し

て
引

き
渡

す
時

期
の

基
準

」
の

別
表

に
お

い
て

魚
介
類

は
売
り

払
う

と
き

と
さ

れ
て

い
る
。

し
た

が
っ

て
、
売

り
払

わ
れ
る

以
前
は

い
わ

ゆ
る

生
産

物
と

し
て
の

管
理

は
行

わ
れ

て
い

な
い
。

当
セ

ン
タ

ー
で

は
県

内
水

産
業

の
発

展
に

寄
与

す
る

た
め

、
試

験
研

究
の

み
な

ら
ず

魚
苗

の
生

産
及

び
供

給
も

そ
の

事
業

目
的

と
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

販
売

対
象

と
し

て
生

産
物

出
納

簿
に

登
載

さ
れ

た
も

の
の

み
な

ら
ず

、
経

済
価

値
を

有
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

試
験

研
究

用
や

採
卵

親
魚

用
の

生
産

物
を

加
え

た
生

産
業

務
全

般
の

管
理

の
た

め
の

管
理

台
帳

を
設

け
受

払
管

理
を

行
う

べ
き

で
あ

る
。

 
 



山 

梨 

県 

公 

報 

号 

外

　
　

第
四
十
五
号

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日�

六
七

総
合

農
業
技

術
セ
ン
タ

ー
 

 

（
３

）
会

計
 

①
 

職
員

宿
舎

入
居

料
の

算
出

方
法

に
つ

い
て
 

職
員

宿
舎

に
つ

い
て

は
山

梨
県

宿
舎
管

理
規

則
（

昭
和

41
年

3
月

3
1
日

山
梨

県
規

則
第

9
号
）

お
い

て
規

定
さ

れ
、

こ
れ

に
基

づ
き
実

施
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、
下

記
の

通
り

当
該
第

1
2

条
第

2

項
に

お
い

て
入

居
料

の
月

額
の

算
定
方

法
を

定
め
、

同
第

3
項

に
お

い
て

は
こ

れ
に

調
整

計
算
を
加

え
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

さ
ら

に
、
別

表
（
第

12
条
関
係

）
に
お

い
て

、
構

造
、

経
過

年
数
、
延

面
積

に
よ

っ
て

同
条
第

2
項
の

規
定
に

基
づ
く

1
平

方
メ
ー

ト
ル
当

た
り

の
入

居
料

の
基

準
額
が

規

定
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、
「
山
梨

県
宿
舎

管
理

規
則

の
実

施
に

つ
い
て

（
昭

和
4
1
年

4
月
管

4
－

77

号
）
」
が

別
途

規
定

さ
れ

て
お
り

、
当

該
8
に
お

い
て

3
0
年
を

超
え
建

築
後

相
当

の
年

数
を

経
過
し

て
い

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
次

の
通
り

調
整

率
を

設
け

て
い

る
。
 

 
 

 
 

 
山

梨
県
宿

舎
管

理
規

則
 

第
1
2
条

（
入

居
料

）
 

2
入

居
料

の
月

額
は

、
宿
舎

の
延

面
積
に

別
表

に
定

め
る

1
平

方
メ
ー

ト
ル

当
た

り
の

基
準

額
を
乗

じ
て

得
た

額
と

し
、

1
0

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
額

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

（
以

下
略

）
 

3
宿

舎
管

理
者

は
、
宿

舎
に

供
せ

ら
れ
て

い
る

建
物

が
次

の
各

号
の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合
そ

の
他

特
別

の
事

情
が

あ
る

場
合

に
は

、
別

に
知

事
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

前
項

に
規

定
す

る

基
準

額
に

調
整

を
加

え
る

こ
と

が
で
き

る
。
 

一
 

建
築

後
相

当
の

年
数

を
経

過
し
て

い
る

場
合
 

（
以

下
略

）
 

山
梨

県
宿

舎
管

理
規

則
の

実
施

に
つ
い

て
（

下
線

は
、

監
査

人
）
 

8
 
規

則
第

12
条
第

3
項

に
基
づ

く
調
整

は
、

当
分

の
間

、
次

の
通
り

行
う

も
の

で
あ

る
こ

と
。
 

（
１

）
建

物
の

経
過

年
数

に
よ

る
調
整

率
（

30
年
超

え
る
も

の
に
限

る
。
）
 

区
分
 

建
物

の
経

過
年

数
に

よ
る

調
整

率
 

3
0
年
を

超
え

4
0
年

以
内

の
も

の
 

1
0
％
 

4
0
年
を

超
え

5
0
年

以
内

の
も

の
 

2
0
％
 

5
0
年
を

超
え

6
0
年

以
内

の
も

の
 

3
0
％
 

6
0
年
を

超
え

る
も

の
 

4
0
％
 

 

 ⅰ
．

建
物

の
経

過
年

数
に

よ
る

調
整

率
の

必
要

性
に
つ

い
て

(
意

見
)
 

上
記

別
表

（
第

12
条

関
係
）

で
は
木

造
及

び
組

積
造

に
つ

い
て
は

経
過

年
数

30
年
を

超
え
る

も
の

に
つ

い
て

1
平

方
メ

ー
ト

ル
当
た

り
の

入
居

料
の

基
準

額
は
経

過
年

数
に

係
ら

ず
同

額
で
あ

る
た

め
上

記
調

整
率

も
意

味
が

あ
る

も
の

と
思

わ
れ

る
。

し
か

し
、

鉄
骨

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造

総
合

農
業
技

術
セ
ン
タ

ー
 

及
び

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
に

つ
い
て
は

5
0
年

を
超

え
る
も

の
に
つ

い
て

1
平
方

メ
ー
ト

ル
当
た

り
の

入
居

料
の

基
準

額
は

経
過

年
数
に

係
ら

ず
同

額
で

あ
る

が
、
3
0
年

を
超

え
5
0
年

以
内

の
も
の

に
つ

い
て

個
別

に
規

定
さ

れ
て

い
る
。
 

し
た

が
っ

て
、
鉄

骨
鉄

筋
コ
ン

ク
リ
ー

ト
造

及
び

鉄
筋

コ
ン

ク
リ
ー

ト
造

に
つ

い
て
は

5
0
年
を

超
え

る
も

の
に

つ
い

て
上

記
調

整
率
を

設
け

る
こ

と
に

意
味

が
あ
る

が
、
30

年
を

超
え

4
0
年
以
内

の
も

の
及

び
4
0
年
を

超
え

50
年

以
内

の
も

の
に

つ
い

て
は

調
整
率

を
設

け
る

と
2
重
に

減
額
措

置
が

行
わ

れ
る

こ
と

に
な

る
。

こ
れ

は
建

築
後

30
年
超

の
宿

舎
に
つ

い
て

は
将

来
的

に
廃

止
を
想

定
し

、
大

規
模

修
繕

を
ま

っ
た

く
行

わ
ず

に
小

規
模

な
修

繕
で

対
応

し
て

き
た

た
め

、
建

物
の

老

朽
化

や
機

能
的

な
陳

腐
化

が
認

め
ら

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

。
こ

の
点

に
つ

い
て

調
整

率
を

適
用

す

る
こ

と
に

よ
り

対
応

し
て

い
る

と
の

こ
と

で
あ

る
。

し
か

し
な

が
ら

、
形

式
的

に
は

経
過

年
数

に

よ
る

減
額

措
置

（
基

準
額

及
び

調
整
率

）
が

2
重

に
行

わ
れ

て
い
る

よ
う

に
見

ら
れ

る
た

め
、
両

者
を

統
合

・
整

理
し

た
上

で
分

か
り
易

く
規

定
す

べ
き

も
の

と
思
わ

れ
る

。
 

ま
た

、
参

考
ま

で
に

、
別

表
記

載
の

1
平
方

メ
ー

ト
ル

当
た

り
の
入

居
料

の
基

準
額

及
び

調
整

率
を

適
用

し
て

居
室

面
積

50
㎡
（
2
L
D
K）

と
仮
定

し
て

算
定
し

た
賃
料

は
、
下

記
の

通
り

で
あ

る
。

県
職

員
の

宿
舎

は
民

間
社

宅
の

賃
料

を
参

考
に

決
定

さ
れ

て
い

る
と

の
こ

と
で

あ
り

、
確

か
に

平

成
2
0
年

の
人

事
院

の
資

料
に
よ

る
と
建

築
後

5
年

以
内

の
下

記
賃
料

は
民

間
社

宅
の

賃
料

（
企
業

規
模

50
0
人
以

上
、
自
社

保
有

社
宅
、
5
5
㎡

未
満
：
月
額

1
5
,
8
91

円
）
を

上
回

る
。
し
か

し
、
福

利
厚

生
の

意
味

合
い

は
あ

る
と

は
い

え
、

民
間

賃
貸

住
宅

に
比

べ
て

は
非

常
に

低
額

な
も

の
と

思

わ
れ

る
。

 

 

ⅱ
．

建
物

の
経

過
年

数
に

よ
る

調
整

率
の

改
正

に
つ
い

て
(意

見
)
 

上
記
「
山

梨
県

宿
舎

管
理

規
則

の
実
施

に
つ

い
て

」
の

8
に

お
い
て
「
第

1
2
条
第

3
項
に

基
づ

く
調

整
は

、
当

分
の

間
、
次
の

通
り
行

う
も

の
で

あ
る

こ
と

」
と
規

定
し

て
い

る
が

、
法

令
上
「
当

分
の

間
」

と
い

う
言

葉
が

使
わ

れ
て

い
る

と
き

に
は

、
法

令
上

の
措

置
が

臨
時

的
・

暫
定

的
な

も

構
造
 

鉄
骨

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
及

び
鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
 

規
模
 

5
0
㎡
（

2
L
DK
）
 

経
過

年
数
 

基
準

額
（

単
価

） 
賃

料
（
調

整
前

） 
調

整
率
 

賃
料
（

調
整

後
） 

5
年

以
内
 

3
3
0
円
 

1
6
,
5
00

円
 

－
 

1
6
,
5
00

円
 

5
年

を
超

え
1
0
年

以
内

の
も
の

 
2
7
6
円
 

1
3
,
8
00

円
 

－
 

1
3
,
8
00

円
 

1
0
年
を

超
え

2
0
年

以
内

の
も

の
 

2
3
3
円
 

1
1
,
6
50

円
 

－
 

1
1
,
6
50

円
 

2
0
年
を

超
え

3
0
年

以
内

の
も

の
 

1
7
3
円
 

8
,
6
5
0
円
 

－
 

8
,
6
5
0
円
 

3
0
年
を

超
え

4
0
年

以
内

の
も

の
 

1
3
6
円
 

6
,
8
0
0
円
 

1
0
％
 

6
,
1
2
0
円
 

4
0
年
を

超
え

5
0
年

以
内

の
も

の
 

1
1
4
円
 

5
,
7
0
0
円
 

2
0
％
 

4
,
5
6
0
円
 

5
0
年
を

超
え

6
0
年

以
内

の
も

の
 

7
9
円
 

3
,
9
5
0
円
 

3
0
％
 

2
,
7
6
5
円
 

6
0
年
を

超
え

る
も

の
 

7
9
円
 

3
,
9
5
0
円
 

4
0
％
 

2
,
3
7
0
円
 



山 

梨 

県 

公 

報 

号 

外

　
　

第
四
十
五
号

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日�

六
八

総
合

農
業
技

術
セ
ン
タ

ー
 

の
で

あ
り

、
早

晩
改

廃
さ

れ
る

べ
き

も
の

で
あ

る
旨

を
示

す
に

と
ど

ま
っ

て
、

ど
の

程
度

の
期

間

が
経

過
し

た
ら

「
当

分
の

間
」

で
な

く
な

る
と

い
う

も
の

で
は

な
い

が
、

当
該

規
定

が
設

け
ら

れ

て
か
ら

44
年

以
上

が
経

過
し
当

時
の
経

済
環

境
と

は
異

な
る

状
況
に

あ
り
、
ま
た

、
山
梨

県
宿
舎

管
理

規
則

も
当

初
制

定
後

何
回

も
改

正
を

経
て

い
る

こ
と

か
ら

、
当

該
規

定
自

体
の

改
正

又
は

山

梨
県

宿
舎

管
理

規
則

の
改

正
の

機
会
も

あ
っ

た
も

の
と

思
わ

れ
る
。

 
 ②
 

契
約

書
へ

の
印

紙
の

貼
付

に
つ

い
て

(
指

摘
事

項
) 

総
合

農
業

技
術

セ
ン

タ
ー

が
借

主
と

な
り

、
毎

期
継

続
し

て
契

約
を

行
っ

て
い

る
「

地
域

適
応

型
新

技
術

等
実

証
事

業
実

証
ほ

賃
貸

借
契
約
」

に
係

る
契

約
書
を

確
認
し

た
と

こ
ろ
、

平
成

1
9
年
度

分
及

び

平
成

20
年
度

分
の

契
約

書
に
お

い
て
、

印
紙

の
貼

付
が

な
さ

れ
て
い

な
か

っ
た

。
 

印
紙

税
法

に
よ

る
と

、
地

方
公

共
団

体
が

作
成

す
る

文
書

は
本

来
非

課
税

文
書

と
さ

れ
る

（
印

紙
税

法
第

5
条
第

2
項
）

が
、

双
務

契
約
に

お
い

て
地

方
公

共
団

体
等
以

外
が

作
成

す
る

文
書

は
課
税

文
書

と
さ

れ
る
（

同
法

第
4
条
第

5
項

）。
し
た

が
っ

て
、

当
セ
ン

タ
ー
が

所
持

す
る

本
件

土
地

賃
貸
借

権
の

設
定

に
関

す
る

契
約

書
は

課
税

文
書
と

な
り
、

当
該

契
約
に

つ
い
て

は
契

約
金

額
が

20,
0
0
0
円

で
あ

っ

た
こ

と
か

ら
、

本
来

で
あ

れ
ば

2
0
0
円

の
印

紙
の

貼
付

が
必

要
で
あ

っ
た

。
 

金
額

的
に

は
僅

少
で

あ
る

と
は

い
え

、
租

税
法

遵
守

を
指

導
す

る
こ

と
は

行
政

と
し

て
当

然
に

求
め

ら
れ

る
べ

き
も

の
で

あ
り
、
今

後
も
注

意
が

必
要

と
考

え
る

。
な

お
、

平
成

2
1
年

度
分
の

契
約
書

に
つ

い
て

は
上

記
印

紙
税

法
に

基
づ

い
て

、
適

正
な

額
の

印
紙

が
契

約
書

に
貼

付
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認

し
た

。
 

  （
４

）
契

約
 

①
 

庁
舎

ボ
イ

ラ
ー

運
行

管
理

業
務

の
予

定
価

格
の
積

算
に

つ
い

て
（

意
見

）
 

委
託

内
容

：
庁

舎
ボ

イ
ラ

ー
運

行
管
理

業
務
 

委
託

者
名

：
Ｋ

社
 

契
約

種
別

：
指

名
競

争
入

札
 

委
託

金
額

：
1
,
1
55
,
0
00

円
（

税
込
：

年
額

）
 

 
 

上
記
委

託
業

務
の

平
成

19
年

度
の

積
算

価
格

の
算
定
に

あ
っ
て

は
、

平
成

1
9
年

11
月

1
9

日
か

ら
平

成
2
0
年

3
月

3
1
日

ま
で
の

祝
日

及
び

年
末

年
始

を
除
く

、
月

曜
日

か
ら

金
曜

日
ま

で
の

87
日
間

の
う

ち
、
試
運
転

期
間
に

あ
た
る

7
日

間
を
除

き
80

日
間

に
て

積
算

し
て
い

る
。

そ
し

て
、

平
成

20
年

度
の

積
算

で
は
、

平
成

20
年

11
月

2
0
日
か

ら
平
成

21
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
祝

日
及

び
年

末
年

始
を

除
く
、
月

曜
日

か
ら

金
曜
日

ま
で
の

84
日
間

で
の

積
算
と

な
っ

て
い

る
。
 

 
本

件
委

託
業

務
の

過
去

4
年

に
お
け

る
契

約
内

容
は

以
下

の
と
お

り
で

あ
る

。
 

 
 

 
 

 

総
合

農
業
技

術
セ
ン
タ

ー
 

 
積

算
価

格
(円

) 
積

算
日

数

(
日

) 

予
定

価
格

(円
) 

落
札

価
格

(円
) 

平
成

1
8
年

度
 

1
,
1
62

,
81

8 
7
7 

1
,
1
62

,
81

8 
1
,
1
55

,
00

0 

平
成

1
9
年

度
 

1
,
2
18

,
00

0 
8
0 

1
,
2
07

,
50

0 
1
,
1
55

,
00

0 

平
成

2
0
年

度
 

1
,
2
31

,
34

2 
8
4 

1
,
2
28

,
50

0 
1
,
1
55

,
00

0 

平
成

2
1
年

度
 

1
,
2
14

,
51

4 
8
4 

1
,
2
07

,
50

0 
1
,
1
55

,
00

0 

 

こ
の

積
算

日
数

の
違

い
は
、
試

運
転
期

間
を

平
成

18
年
度
は

1
0
日

、
平
成

1
9
年

度
は

7
日

と
し

て
除

い
て

い
る

が
、
平
成

2
0、

2
1
年

度
は

試
験

運
転
期

間
を
考

慮
し

て
い

な
い

こ
と

に
よ

る
。
し

か
し

、
仕

様
書

の
内
容

に
変
更

は
な

い
の

で
、
先
の

平
成

2
0、

2
1
年

度
の

積
算
価

格
か

ら
7
日
を

除
く

と
下

記
の

と
お

り
い
ず

れ
も

落
札

価
格

を
下

回
る
こ

と
に

な
る

。
 

 
 

 
 

 
 

7
日

を
除

く
積

算
 

7
日

を
除

く
(日

) 
落

札
価

格
(円

) 

平
成

2
0
年

度
 

1
,
1
28

,
73

0 
7
7 

1
,
1
55

,
00

0 

平
成

2
1
年

度
 

1
,
1
13

,
30

4 
7
7 

1
,
1
55

,
00

0 

 

以
上

の
通

り
、

予
定

価
格

の
積

算
に

問
題

が
あ

る
の

で
、

状
況

を
確

認
の

う
え

今
後

の
積

算

の
算

定
に

反
映

す
る

こ
と

が
望

ま
し
い

と
思

料
さ

れ
る

。
 

ま
た

、
本

件
契

約
は

、
現

状
で

は
年

度
ご

と
の

単
年

度
契

約
と

な
っ

て
い

る
が

、
契

約
金

額

を
検

討
の

上
、

経
済

性
や

効
率

性
等

の
面

か
ら

判
断

し
て

合
理

的
で

あ
る

と
す

る
な

ら
ば

、
事

務
コ

ス
ト

を
削

減
す

る
と

い
っ

た
観

点
か

ら
長

期
継

続
契

約
と

す
る

こ
と

を
協

議
す

る
余

地
も

あ
る

の
で

は
な

い
か

と
思

わ
れ

る
。
 

 
②

 
庁

舎
（

本
館

・
管

理
棟

・
総

合
普

及
セ

ン
タ

ー
）

の
清

掃
業

務
の

予
定

価
格

の
積

算
に

つ
い

て

（
意

見
）
 

 

委
託

内
容

：
庁

舎
（

本
館

・
管

理
棟
・

総
合

普
及

セ
ン

タ
ー

）
の
清

掃
業

務
 

委
託

者
名

：
Ｓ

社
 

契
約

種
別

：
指

名
競

争
入

札
（

3
年
間

の
長

期
継

続
契

約
）

 

委
託

金
額

：
1
,
2
42
,
5
00

円
（

税
込
：

年
額

）
 

 
上

記
委
託

業
務

は
、
平

成
2
1
年

度
よ
り

清
掃

委
託

に
本

館
、

管
理

棟
の

ほ
か

総
合

技
術
普

及

セ
ン

タ
ー

が
追

加
さ

れ
た

が
、

平
成

18
年
度

と
平

成
2
1
年

度
の
本

館
・

管
理

棟
の

み
の

積
算

価
格

を
み

る
と

以
下

の
と

お
り

で
あ
る

。
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六
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総
合

農
業
技

術
セ
ン
タ

ー
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（

単
位
：
円
） 

 
平

成
1
8
年

度
 

平
成

2
1
年

度
 

日
常

清
掃

 
週

3
回

 

床
面

清
掃

 
年

3
回

 

窓
清

掃
 

 
年

1
回

 

5
6
7
,0

0
0 

2
2
9
,9

5
0 

3
6
,
75

0 

6
1
3
,4

9
4 

3
3
3
,0

1
8 

 
 

5
7
,9

6
0 

計
 

8
3
3
,7

0
0 

1
,
0
04

,
47

2 

値
引

き
10

％
 

8
3
,
37

0 
 

1
00

,
44

7 

差
引

計
 

7
5
0
,3

3
0 

※
 

9
0
3,

0
00 

※
平
成

2
1
年

度
の

差
引

計
は
、

端
数
を

切
り

下
げ

て
い

る
 

 
委

託
業

務
の

仕
様

書
を

み
る

と
、

業
務

の
内

訳
は

清
掃

の
箇

所
、

面
積

と
も

同
じ

な
の

で
、

上
記

の
と

お
り

積
算

価
格
が

2
割
増

と
い

う
の

は
物

価
の
上

昇
等
を

勘
案

し
て

も
高

い
価

格
で

は
な

い
か

と
思

料
さ

れ
る

。
ま

た
、
指

名
入

札
に

参
加

し
た

5
業
者

の
入

札
価

格
は

、
い

ず
れ

も
上

記
の

積
算

価
格

を
も

と
に

決
定

し
た

予
定

価
格

を
１

割
以

上
下

回
っ

て
お

り
、

落
札

率
の

7
2
.
5
％
か

ら
見

て
も

算
定

し
た

積
算
価

格
が

高
い

設
定

と
な

っ
て
い

る
と

思
え

る
。
 

予
定

価
格

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
規
定

の
と

お
り

適
正

価
格

の
判
断

基
準

と
さ

れ
て

い
る

。
 

「
山

梨
県

財
務

規
則

」（
下
線
は

、
監
査

人
）
 

第
1
2
7
条

関
係

通
知
 

 
予

定
価

格
は

、
支

出
に

つ
い

て
は

、
相

手
方

の
申

出
に
か

か
る

価
格

の
適

否
を

判
断
す

る
基

準

と
す

る
と

と
も

に
予

算
の

限
度

を
示

す
も

の
で

あ
り

、
収
入

に
つ

い
て

は
、

適
正

な
歳
入

の
確

保

を
図

る
う

え
に

お
い

て
、

相
手

方
の
申

出
に

か
か

る
価

格
の

基
準
と

な
る

も
の

で
あ

る
。

 

 
契

約
担

当
者

は
、

実
例

価
格

、
需

要
の

状
況

、
履

行
の
難

易
、

数
量

の
多

寡
、

履
行
期

間
の

長

短
等

を
考

慮
し

て
予

定
価

格
を

定
め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

こ
の

よ
う

な
予

定
価

格
の

高
騰

は
、

経
済

性
の

面
か

ら
不

利
益

を
招

く
恐

れ
が

あ
る

の
で

、

実
例

価
格

等
を

考
慮

し
積

算
の

適
正
化

が
必

要
と

思
わ

れ
る

。
 

 

③
 

庁
舎

（
高

冷
地

野
菜

・
花

き
振

興
セ

ン
タ

ー
、

八
ヶ

岳
試

験
地

）
の

清
掃

業
務

の
予

定
価

格
の

積
算

に
つ

い
て

（
意

見
）
 

 

 
委

託
内

容
：

庁
舎

（
高

冷
地

野
菜
・

花
き

振
興

セ
ン

タ
ー

、
八
ヶ

岳
試

験
地

）
の

清
掃

業
務
 

委
託

者
名

：
Ｓ

社
 

契
約

種
別

：
随

時
契

約
 

委
託

金
額

：
1
5
4
,3
5
0
円

（
税

込
：
年

額
）
 

 

上
記

委
託

契
約

の
平
成

20
年

度
と
平
成

21
年
度

の
積
算

価
格
及

び
落

札
価

格
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。
 

総
合

農
業
技

術
セ
ン
タ

ー
 

 

 
積

算
価

格
（

円
）

 
落

札
価

格
（

円
）

 

平
成

2
0
年

度
 

2
2
0
,5

0
0 

1
7
6
,4

0
0 

平
成

2
1
年

度
 

1
9
4
,2

5
0 

1
5
4
,3

5
0 

 

ま
た

、
各

年
度

の
積

算
価

格
の

内
訳
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。
 

 
平

成
2
0
年

度
 

平
成

2
1
年

度
 

応
用

育
種

科
 

H
1
9
年

度
実

績
 

H
2
0
年

度
積

算
 

H
2
0
年

度
実

績
 

H
2
1
年

度
積

算
 

床
面

清
掃

 
4
8
,
60

0 
5
0
,
00

0 
5
5
,
80

0 
6
0
,
00

0 

硝
子

清
掃

 
1
5
,
70

0 
2
0
,
00

0 
1
2
,
60

0 
1
5
,
00

0 

ｶ
ｰ
ﾍ
ﾟｯ

ﾄ清
掃

 
 

2
0
,
10

0 
2
0
,
00

0 
1
5
,
20

0 
2
0
,
00

0 

消
耗

品
・

機
材

費
 

上
記

に
含

む
 

上
記

に
含

む
 

3
,
0
00 

上
記

に
含

む
 

小
計

 
8
4
,
40

0 
9
0
,
00

0 
8
6
,
60

0 
9
5
,
00

0 

野
菜

作
物

花
木

科
 

 
 

 
 

床
面

清
掃

 
3
4
,
20

0 
5
0
,
00

0 
3
9
,
80

0 
4
0
,
00

0 

硝
子

清
掃

 
1
0
,
00

0 
1
0
,
00

0 
4
,
8
00 

1
0
,
00

0 

消
耗

品
・

機
材

費
 

上
記

に
含

む
 

上
記

に
含

む
 

3
,
0
00 

上
記

に
含

む
 

小
計

 
4
4
,
20

0 
6
0
,
00

0 
4
7
,
60

0 
5
0
,
00

0 

八
ヶ

岳
試

験
地

 
 

 
 

 

床
面

清
掃

 
3
2
,
20

0 
5
0
,
00

0 
2
9
,
20

0 
3
0
,
00

0 

硝
子

清
掃

 
1
0
,
00

0 
1
0
,
00

0 
3
,
6
00 

1
0
,
00

0 

消
耗

品
・

機
材

費
 

上
記

に
含

む
 

上
記

に
含

む
 

1
,
0
00 

上
記

に
含

む
 

小
計

 
4
2
,
20

0 
6
0
,
00

0 
3
3
,
80

0 
4
0
,
00

0 

計
 

1
7
0
,8

0
0 

2
1
0
,0

0
0 

1
6
8
,0

0
0 

1
8
5
,0

0
0 

消
費

税
 

8
,
5
40 

1
0
,
50

0 
8
,
4
00 

9
,
2
50 

合
計

 
1
7
9
,3

4
0 

2
2
0
,5

0
0 

1
7
6
,4

0
0 

1
9
4
,2

5
0 

 こ
の

積
算

価
格

の
内

訳
の

増
額

部
分

は
、

原
材

料
（

洗
浄

剤
・

ワ
ッ

ク
ス

等
）

の
値

上
げ

を

考
慮

し
た

た
め

と
い

う
説

明
を

受
け

た
が

、
こ

の
積

算
を

み
る

限
り

に
お

い
て

は
、

各
項

目
を

増
額

し
数

字
を

丸
め

て
い

る
だ

け
の

よ
う

に
見

え
、

適
正

な
積

算
と

い
う

に
は

根
拠

の
曖

昧
さ

は
否

定
で

き
な

い
も

の
と

思
料

さ
れ

る
。

ま
た

、
結

果
と

し
て

は
、

前
年

と
同

様
の

仕
様

に
も

か
か

わ
ら

ず
各

社
か

ら
の

見
積

も
り

金
額

は
下

が
っ

て
お

り
、

随
時

契
約

で
の

委
託

金
額

は
前

年
対

比
で

1
2
.5
％
減

額
し

て
い

る
。
し

た
が

っ
て

、
積

算
に

あ
た
っ

て
は

、
原

材
料

と
と

も
に

他
の

原
価

を
考

慮
し

積
算

を
適

正
化
す

る
こ

と
が

必
要

と
思

わ
れ
る

。
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④
 

見
積

も
り

合
わ

せ
の

業
者

選
定

に
つ

い
て

（
意
見

）
 

 
 

 
 

 
 

委
託

内
容

：
高

冷
地
野

菜
・

花
き

振
興

セ
ン

タ
ー
構

内
樹

木
剪

定
等

管
理

業
務
 

委
託

者
名

：
Ｎ

社
 

契
約

種
別

：
随

時
契

約
 

委
託

金
額

：
9
6
6
,0
0
0
円

（
税

込
：
年

額
）
 

 

上
記

の
委

託
契

約
は

、
平
成

2
1
年
度

の
予

定
価

格
に

対
し
落

札
価
格
が

97
パ
ー

セ
ン
ト

と

高
く

な
っ

て
き

て
い

る
。

過
去

3
年
間

に
お

け
る

見
積

も
り

業
者
数

と
落

札
率

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 

 
参

加
業

者
数

 
落

札
率

 
落

札
業

者
 

平
成

1
9
年

度
 

3
社

 
9
1
％

 
N
社

 

平
成

2
0
年

度
 

3
社

 
9
6
％

 
N
社

 

平
成

2
1
年

度
 

2
社

 
9
7
％

 
N
社

 

 過
去

3
年

に
お

い
て

、
最

終
的

に
契
約

を
締

結
す

る
業

者
に

つ
い
て

も
毎

期
同

じ
業

者
と
な

っ
て

い
る

。
特

に
立

地
条

件
、

業
務

遂
行

能
力

等
の

制
約

に
よ

り
実

施
業

者
が

限
ら

れ
て

し
ま

う
と

い
っ

た
事

情
も

あ
る

と
思

わ
れ

る
が

、
他

の
業

者
で

は
実

施
で

き
な

い
の

か
ど

う
か

継
続

的
に

検
討

し
、

見
積

合
せ

の
参

加
業

者
数

の
拡

大
を

図
る

こ
と

が
、

結
果

と
し

て
委

託
金

額
の

低
減

に
よ

る
コ

ス
ト

削
減

に
も

つ
な

が
り

、
対

外
的

な
信

頼
性

及
び

経
済

的
効

率
性

の
両

面
か

ら
必

要
で

あ
る

と
考

え
る

。
 

 （
５

）
物

品
・

固
定

資
産

管
理

 

①
 

岳
麓

試
験

地
に

お
け

る
農

薬
・

消
耗

品
の

管
理
に

つ
い

て
（

指
摘

事
項

）
 

農
薬

の
管

理
に

つ
い

て
は

、
実

地
棚

卸
時

に
作

成
す

る
農

薬
在

庫
台

帳
、

受
入

時
に

継
続

し

て
作

成
し

て
い

る
新

規
購

入
リ

ス
ト

、
払

出
を

管
理

す
る

年
度

ご
と

の
薬

剤
散

布
状

況
等

を
個

別
に

作
成

し
て

い
る

が
、

薬
剤

ご
と

に
受

け
払

い
を

管
理

す
べ

き
継

続
記

録
簿

が
作

成
さ

れ
て

い
な

い
。

ま
た

、
消

耗
品

に
つ

い
て

も
受

入
及

び
払

出
の

み
を

記
載

し
た

手
書

き
の

管
理

簿
は

あ
る

が
、

残
高

が
記

載
さ

れ
て

い
な

い
た

め
帳

簿
上

在
庫

の
管

理
が

さ
れ

て
い

な
い

。
農

薬
・

消
耗

品
の

管
理

に
つ

い
て

継
続

記
録
簿

を
備

え
付

け
、
残
高

を
管
理

す
べ

き
も

の
と

思
わ

れ
る
。

特
に

農
薬

に
つ

い
て

は
人

体
に

有
害

な
も

の
も

含
ま

れ
そ

の
取

扱
に

特
別

に
注

意
す

べ
き

も
の

も
含

ま
れ

る
こ

と
か

ら
、

帳
簿

上
も

常
に

残
高

を
管

理
し

定
期

な
実

地
棚

卸
を

行
い

、
在

庫
の

管
理

に
細

心
の

注
意

を
払

う
べ

き
も
の

と
思

料
さ

れ
る

。
 

ま
た

、
灯

油
に

つ
い

て
は

受
け

払
い

の
管

理
も

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

が
、

あ
る

程
度

在
庫

も

あ
る

こ
と

か
ら

継
続

的
な

記
録

を
行
う

べ
き

も
の

と
思

わ
れ

る
。

尚
、

平
成

22
年
度

か
ら

燃
料

受
払

簿
を

作
成

し
て

い
る

。
 

総
合

農
業
技

術
セ
ン
タ

ー
 

 
②

 
岳

麓
試

験
地

に
お
け

る
在

庫
計

上
漏

れ
の

農
薬
に

つ
い

て
（

指
摘

事
項

）
 

農
薬

保
管

庫
内

の
実

地
調

査
を

行
っ
た

と
こ

ろ
、

平
成

22
年

8
月

20
日
の

実
地

棚
卸
時

に

使
用

さ
れ

た
農

薬
在

庫
台

帳
に

記
載

が
さ

れ
て

い
な

い
下

記
の

農
薬

が
保

管
庫

内
に

保
管

さ
れ

て
い

た
。

農
薬

保
管

庫
内

の
毒

劇
物

を
保

管
す

べ
き

ケ
ー

ス
内

に
収

納
さ

れ
て

い
た

も
の

で
あ

る
。

定
期

な
実

地
棚

卸
を

行
い

、
上

記
記

載
の

継
続

記
録

簿
を

備
え

付
け

る
こ

と
に

よ
り

こ
の

よ
う

な
在

庫
の

計
上

漏
れ

を
防

止
す
る

こ
と

が
可

能
と

な
る

も
の
と

思
わ

れ
る

。
 

 
品

目
 

容
量
 

製
造

元
 

数
量
 

キ
リ

フ
ダ

エ
ー

ス
ジ

ャ
ン

ボ
 

3
0
0
g 

八
洲

化
学

工
業

㈱
 

1
袋
 

ナ
イ

ス
シ

ョ
ッ

ト
ジ

ャ
ン

ボ
 

5
0
0
g 

三
共

㈱
 

1
袋
 

ヤ
シ

マ
草

笛
フ

ロ
ア

ブ
ル
 

3
0
0
m
l 

八
洲

化
学

工
業

㈱
 

2
本
 

 
③

 
岳

麓
試

験
地

に
お
け

る
使

用
期

限
の

到
来

し
た
薬

品
の

管
理

に
つ

い
て

（
指
摘

事
項

）
 

平
成

2
2
年

8
月

20
日
実

地
棚

卸
時
の

農
薬

在
庫

台
帳

に
よ

る
と
、

当
該

台
帳

で
は

農
薬
の

品
名

ご
と

に
使

用
期

限
の

記
載

が
さ

れ
て

い
る

。
当

該
台

帳
上

で
使

用
期

限
の

記
載

の
あ

る
も

の
1
2
0
品

目
の

内
、

使
用

期
限

内
の
も

の
は

9
品

目
（

7
.5％

）
で
あ

っ
た

。
 

使
用

期
限

が
経

過
し

た
も

の
で

も
農

薬
と

し
て

の
効

果
が

変
わ

ら
ず

使
用

可
能

な
も

の
も

含

ま
れ

た
り

、
ま

た
、

処
分

に
当

た
っ

て
は

費
用

も
か

か
る

も
の

と
思

わ
れ

る
が

、
在

庫
と

し
て

計
上

さ
れ

て
い

る
農

薬
は

そ
も

そ
も

人
体

に
有

害
な

も
の

も
含

ま
れ

そ
の

取
扱

に
特

別
に

注
意

す
べ

き
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
管

理
の

コ
ス

ト
の

み
な

ら
ず

そ
の

危
険

性
等

も
考

慮
の

う
え

処
分

す
る

必
要

が
あ

る
も

の
は

早
急
に

処
分

す
べ

き
も

の
と

思
わ
れ

る
。
 

尚
、

使
用

期
限

の
記

載
の

あ
る

農
薬

の
使

用
期

限
ご

と
の

在
庫

の
内

訳
は

下
表

の
通

り
で

あ

る
。
 

 

使
用

期
限

ご
と

の
在

庫
の

内
訳

 

使
用

期
限
 

品
目

数
 

使
用

期
限

内
 

9
 

使
用

期
限

経
過

10
年
内
 

2
6
 

使
用

期
限

経
過

20
年
内
 

5
6
 

使
用

期
限

経
過

30
年
内
 

2
8
 

使
用

期
限

経
過

30
年
超
 

1
 

合
計
 

1
2
0 

 



山 

梨 

県 

公 

報 

号 

外

　
　

第
四
十
五
号

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日�

七
一

総
合

農
業
技

術
セ
ン
タ

ー
 

④
 

岳
麓

試
験

地
に

お
け

る
備

品
原

簿
に

記
載

さ
れ
て

い
な

い
備

品
類

に
つ

い
て
（

指
摘

事
項

）
 

事
務

室
内

に
存

在
す

る
書

類
収

納
庫

に
つ

い
て

備
品

原
簿

に
記

載
さ

れ
て

い
な

い
も

の
が

見

ら
れ

た
。

こ
れ

ら
の

書
類

収
納

庫
等

は
岳

麓
試

験
地

の
所

在
す

る
合

同
庁

舎
が

建
替

え
さ

れ
る

前
に

普
及

セ
ン

タ
ー

等
が

所
有

し
て

い
た

も
の

で
あ

る
が

、
合

同
庁

舎
の

建
替

え
に

当
た

っ
て

備
品

類
の

引
継

ぎ
が

行
わ

れ
ず

、
備

品
原

簿
に

記
載

さ
れ

ず
に

洩
れ

て
し

ま
っ

た
こ

と
に

よ
る

と
の

こ
と

で
あ

る
。

こ
れ

ら
は

現
に

使
用

さ
れ

て
い

る
書

類
収

納
庫

で
あ

り
、

備
品

原
簿

に
登

載
の

上
適

正
に

管
理

す
べ

き
で

あ
る
。

 
 

⑤
 

岳
麓

試
験

地
に

お
け

る
物

品
番

号
が

貼
付

さ
れ
て

い
な

い
備

品
の

存
在

に
つ
い

て
（

指
摘

事
項

） 

平
成

21
年
度

に
購

入
し

た
デ
ジ

タ
ル
テ

レ
ビ

2
台

に
つ

い
て

は
、

備
品

原
簿

に
記

載
さ
れ

て

い
る

も
の

の
、

現
物

の
デ

ジ
タ

ル
テ

レ
ビ

に
物

品
番

号
が

貼
付

さ
れ

て
い

な
い

。
物

品
番

号
を

貼
付

の
上

適
切

に
管

理
す

べ
き

で
あ
る

。
 

 

⑥
 

備
品

の
実

在
性

、
稼

働
状

況
に

つ
い

て
（

指
摘
事

項
）
 

平
成

2
1
年

度
末

備
品

原
簿
か

ら
次
の

分
類

備
品

を
抽

出
し

、
資
産

の
実

在
性

を
確

認
す

る
た
め

現
物

実
査

を
行

っ
た

。
 

 ⅰ
 

テ
レ

ビ
 

ⅱ
 

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

ー
（

本
体

又
は
セ

ッ
ト

）
 

 現
物

実
査

の
結

果
は

以
下

の
通

り
で
あ

る
。
 

 ⅰ
 

備
品

原
簿

に
記

載
の

全
備

品
と
も

そ
の

実
在

を
確

認
し

た
。
 

ⅱ
 

備
品

原
簿

に
記

載
の

備
品

に
つ
き

、
そ

の
実

在
を

確
認

。
し
か

し
平
成

11
年

3
月

購
入
の

パ

ソ
コ
ン

2
台
（

N
E
C 
V
A
LU
E
ST
A
R
 
N
X 
V
E
40
 
D
/6
、

NE
C
 ミ

ニ
エ

ー
ス

）
に

つ
い

て
実

在
性

は
有
す

る
が

、
稼

動
状

況
に

つ
い

て
は

そ
れ
ぞ

れ
以

下
の

と
お

り
で

あ
っ
た

。
 

 

物
品

番
号
 

品
名
 

取
得

日
 

使
用

場
所

保
管

・
使

用
状

況
 

9
8
3
01

8
77 

N
E
C
 V

A
LU

E
ST

A
R 

N
X
 
VE

4
0 

D
/6 

H
1
1
.3

.
31 

本
－

1
階

 

図
書

資
料

室
 

本
棚

の
上

に
保

管
。

埃
が

 

被
っ

て
い

た
。

 

9
8
3
01

8
78 

N
E
C
 ミ

ニ
エ

ー
ス

 
H
1
1
.3

.
31
 

本
－

2
階

 

土
壌

 

棚
の

奥
に

保
管

。
容

易
に

 

取
り

出
せ

る
状

況
で

は
 

な
か

っ
た

。
 

 

上
記

資
産

に
つ

い
て

は
、
再
使

用
は
可

能
で

あ
る

と
の

説
明

を
受
け

た
が
、

現
在

の
保
管

状
況
か

ら
推

測
す

る
と
、

再
度

資
産
と

し
て
稼

働
す

る
可

能
性

は
低

い
と
判

断
を

さ
れ

て
も

や
む

を
得
な

い
。

総
合

農
業
技

術
セ
ン
タ

ー
 

将
来

に
わ

た
っ

て
使

用
す

る
可

能
性

の
な

い
備

品
は

保
管

転
換

や
売

却
又

は
廃

棄
を

適
宜

す
す

め

て
い

く
こ

と
も

必
要

で
は

な
い

か
と
思

わ
れ

る
。
 

 

⑦
 

備
品

原
簿

の
整

備
状

況
に

つ
い

て
（

指
摘

事
項
）
 

総
合

農
業

技
術

セ
ン

タ
ー

に
は

、
備

品
原

簿
及

び
主

要
備
品

原
簿
が

備
え

付
け

ら
れ

て
い

る
、

総

合
農

業
技

術
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
、

備
品

原
簿

及
び

主
要
備

品
原
簿

を
確

認
し

た
と

こ
ろ

以
下
の

問

題
点

が
挙

げ
ら

れ
る

。
 

 ⅰ
 

取
得

年
月

日
、
取

得
価
額

の
記
載

が
な

い
等

そ
の

記
載

内
容
に

不
備

の
あ

る
物

品
が

非
常
に

多

い
。
 

 ⅱ
 

原
簿

と
現

物
と

の
照

合
に

つ
い
て

年
に

1
回

行
っ

て
い

る
と
の

事
で

あ
る

が
、
現
物

照
合
を

行

っ
た

原
票

が
存

在
し

な
い
。
物

品
の
現

物
調

査
は

資
産

管
理

を
有
効

に
行

う
う

え
で
、
必

要
不
可

欠

な
も

の
で

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

。
ま

た
、
物
品

の
現

物
調

査
に

つ
い
て

は
以

下
の

規
定

が
存

在
す
る
。 

 

「
山

梨
県

財
務

規
則
第

1
5
1
条

関
係
運

用
通

知
」
 

備
品

が
良

好
な

状
態

で
使

用
さ

れ
て
い

る
こ

と
及

び
適

切
に

管
理
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
 

す
る

た
め

、
課

長
及

び
か

い
長

は
毎
年

7
月

31
日
を

基
準
日

と
し
て

別
に

示
す

方
法

に
よ

り
 

帳
簿

に
登

載
さ

れ
て

い
る

も
の

と
現
物

を
照

合
し

、
9
月

30
日

ま
で

に
本

庁
に

お
い

て
は

出
 

納
局

管
理

課
長

の
職

に
あ

る
物

品
出
納

員
、

か
い

に
お

い
て

は
物
品

出
納

員
等

に
報

告
す

る
 

こ
と

。
 

 

物
品

の
現

物
調

査
は

上
記

規
定

に
従
い
、

毎
年

度
確

実
に
実

施
さ
れ

る
必

要
が

あ
り
、
そ

の
現
物

照
合

原
票

に
つ

い
て

も
保

存
し

て
お
く

こ
と

が
必

要
と

考
え

る
。
 

 

⑧
 

肥
料

の
管

理
に

つ
い

て
（

意
見

）
 

総
合

農
業

技
術

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て
肥

料
倉

庫
内

を
視

察
し

た
と
こ

ろ
、
受

払
い

の
都
度

に
そ
の

使
用

者
が

記
載

を
行

う
受

払
簿

の
存
在

を
確

認
し

た
。
し
か

し
、

そ
の

内
容

に
つ

い
て
は

残
高
の

記

載
が

一
切

無
く
、

帳
簿

と
し
て

は
不
完

全
な

も
の

で
あ

っ
た

。
さ

ら
に

、
実

地
の

棚
卸
調

査
に
つ

い

て
も

最
も

直
近

の
資

料
が

平
成

2
1
年

2
月

で
あ

り
、
1
年
以

上
は
実

施
が

な
さ

れ
て

い
な

い
の
が

現

状
で

あ
っ

た
。
 

出
納

簿
及

び
受

払
簿

へ
の

登
載

の
省
略

に
つ

い
て

は
以

下
の

規
定
が

存
在

す
る

。
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四
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平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日�

七
二

総
合

農
業
技

術
セ
ン
タ

ー
 

ろ
以

下
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。

 

貯
蔵

庫
及

び
貯

蔵
庫

内
棚

の
鍵

の
管
理

に
つ

い
て

は
、
現
状

環
境
部

に
お

い
て

一
元

的
に

管
理
し

て
い

る
と

の
事

で
あ

る
が
、
薬

品
の
管

理
に

つ
い

て
内

部
に

お
い
て

管
理

要
領

等
は

存
在

し
な
い

と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た
。

在
庫
管

理
に
つ

い
て

は
、
貯

蔵
室
内

に
手
書

き
の

受
払

簿
が

備
え

付
け
ら

れ

て
は

い
た

が
、

実
地

の
棚

卸
調

査
に

つ
い

て
は

１
年

以
上

実
施

し
て

い
な

い
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
。
 

「
毒

物
及

び
劇

物
取

締
法

」
第

1
1
 
条
に

お
い

て
は

「
毒
物

劇
物
営

業
者

及
び

特
定

毒
物

研
究
者

は
、
毒

物
及

び
劇

物
が

盗
難
に

あ
い
、
又

は
紛

失
す

る
こ
と

を
防
ぐ

の
に

必
要

な
措

置
を

講
じ
な

け

れ
ば

な
ら

な
い
」

と
さ

れ
て
い

る
。

取
り

扱
っ

て
い

る
薬
品

の
中
に

は
毒

物
や

劇
物

に
該

当
す
る

か

否
か

に
か

か
わ

ら
ず
、

危
険
性

の
高
い

薬
品

等
も

含
ま

れ
て

い
る
と

思
わ

れ
る

た
め
、
薬

品
の
管

理

に
つ

い
て

は
内

部
管

理
要

綱
の

作
成
、
在

庫
リ

ス
ト

、
受
払

簿
の
作

成
、
棚

卸
調

査
の
実

施
等
が

早

急
に

求
め

ら
れ

る
。
さ

ら
に
、

長
期

間
使

用
せ

ず
に

放
置
さ

れ
た
ま

ま
に

な
っ

て
い

る
薬

品
等
に

つ

い
て

は
、
そ

の
使

用
期

限
及
び

今
後
の

使
用

可
能

性
に

つ
い

て
考
慮

し
た

上
で
、

適
宜
廃

棄
処
分

等

の
処

置
を

講
じ

る
必

要
が

あ
る

と
判
断

さ
れ

る
。
 

 ⑩
 

総
務

課
内

に
あ

る
金

庫
の

鍵
の

管
理

に
つ

い
て

(
意
見
)
 

総
務

課
内

に
あ

る
金

庫
内

に
は

通
帳
、
切

手
等

の
貴

重
品
が

保
管
さ

れ
て

い
る

が
、
そ
の

鍵
に
つ

い
て

は
終

日
金

庫
に

差
し

た
状

態
に
な

っ
て

い
る

の
が

常
で

あ
る
と

の
事

で
あ

り
、
実
査

当
日
も

同

様
の

状
況

が
確

認
さ

れ
た
。
ま

た
、

鍵
の

保
管

場
所

も
総
務

課
出
入

り
口

近
く

の
引

き
出

し
に
置

い

て
あ

り
、
誰

で
あ

っ
て

も
自
由

に
取
り

出
せ

る
状

況
に

見
受

け
ら
れ

た
。
金

庫
の

鍵
の
管

理
に
つ

い

て
管

理
の

責
任

者
を

明
確

に
す

る
な
ど

厳
格

化
さ

れ
る

こ
と

が
当
然

に
求

め
ら

れ
る

。
 

 

⑪
 

車
両

使
用

の
管

理
に

つ
い

て
（

意
見

）
 

職
員

等
が

車
両

を
使

用
す

る
に

際
し
て

は
、
車

両
の

管
理
台

帳
に
そ

の
旨

の
記

載
を

求
め

て
い
る

と
の

こ
と

で
あ

る
が
、

そ
の
管

理
台
帳

に
つ

い
て

は
通

常
各

車
両
内

に
搭

載
さ

れ
た

ま
ま

に
な
っ

て

い
る

と
の

事
で

あ
っ

た
。
本
来

車
両
の

使
用

状
況

を
第

三
者

が
管
理

す
る

目
的

で
作

成
さ

れ
た
台

帳

が
車

内
に

登
載

さ
れ

た
ま

ま
に

な
っ
て

い
る

こ
と

は
、
管
理

上
有
用

で
あ

る
と

は
言

い
難

い
。

台
帳

の
管

理
に

つ
い

て
は

特
定

の
部

課
に
お

い
て

一
元

的
に

行
い

、
使

用
の

都
度

台
帳

に
記
入

し
、

車
両

管
理

者
は

常
に

使
用

状
況

を
把

握
で

き
る

方
法

を
採

用
す

る
こ

と
が

管
理

上
望

ま
し

い
と

思
わ

れ

る
。
 

 

⑫
 

図
書

の
管

理
に

つ
い

て
（

指
摘

事
項

）
 

山
梨

県
財

務
規

則
第

24
3
条
第

1
項

1
号
に

は
、
物

品
取
扱

者
が
備

え
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
帳
簿

と
し

て
図

書
受

払
簿

が
記

載
さ

れ
て
お

り
、
山

梨
県

物
品
管

理
・

調
達

事
務

ガ
イ

ド
ブ
ッ

ク
に
は

図

書
受

払
簿

に
関

し
て

以
下

の
と

お
り
規

定
さ

れ
て

い
る

。
 

総
合

農
業
技

術
セ
ン
タ

ー
 

 

「
山

梨
県

財
務

規
則

」
 

第
2
4
6
条

 
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

は
、

出
納
簿

及
び

受
払

簿
に

登
載

を
省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

一
 

官
報

、
公

報
、

新
聞

、
雑

誌
、

パ
ン

フ
レ

ツ
ト

、
ポ

ス
タ

ー
、

法
規

集
の

追
録

等
 

二
 

接
待

用
の

飲
食

店
及

び
式

典
用

の
物

品
で

購
入

後
直

ち
に

消
費

す
る

も
の

 
三

 
職

員
が

旅
行

先
に

お
い

て
購

入
し

、
直

ち
に

消
費

す
る

も
の

 
四

 
宣

伝
又

は
贈

与
の

目
的

で
購

入
し

、
直

ち
に

配
布

又
は

贈
与

す
る

も
の

 
五

 
福

祉
施

設
等

で
給

食
の

用
に

供
す

る
賄

品
及

び
賄

材
料

 
六

 
修

繕
等

の
た

め
購

入
し

た
物

品
で

直
ち

に
取

り
付

け
る

部
品

等
 

七
 

法
規

で
規

定
し

て
い

る
書

式
及

び
様

式
の

諸
用

紙
等

 
八

 
消

耗
品

の
う

ち
一

月
以

内
に

消
費

す
る

こ
と

を
予

定
し

て
購

入
し

た
事

務
用

品
 

九
 

本
庁

に
お

い
て

、
か

い
へ

交
付

の
目

的
を

も
つ

て
購

入
し

た
物

品
 

2
 

前
項

の
ほ

か
、

受
入

れ
後
直

ち
に

全
部

の
払

出
し

を
す
る

消
耗

品
及

び
原

材
料

品
に
つ

い
て

は
、

出
納

簿
及

び
受

払
簿

に
登

載
を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
 

 

上
記

規
定

関
係

の
通

知
に
は

1
項

8
号

の
取

扱
い

に
つ

い
て

物
品
要

求
書
・

物
品

購
入
報

告
書
に

「
1
月

以
内

に
消

費
す

る
も
の

で
あ
る

」
と

表
示

し
、

こ
れ

に
基
づ

い
て

出
納

員
及

び
物

品
取
扱

者

は
出

納
簿

及
び

受
払

簿
へ

の
登

載
を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
旨
、
及

び
2
項
の

取
扱
い

に
つ
い

て

も
、
受

入
後

直
ち

に
払

出
す
消

耗
品
及

び
原

材
料

品
に

つ
い

て
は
物

品
要

求
書
・

物
品
購

入
報
告

書

に
「
本

消
耗

品
（

原
材

料
品
）

は
受

入
後

直
ち

に
払

い
出
す

も
の
で

あ
る
」

と
表

示
し
、

こ
れ

に
基

づ
い

て
出

納
員

及
び

物
品

取
扱

者
は
、
出

納
簿

及
び

受
払
簿

へ
の
登

載
を

省
略

す
る

こ
と

が
で
き

る

旨
の

記
載

が
あ

る
。
 

 

総
合

農
業

技
術

セ
ン

タ
ー

の
肥

料
物
品

要
求

書
に

は
帳

簿
登

載
省
略

理
由

の
記

載
欄

に
「

受
入
後

直
ち

に
払

い
出

す
」
旨

の
記
載

が
さ
れ

て
い

る
た

め
、
形
式

的
に
は

出
納

簿
・
受

払
簿
へ

の
登
載

を

省
略

で
き

る
要

件
は

満
た

し
て

い
る
と

思
わ

れ
る

が
、
実
際

に
肥
料

の
現

物
確

認
を

行
っ

た
と
こ

ろ
、

相
当

の
在

庫
数

の
確

認
が

と
れ

た
。
「

受
入

後
直

ち
に

払
い

出
す

」
旨

の
記

載
に

つ
い

て
は

、
そ

の

実
態

に
即

し
た

も
の

で
は

な
く

慣
例
で

記
載

し
て

い
た

と
推

測
さ
れ

る
。
資

産
の

管
理
上

、
正

確
な

出
納

簿
・
受

払
簿

を
作

成
し
、

実
地

の
棚

卸
調

査
を

定
期
的

に
行
う

こ
と

は
非

常
に

有
用

で
あ
る

と

思
わ

れ
る

。
 

 

⑨
 

薬
品

の
管

理
状

況
に

つ
い

て
（

意
見

）
 

総
合

農
業

技
術

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て
は
、

酢
酸

ア
ン

モ
ニ
ウ

ム
や
硫

酸
ア

ン
モ

ニ
ウ

ム
、

ホ
ウ

酸

な
ど

の
薬

品
を

使
用
、

保
管
し

て
い
る
。

薬
品

管
理

状
況
に

つ
い
て

本
館

薬
品

庫
を

視
察

し
た
と

こ
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合

農
業
技

術
セ
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「
山

梨
県

物
品

管
理

・
調

達
事

務
ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

」
よ

り
 

図
書

受
払

簿
の

登
載

範
囲

と
し

て
は
、

図
書

の
全

て
が

対
象

と
な
る

も
の

の
、

備
品

に
つ

い
 

て
は

、
備

品
原

簿
へ

登
載

す
る

た
め
、

登
載

す
る

必
要

が
な

い
。
し

た
が

っ
て

消
耗

品
の

図
 

書
に

つ
い

て
登

載
に

し
て

お
け

ば
よ
い

。
消

耗
品

出
納

簿
で

行
っ
て

も
よ

い
。

消
耗

品
で

あ
 

る
の

で
財

務
規

則
第

24
6
条
に

該
当
す

る
も

の
は

、
登

載
が

省
略
で

き
る

。
 

 

ま
た

、
総

合
農

業
技

術
セ

ン
タ

ー
の
図

書
管

理
要

綱
第

3
条

に
は
以

下
の

規
定

が
存

在
す

る
。
 

 

総
合

農
業

技
術

セ
ン

タ
ー

図
書

管
理
要

綱
 

第
3
条
 

所
長

は
、

受
入

れ
の

済
ん

だ
図

書
を
、

図
書

目
録

に
、

及
び

逐
次
刊

行
物

目
録

に
作

成
す

る
。
 

 

提
示

さ
れ

た
蔵

書
一

覧
を

確
認

し
た
と

こ
ろ
、

毎
期

図
書
の

購
入
は

断
続

的
に

行
わ

れ
て

い
る
が
、

平
成

1
8
年

以
降

に
つ

い
て
は

更
新
が

な
さ

れ
て

い
な

い
状

況
で
あ

っ
た

。
セ

ン
タ

ー
に

あ
る
図

書

に
つ

い
て

全
体

と
し

て
管

理
が

な
さ
れ

て
い

な
い

の
が

現
状

で
あ
る

と
判

断
さ

れ
る
。
担

当
者
よ

り

「
消

耗
品

と
し

て
あ

つ
か

っ
て

い
る
た

め
受

払
簿

は
作

成
し

て
い
な

い
。」

と
の

説
明

を
受

け
た
が

、

財
務

規
則

等
に

従
え

ば
、
消
耗

品
で
あ

る
こ

と
を

も
っ

て
受

払
簿
の

作
成

の
必

要
が

な
い

と
は
言

え

な
い

。
ま

た
受

払
簿

へ
の

登
載

が
省
略

で
き

る
要

件
と

し
て

は
、「

官
報

、
広
報

、
新

聞
、
雑

誌
等

」
、

「
消

耗
品

の
う
ち

1
月
以

内
に

消
費
す

る
こ

と
を

予
定

し
て

購
入
し

た
消

耗
品

」
、「

受
入

れ
後
直

ち

に
全

部
の

払
出

し
を

す
る

消
耗

品
及
び

原
材

料
品
」

等
に
限

定
さ
れ

て
お

り
、
実

際
に
図

書
購
入

の

際
の

物
品

要
求

書
へ

の
帳

簿
登

載
省
略

理
由

の
欄

に
は

「
1
月

以
内
に

消
費

す
る

」
、「

受
入

後
直

ち

に
払

い
出

す
」
旨

の
記

載
が
あ

る
が
、
図

書
と

い
う

資
産
の

性
質
上
、

こ
の

よ
う

な
登
載

省
略
理

由

は
極

め
て

不
適

当
で

あ
り
、
雑

誌
等
に

該
当

し
な

い
限

り
は

受
払
簿

の
作

成
が

規
定

上
も

求
め
ら

れ

て
い

る
と

判
断

さ
れ

る
。
今
後

は
規
定

を
遵

守
し
、

図
書
の

管
理
に

つ
い

て
は

図
書

受
払

簿
及
び

図

書
目

録
の

作
成

等
を

行
う

こ
と

が
必
要

で
あ

る
と

考
え

る
。

 

 

⑬
 

切
手

の
管

理
に

つ
い

て
（

指
摘

事
項

）
 

総
合

農
業

技
術

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る
切

手
の

管
理

は
、
日
々

の
使
用

分
を

手
書

き
で

管
理

し
、

月

末
に

受
払

簿
を

作
成

し
て

い
る

と
の
こ

と
で

あ
っ

た
。
総
務

課
に
お

い
て

切
手

の
実

査
を

行
っ
た

結

果
は

、
以

下
の

と
お

り
の

で
あ

る
。
 

総
合

農
業
技

術
セ
ン
タ

ー
 

 

 
8
/
2
5
実

査
 

残
高

A 

(
a
) 

8
/
2
5
実

査
 

残
高

B 

(
b
) 

8
/
1～

/
25 

使
用

分
 

(
c
) 

8
/
1
6 

購
入

分
 

(
d
) 

7
/
3
1
あ

る
 

べ
き

残
高

 

(
e
) 

7
/
3
1 

帳
簿

残
高

(
f
) 

 
 
  

 
差

 

(
g
) 

1
0
円

切
手

 
1
0
1
枚

 
1
0
0
枚

 
2
枚

 
1
0
0
枚

 
1
0
3
枚

 
1
0
3
枚

 
±

0
枚

 

5
0
円

切
手

 
2
3
枚

 
2
0
0
枚

 
3
枚

 
0
枚

 
2
2
6
枚

 
2
2
5
枚

 
＋

1
枚

 

8
0
円

切
手

 
4
5
枚

 
2
0
0
枚

 
2
0
枚

 
1
0
0
枚

 
2
1
5
枚

 
2
1
6
枚

 
△

1
枚

 

9
0
円

切
手

 
6
4
枚

 
2
0
0
枚

 
5
枚

 
1
0
0
枚

 
1
6
9
枚

 
1
7
0
枚

 
△

1
枚

 

1
2
0
円

切
手

 
6
4
枚

 
1
0
0
枚

 
3
枚

 
1
0
0
枚

 
6
7
枚

 
6
6
枚

 
＋

1
枚

 

2
7
0
円

切
手

 
1
8
枚

 
1
0
0
枚

 
0
枚

 
1
0
0
枚

 
1
8
枚

 
1
8
枚

 
±

0
枚

 

は
が

き
 

1
6
枚

 
7
0
枚

 
0
枚

 
0
枚

 
8
6
枚

 
8
6
枚

 
±

0
枚

 

（
残

高
A・

・
・

総
務

課
机

上
の

ラ
ッ

ク
で

管
理

し
て

い
る

切
手

の
残

高
）

 

（
残

高
B・

・
・

総
務

課
金

庫
内

で
管

理
し

て
い

る
切

手
の

残
高

）
 

計
算

式
・

・
・

((
a
)＋

(b
)
)＋

(
c
)－

(
d)

＝
(
e
) 

，
(
e
)－

(f
)＝

(
g) 

 

上
記

の
計

算
式

に
従

っ
て

、
実

査
当

日
の

残
高

に
加

算
・

減
算

を
す

る
と

上
記

の
結

果
の

通
り

、

切
手

の
帳

簿
残

高
(f
)
と

計
算

上
の

実
際

残
高

(
e
)
に

は
若

干
の

差
異

が
あ

る
こ

と
が

確
認

さ
れ

た
。

差
異

が
若

干
で

あ
る

と
は

い
え

、
現

金
同

等
物

で
あ

る
切
手

に
つ
い

て
は

更
な

る
厳

格
な

管
理
が

必

要
で

あ
る

。
 

 

⑭
 

簿
外

現
金

と
私

用
切

手
の

存
在

に
つ

い
て

（
指
摘

事
項

）
 

総
務

課
の

金
庫

内
を

調
査

し
た

と
こ
ろ

、
以

下
の

と
お

り
内

容
不
明

の
現

金
が

発
見

さ
れ

た
。
 

 
 調

査
時

の
状

況
 

金
銭

内
訳

 

金
種

 
 

 
 

 
 

枚
数

 
金

額
 

茶
封

筒
内

に
現

金
あ

り
。

 

（
封

筒
に

「
募

金
に

使
っ

て
く

だ
さ

 

い
」

と
の

メ
モ

書
き

あ
り

）
 

1
0
0
円

 
2
枚

 
2
0
0
円

 

5
円

 
1
7
枚

 
8
5
円

 

1
円

 
2
3
5
枚

 
2
3
5
円

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
小

計
 
5
2
0
円

 

所
有

者
不

明
の

財
布

内
に

現
金

あ
 

り
。

 

5
0
0
円

 
2
枚

 
1
,
0
00

円
 

1
0
0
円

 
4
枚

 
4
0
0
円

 

5
0
円

 
1
枚

 
5
0
円

 

1
0
円

 
2
枚

 
2
0
円

 

1
円

 
2
枚

 
2
円

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
小

計
 
1
,
4
72

円
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総
合

農
業
技

術
セ
ン
タ

ー
 

調
査

時
の

状
況

 
金

銭
内

訳
 

金
種

 
 

 
 

 
 

枚
数

 
金

額
 

ベ
ー

ジ
ュ

封
筒

内
に

現
金

あ
り

。
 

1
0
円

 
1
0
枚

 
1
0
0
円

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
小

計
 
1
0
0
円

 

は
だ

か
の

現
金

 
1
,
0
00

円
 

2
枚

 
2
,
0
00

円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
小

計
 
2
,
0
00

円
 

封
筒

(
窓

開
き

)内
に

現
金

あ
り

。
 

（
駐

車
場

に
て

発
見

の
遺

失
物

）
 

5
,
0
00

円
 

1
枚

 
5
,
0
00

円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
小

計
 
5
,
0
00

円
 

合
計

 
 
9
,
0
92

円
 

 

所
有

者
の

不
明

な
現

金
に

つ
い

て
は

そ
の

内
容

を
確

認
の

上
、

早
急

に
解

決
す

べ
き

と
考

え
る

。

特
に

遺
失

物
に

つ
い

て
は

遺
失

物
法
第

4
条

に
基

づ
き

警
察

署
へ
の

届
出

等
の

処
置

を
講

じ
、

法
令

遵
守

を
徹

底
す

べ
き

で
あ

る
。

 

 

遺
失

物
法
 

第
4
条
 

拾
得

者
は

、
速

や
か

に
、

拾
得

を
し
た

物
件

を
遺

失
者

に
返

還
し
、

又
は

警
察

署
長

に
提

出
 

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、
法

令
の

規
定

に
よ

り
そ

の
所
持

が
禁

止
さ

れ
て

い
る

物
 

に
該

当
す

る
物

件
及

び
犯

罪
の

犯
人
が

占
有

し
て

い
た

と
認

め
ら
れ

る
物

件
は

、
速

や
か

に
 

こ
れ

を
警

察
署

長
に

提
出

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

ま
た
、

公
用

の
切

手
と

別
に
、

総
務

に
お

い
て

職
員

私
用
切

手
の
管

理
を

行
っ

て
い

る
と

い
う
こ

と
で

あ
っ

た
が
、

過
去

か
ら
の

連
続
し

た
受

払
簿

は
存

在
せ

ず
、

当
初

の
原

資
に

つ
い
て

は
不
明

と

な
っ

て
し

ま
っ

て
い

る
。

私
用

切
手
の

残
高

は
以

下
の

通
り

で
あ
っ

た
。
 

円
 

2
7
0 

円
 

1
2
0 

円
 

9
0 

円
 

8
0 

円
 

6
0 

円
 

5
0 

円
 

3
0 

円
 

2
0 

円
 

1
0 

ﾊ
ｶ
ﾞ
ｷ 

5
0 

合
計

 

金
額

 

3
枚

 
8
枚

 
1
3
枚

 
4
8
枚

 
1
枚

 
1
4
枚

 
1
3
枚

 
1
枚

 
3
8
枚

 
1
8
枚

 
9
2
3
0
円

 

 

現
金

及
び

切
手

と
も

に
、
仮
に

一
時
的

に
私

用
の

も
の

を
預

か
る
こ

と
が

あ
っ

た
と

し
て

も
最
低

限
、

公
用

の
資

産
と

は
保

管
場

所
等
を

明
確

に
区

分
す

る
べ

き
で
は

な
い

か
と

考
え

る
。

 

 

⑮
 

遊
休

資
産

の
有

効
活

用
に

つ
い

て
（

意
見

）
 

約
1
0
年

前
に

山
梨

県
の

条
例
に

よ
っ
て

廃
止

と
な

っ
た

農
業

展
示
館

内
部
（

下
記

配
置
図

中
Ａ
）

を
視

察
し

た
と

こ
ろ

当
時

の
展

示
物
が

そ
の

ま
ま

放
置

さ
れ

て
い
る

状
態

で
あ

っ
た
。
展

示
物
の

多

く
は

民
間

か
ら

寄
贈

さ
れ

た
も

の
で
あ

り
、
総

合
農

業
技
術

セ
ン
タ

ー
独

自
の

判
断

で
処

分
す
る

こ

と
は

難
し

い
た

め
こ

の
よ

う
な

状
態
と

な
っ

て
い

る
と

の
説

明
を
受

け
た
。

し
か

し
、
展

示
物
の

中

総
合

農
業
技

術
セ
ン
タ

ー
 

に
は

古
書

の
類

等
、
歴

史
的
価

値
の
低

く
な

い
資

産
も

あ
る

よ
う
に

見
受

け
ら

れ
た
。
現

在
死
蔵

化

し
て

し
ま

っ
て

い
る

展
示

品
の

有
効
活

用
、
例

え
ば

県
立
博

物
館
等
、

他
の

行
政

機
関
や

民
間
の

施

設
等

に
よ

る
一

般
公

開
な

ど
の

方
法
に

よ
る

資
産

活
用

も
検

討
の
余

地
が

あ
る

の
で

は
な

い
か
。
ま

た
現

在
、

未
管

理
の

遊
休

地
と

な
っ
て

い
る

旧
農

業
大

学
校

の
テ
ニ

ス
コ

ー
ト

（
下

記
配

置
図
Ｂ
）

及
び

職
員

宿
舎

前
の

旧
農

業
大

学
校
グ

ラ
ウ

ン
ド
（

下
記
配

置
図
中

Ｃ
）
や

、
ほ

ぼ
空
室

と
な
っ

て

い
る

旧
農

業
大

学
校

の
教

室
（

下
記

配
置

図
中

Ｄ
）

に
つ
い

て
も
そ

の
活

用
方

法
を

検
討

す
る
こ

と

が
必

要
で

あ
る

。
 

今
後

使
用

す
る

見
込

み
の

低
い

資
産
に

つ
い

て
は
、

中
・
長

期
的
な

視
点

か
ら

使
用

方
法

を
検
討

す
べ

き
で

あ
る

。
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総
合

農
業
技
術

セ
ン
タ

ー
 

に
は

古
書

の
類

等
、
歴

史
的
価

値
の
低

く
な

い
資

産
も

あ
る

よ
う
に

見
受

け
ら

れ
た
。
現

在
死
蔵

化

し
て

し
ま

っ
て

い
る

展
示

品
の

有
効
活

用
、
例

え
ば

県
立
博

物
館
等
、

他
の

行
政

機
関
や

民
間
の

施

設
等

に
よ

る
一

般
公

開
な

ど
の

方
法
に

よ
る

資
産

活
用

も
検

討
の
余

地
が

あ
る

の
で

は
な

い
か
。
ま

た
現

在
、

未
管

理
の

遊
休

地
と

な
っ
て

い
る

旧
農

業
大

学
校

の
テ
ニ

ス
コ

ー
ト

（
下

記
配

置
図
Ｂ
）

及
び

職
員

宿
舎

前
の

旧
農

業
大

学
校
グ

ラ
ウ

ン
ド
（

下
記
配

置
図
中

Ｃ
）
や

、
ほ

ぼ
空
室

と
な
っ

て

い
る

旧
農

業
大

学
校

の
教

室
（

下
記

配
置

図
中

Ｄ
）

に
つ
い

て
も
そ

の
活

用
方

法
を

検
討

す
る
こ

と

が
必

要
で

あ
る

。
 

今
後

使
用

す
る

見
込

み
の

低
い

資
産
に

つ
い

て
は
、

中
・
長

期
的
な

視
点

か
ら

使
用

方
法

を
検
討

す
べ

き
で

あ
る

。
 

総
合

農
業
技

術
セ
ン
タ

ー
 

 

総
合

農
業

技
術

セ
ン

タ
ー

配
置

図
 

                                    

C

A
B

D

旧
農

業
大

学
校

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

 
旧

農
業

大
学

校
グ

ラ
ウ

ン
ド

 

果
樹

試
験
場

 

８
．
 果

樹
試

験
場
 

（
１

）
試

験
研

究
課

題
 

果
樹

試
験

場
で

は
、
生

食
ブ
ド

ウ
、

醸
造

ブ
ド

ウ
及

び
モ
モ

、
ス

モ
モ

な
ど

の
落

葉
果
樹

の
品
種

育

成
に

関
す

る
研

究
や
、

省
力
化

、
高

品
質

化
に

向
け

た
栽
培

技
術
の

確
立
、

薬
剤

防
除
法

の
改
善
、

病

害
虫

防
除

技
術

等
の

研
究

を
行

っ
て
い

る
。
 

 

①
 

改
題

・
再

編
さ

れ
た

研
究

テ
ー

マ
の

評
価

に
つ
い

て
（

意
見

）
 

翌
年

度
実

施
予

定
の

試
験

研
究

課
題
を

ま
と

め
て

い
る
「
試

験
研
究

予
定

課
題
」

に
つ
い

て
、

平
成

1
9
年

度
～

平
成

2
1年

度
分

を
閲

覧
す
る

と
、
試

験
研

究
期
間

の
途
中

に
お

い
て
、

名
称
が

改
題
さ

れ
て

い
る

も
の

や
、

研
究

の
範

囲
や

目
的
等

が
再

編
さ

れ
て

い
る

研
究
テ

ー
マ

が
散

見
さ

れ
た

。
 

研
究

テ
ー

マ
の

選
定

に
あ

た
っ

て
は
、
そ

の
適

否
に

つ
い
て

必
ず
事

前
評

価
を

受
け

る
こ

と
に
な
っ

て
い

る
。
し

か
し

な
が

ら
、
試

験
研
究

期
間

中
に

改
題
・
再

編
さ
れ

た
研

究
テ

ー
マ

に
つ

い
て
は
、

改

題
・
再

編
後

の
研

究
課

題
設
定

の
適
否

に
つ

い
て

課
題

評
価

委
員
の

評
価

を
受

け
る

仕
組

み
に
は

な
っ

て
い

な
い

。
 

 事
前

評
価

の
趣

旨
は
、

十
分
な

評
価
能

力
を

有
す

る
評

価
委

員
が
、
公

正
な

立
場

か
ら
、

山
梨

県
の

試
験

研
究

機
関

と
し

て
研

究
す

る
に

値
す

る
研

究
テ

ー
マ

で
あ

る
か

ど
う

か
の

評
価

を
行

う
こ

と
に

あ
る
。

当
該

趣
旨

を
勘

案
す
る

と
、

研
究

の
範

囲
や

目
的
等

が
再
編

さ
れ

て
い

る
研

究
テ

ー
マ
に

つ
い

て
は
、

再
編

後
の

研
究

テ
ー
マ

が
依
然

研
究

す
る

に
値

す
る

課
題
で

あ
る

か
ど

う
か

の
評

価
を
受

け
る

こ
と

が
望

ま
れ

る
。
 

＜
課

題
評

価
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
１

１
．

そ
の

他
の
意

見
、

参
考

資
料

、
（

２
）
試

験
研
究

課

題
の

評
価

に
つ

い
て

（
参

考
資

料
）
」

を
参

照
＞
 

 

（
２

）
人

事
制

度
 

①
 

短
期

臨
時

職
員

の
出

退
勤

管
理

に
つ

い
て

（
意
見

）
 

短
期

臨
時

職
員

の
出

退
勤

管
理

の
方

法
は

、
各

作
業

の
リ

ー
ダ

ー
の

管
理

と
な

り
、

出
勤

で
あ

れ
ば

丸

印
等

を
手

書
き

で
出

勤
簿

に
記

入
す
る

と
い

っ
た

方
法

が
取

ら
れ
て

い
る
。

平
成

21
年
分

の
出
勤

簿
を

通

査
し

た
と

こ
ろ

、
出

勤
簿

に
は

各
リ

ー
ダ

ー
の

署
名

、
押

印
等

は
な

く
、

職
員

本
人

に
よ

る
署

名
や

、
押

印
も

無
か

っ
た

。
担

当
者

か
ら

の
聴

取
に

よ
る

と
、

日
々

の
作

業
日

報
の

作
成

も
特

段
行

っ
て

は
い

な
い

と
の

事
で

あ
り

、
試

験
場

に
て

作
成

し
て

い
る

短
期

間
臨

時
職

員
の

出
勤

簿
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
自

体
で

勤
務

の
実

態
が

存
在

し
た

こ
と

を
証
明

す
る

に
は

資
料

と
し

て
は
不

十
分

と
判

断
さ

れ
る

。
 

さ
ら

に
、

個
別

に
採

用
者

と
の

契
約

書
を

作
成

し
て

お
ら

ず
、

募
集

か
ら

面
接

、
雇

用
契

約
、

賃
金

の

支
払

ま
で

試
験

場
単

独
で

行
っ

て
い

る
と

の
事

実
を

合
わ

せ
て

判
断

す
る

と
、

例
え

ば
履

歴
書

の
整

備
さ

え
あ

れ
ば

、
勤

務
実

態
が

無
か

っ
た

と
し

て
も

、
賃

金
と

し
て

支
払

を
執

行
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
、

シ
ス

テ
ム

上
不

正
の

発
生

す
る

危
険

性
は

常
に

内
在

し
て

い
る

の
で

は
な

い
か

と
思

わ
れ

る
。

出
勤

簿
又

は
作

業
日

報
等

に
お

い
て

、
記

入
内

容
の

責
任

者
の

明
確

化
や

、
短

期
間

臨
時

職
員

本
人

に
よ

る
署

名
な

ど
、

勤
務

実
態

が
確

か
に

あ
っ

た
こ

と
を

後
日

検
証

可
能

と
な

る
よ

う
に

、
整

備
し

て
お

く
こ

と
が

望
ま

し
い

と
思

わ
れ

る
。
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果
樹

試
験
場

 

（
３

）
受

託
研

究
費
 

受
託

研
究

の
概

要
（

平
成

21
年

度
）

 
果

樹
試

験
場

に
お

け
る

平
成

21
年

度
の

受
託

事
業

収
入

は
2
,7
8
0
千

円
で

あ
る

。
こ

れ
ら

は
、

農
業

関
係

試
験

調
査

受
託

事
業

3件
の

合
計
で

あ
り

、
そ

の
概

要
は

下
表
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 

＜
平
成

2
1
年

度
農

業
関

係
試
験

調
査
受

託
事

業
の

概
要

＞
 

①
-
ⅰ

 
牛

糞
堆
肥

を
併

用
し

た
ぶ

ど
う

へ
の
被

覆
尿

素
肥

料
の

効
率

的
施
肥

法
開

発
 

 
相

手
先

 
全

国
農
業

協
同

組
合

連
合

会
 

山
梨
県

本
部

 

 
契

約
期

間
 

平
成

2
1
年

6
月

1
日

～
平

成
22

年
1
月

3
1
日

（
試

験
の

実
施

期
間

）
 

 
金

額
 

5
2
5
,0

0
0
円

 

 ②
-
ⅱ

 
果

樹
関

係
除

草
剤
・
生

育
調

節
剤

に
関

す
る

試
験
（

KT
-
30

S
液

剤
 

適
用

性
他

、
計

5
件

）
 

 
相

手
先

 
財

団
法
人

日
本

植
物

調
節

剤
研

究
協
会

 

 
契

約
期

間
 

平
成

2
1
年

4
月

1
日

～
平

成
22

年
3
月

3
1
日

 

 
金

額
 

6
8
7
,7

5
0
円

 

 ③
-
ⅲ

 
農

薬
に
つ

い
て

、
そ

の
結

果
・

薬
害
・

残
留

性
に

つ
い

て
の

試
験

 

 
相

手
先

 
山

梨
県
植

物
防

疫
協

会
（

山
梨

県
農
業

共
済

組
合

連
合

会
内

）
 

 
契

約
期

間
 

平
成

2
1
年

4
月

1
日

～
平

成
22

年
2
月

2
8
日

 

 
金

額
 

1
,
5
68

,
00

0
円

 

 

①
 

受
託

研
究

に
関

す
る

規
程

類
が

未
整

備
で

あ
る
こ

と
に

つ
い

て
（

指
摘

事
項
）
 

 

果
樹

試
験

場
に

お
い

て
は
、
受

託
研
究

に
関

す
る

規
程
、
要

綱
、

要
領

等
が

未
整

備
で
あ

っ
た
、
つ

ま
り

、
受

託
研

究
の

受
け

入
れ

に
つ
い

て
の

判
断

基
準

や
事

務
手
続

が
不

明
確

で
あ

る
。

 

県
立

試
験

研
究

機
関

が
行

う
試

験
研
究

は
、
県

の
施

策
の
推

進
に
あ

た
っ

て
、
必

要
又
は

有
益
で

あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
に

限
っ

て
実
施

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
こ

の
こ

と
は

受
託

研
究
に

つ
い
て

も
同

様
で

あ
る

。
 

特
に

依
頼

試
験
・

検
査

の
う
ち

、
企

業
活

動
の

代
行

に
該
当

す
る
も

の
に

つ
い

て
は
、
公

平
性
の

観

点
か

ら
、

一
定

の
基

準
を

設
け

る
必
要

が
あ

る
。
 

し
た

が
っ

て
、
果

樹
試

験
場
に

お
い
て
、

受
託

研
究

に
関
す

る
規
程
、

要
綱

、
要

領
等
を

整
備
す

る

必
要

が
あ

る
。
 

 

②
受

託
研

究
の

受
入

可
否
の

決
裁

に
つ

い
て

（
指

摘
事
項

）
 

 

果
樹

試
験

場
に

お
い

て
は
、
受

託
研
究

の
受

入
可

否
に

つ
い

て
の
決

裁
が

な
さ

れ
て

い
な

い
。

受
託

研
究

の
依

頼
に

基
づ

い
て

、
契

約
伺
い

を
決

裁
す

る
の

み
で

あ
る
。
 

受
託

研
究

に
つ

い
て

は
、
公
的

関
与
の

妥
当

性
に

つ
い

て
、
十

分
に

判
断

す
る

必
要
が
あ

る
。
つ

ま

り
、

県
の

施
策

の
推

進
に

あ
た

っ
て
必

要
又

は
有

益
で

あ
る

か
否
か

を
判

断
し

、
そ

の
判

断
の
根

拠
を

決
裁

文
書

と
し

て
、

明
確

に
残

す
必
要

が
あ

る
。

 
そ

の
た
め

に
は
、

①
で

述
べ
た

よ
う
に
、

受
託

研
究

に
関
す

る
規
程

等
を

整
備

し
、
一
定

の
基
準

を

設
け

る
必

要
が

あ
る

。
 

果
樹

試
験
場

 

 

③
農

業
関

係
試

験
調

査
受
託

事
業

①
－

ⅰ
に

つ
い

て
（

指
摘
事

項
）

 
 

「
牛

糞
堆

肥
を

併
用

し
た

ぶ
ど

う
へ
の

被
覆

尿
素

肥
料

の
効

率
的
施

肥
法

開
発
」

契
約
書

に
よ
る
と
、

試
験

結
果

報
告

書
提

出
時

期
が

平
成

2
2
年

2
月

28
日

ま
で

と
な

っ
て

お
り

、
当

該
報

告
書

提
出

後
即

、

受
託

研
究

費
を

支
払

う
こ

と
と

な
っ
て

い
る

。
 

果
樹

試
験

場
に

お
い

て
は

、
当

該
報

告
書

は
平

成
2
2
年

2
月

1
7
日

に
提

出
さ

れ
て

い
る

が
、

受
託

研

究
費

の
調

定
は

平
成

2
2年

3月
2
5
日

に
行

わ
れ

て
お

り
、
納
期

限
は
平

成
2
2
年
4
月

19
日
と
な

っ
て
い

た
。 

当
該

報
告

書
提

出
後

即
、
受
託

研
究
費

を
支

払
う

こ
と

と
な

っ
て
い

る
契

約
書

上
の

規
定

に
従
っ
て

い
な

い
。
 

し
か

し
、
他

の
受

託
研

究
の
よ

う
に
、
通

常
の

事
務

の
流
れ

は
、

報
告

書
の

検
収

を
受
け

て
、

調
定

し
、
納

入
通

知
書

を
送

付
し
、

期
限

内
に

納
入

を
受

け
る
も

の
で
あ

る
。
し

た
が

っ
て
、

今
後

は
、

契

約
書

上
の

規
定

に
従

っ
て

事
務

処
理
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

 

 

④
農

業
関

係
試

験
調

査
受
託

事
業

①
－

ⅲ
に

つ
い

て
（

指
摘
事

項
）

 
 

「
農

薬
に

つ
い

て
、
そ

の
結
果

・
薬

害
・

残
留

性
に

つ
い
て

の
試
験
」

契
約

書
に

よ
る
と

、
事

務
完

了
後

2
0日

以
内

に
試

験
成

績
書

と
納
入

通
知

書
を

送
付

し
、

そ
こ

か
ら

3
0日

以
内

に
支
払

い
を
受

け
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

。
 

果
樹

試
験

場
に

お
い

て
は
、
事

務
は
平

成
2
1
年
1
1
月
に

完
了

し
、
試
験

成
績

書
を

送
付
し

て
い
る

が
、

納
入

通
知

書
は

平
成

2
1年

1
2月

1
6
日
に

送
付

さ
れ

て
い

た
。

 

当
該

事
務

完
了

後
2
0
日

以
内

に
納

入
通

知
書

を
送

付
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
契

約
書

上
の

規
定

に
従

っ
て

い
な

い
。
 

今
後

は
、

契
約

書
上

の
規

定
に

従
っ
て

事
務

処
理

を
行

う
必

要
が
あ

る
。
 

 

⑤
農

業
関

係
試

験
調

査
受
託

事
業

①
－

ⅲ
の

契
約

締
結
に

つ
い
て

（
指

摘
事

項
）

 
 

当
該

受
託

研
究

に
つ

い
て

、
委

託
者

か
ら

の
依

頼
文

は
平

成
2
1
年

6
月

2
5
日

付
と

な
っ

て
い

る
が

、

契
約

日
は

平
成

2
1
年

4
月

1
日

で
あ

っ
た

。
ま

た
、

契
約

伺
い

の
決

裁
日

は
平

成
2
1
年

6
月

3
0
日

で
あ

っ

た
。
 

契
約

前
に

受
託

研
究

を
行

っ
て

い
る
こ

と
と

な
り

、
形
式
的

に
不
備

と
な

っ
て

い
る

。
し

か
し
、
実

務
上

は
年

度
等

の
切

れ
目

な
く

、
農

薬
に

つ
い

て
の
結

果
・

薬
害

・
残

留
性

に
つ
い

て
の

試
験

を
実

施

し
て

い
る

も
の

で
あ

る
。
 

今
後

は
、
受

託
研

究
に

係
る
事

務
手
続

を
整

備
し
、

形
式
的

な
不
備

を
解

消
す

る
必

要
が

あ
る
。
そ

の
ほ

か
、
債

務
負

担
行

為
や
長

期
継
続

契
約

を
検

討
す

る
な

ど
、

実
務

上
の

取
り

扱
い
を

考
慮
す

る
こ

と
も

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

  

（
４

）
会

計
 

①
 

海
外

研
修

旅
費

に
つ

い
て

（
指

摘
事

項
）
 

平
成

2
1
年

1
月

1
2
日

～
平
成

2
3
年

7
月

3
1
日

の
間
に
フ

ラ
ン
ス

・
ボ

ル
ド

ー
で

の
語

学



山 

梨 

県 

公 

報 

号 

外

　
　

第
四
十
五
号

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日�

七
七

果
樹

試
験
場

 

研
修

及
び

ボ
ル

ド
ー

大
学

醸
造

学
部

で
の

研
修

の
た

め
、

果
樹

試
験

場
の

研
究

員
１

名
が

海
外

派
遣

さ
れ

て
い

る
。
平

成
2
0
年

1
1
月

2
5
日

の
発

令
通

知
書

に
よ
る

と
研

修
期

間
は

上
記

の
と

お
り

長
期

に
わ

た
る
。

当
該
研

究
員
は

平
成

21
年

8
月

3
日

に
一
時

帰
国

し
、
旅

費
の
精

算
が

行
わ

れ
、

平
成

2
1
年

8
月

14
日

を
起

案
日

と
す

る
海

外
長

期
派
遣

研
修

旅
費

精
算

（
過

年
度

分
）

の
調

定
伺

い
が

起
案

さ
れ

て
い

る
。

た
だ

し
、

上
記

発
令

通
知

書
は

存
在

す
る

が
帰

国
に

か
か

わ
る

命
令

書
が

存
在

し
な

い
た

め
、

当
該

帰
国

は
命

令
に

基
づ

い
た

帰
国

で
あ

る
か

否
か

確
認

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

命
令

に
基

づ
か

な
い

帰
国

に
当

た
る

と
、

帰
国

に
係

る
往

復
の

旅
費

及
び

宿
泊

費
・

日
当

は
自

己
負

担
等

と
な

り
、

ま
た

現
地

に
お

け
る

長
期

赴
任

の
期

間
が

継
続

す
る

こ
と

と
な

り
長

期
滞

在
に

基
づ

く
宿

泊
費

・
日

当
等

は
逓

減
し

た
も

の
が

継
続

し
て

適
用

さ
れ

る
こ

と
に

な
る

。
し

た
が

っ
て

、
命

令
に

基
づ

く
帰

国
に

該
当

す
る

も
の

で
あ

る
か

明
確

に
す

る
た

め
命

令
書

の
発

令
が
必

要
で

あ
る

。
 

 
②

 
行

政
財

産
使

用
料
の

計
算

に
つ

い
て

(
意

見
) 

建
物

の
使

用
に

関
す

る
行

政
財

産
使
用

料
は

山
梨

県
行

政
財

産
使
用

料
条

例
（

昭
和

39
年

3
月

31
日
、

山
梨

県
条

例
第
十

五
号
）
、
行

政
財

産
使

用
料
等

の
算
定

に
つ

い
て

（
通

達
）

に
基

づ
き
、

建
物

価
格

及
び

建
物
敷

地
価
格

を
基

礎
と

し
て

使
用

料
を
下

記
の

通
り

算
出

し
て

い
る
。 

 ＜
計

算
式

＞
 

（
1
㎡

あ
た

り
の

建
物

価
格
×

6
％
＋

1
㎡

あ
た

り
の

土
地
価

格
×
4
％
×

建
物

面
積

割
合
）

×
使
用

面
積

＝

建
物

の
使

用
料
 

 
 

 
 

敷
地

に
係

る
使

用
料

は
公

有
財

産
台
帳

上
の

1
㎡
あ

た
り
の

土
地
価

格
を

基
に

算
出

さ
れ

る
。

本
館

内
に

設
置

さ
れ

て
い

る
自

動
販

売
機

に
係

る
行

政
財

産
使

用
料

の
計

算
に

当
た

っ
て

も
上

記
と

同
様

に
計

算
さ

れ
て

い
る

が
、

敷
地

に
係

る
使

用
料

の
計

算
に

当
た

っ
て

、
台

帳
上

の
土

地
価

格
は

平
成

21
年
度

9
50

円
／

㎡
と

低
額

で
あ

る
。
こ
れ

は
当
該

本
館

等
が

存
す

る
宅

地
を

含
む

果
樹

畑
全

体
を

土
地

価
格

と
し
て

い
る

こ
と

に
よ

る
も

の
で
あ

る
。
 

尚
、

果
樹

試
験

場
は

社
団

法
人

山
梨

県
果

樹
園

芸
会

に
建

物
敷

地
を

賃
貸

し
て

い
る

が
、

当

該
敷

地
は

前
記

の
土

地
価

格
に

圃
場

造
成

費
を

加
算

し
て

基
礎

と
な

る
価

格
を

算
出

し
て

い
る

た
め

、
当

該
賃

貸
に

伴
う

使
用

料
は

4
36

円
／
㎡

で
あ

る
。

一
方
、

上
記

自
動

販
売

機
の

敷
地

に
係

る
使

用
料

は
果

樹
畑

と
し

て
の
土

地
価

格
に

基
づ
く

2
5
円
／

㎡
で

あ
り

、
約

1／
17

と
非

常
に

低
額

と
な

っ
て

い
る

。
 

本
来

は
当

該
本

館
が

存
す

る
敷

地
は
「
宅

地
」

で
あ

る
こ
と

か
ら
、
（
社

）
山

梨
県

果
樹
園

芸

会
に

賃
貸

し
て

い
る

敷
地

の
使

用
料

と
同

様
に

圃
場

造
成

費
を

加
算

し
て

基
礎

と
な

る
価

格
を

算
出

す
る

等
適

正
な

使
用

料
を

算
出
す

べ
き

で
あ

る
。
 

 

果
樹

試
験
場

 

③
 

生
産

物
売

却
収

入
（

ワ
イ

ン
）

の
売

却
単

価
に
つ

い
て

(
意

見
)
 

醸
造

さ
れ

て
ボ

ト
ル

詰
め

さ
れ

た
ワ
イ

ン
の

内
、
試

験
研
究

用
の
ワ

イ
ン

以
外

の
ワ

イ
ン

は
、

果
樹

試
験

場
内

で
売

却
さ

れ
て

い
る
（
酒

税
法

の
関

係
で
外

部
に
売

却
す

る
こ

と
は

で
き

な
い
）。

当
該

売
却

単
価

は
赤

ワ
イ
ン

1
,
0
00

円
／

本
、
白

ワ
イ
ン

7
0
0
円

／
本

（
澱
が

出
た

サ
ン

セ
ミ

ヨ
ン
は

5
00

円
／
本

）
で

あ
る

。
売
却

単
価

は
酒

税
・

ボ
ト

ル
代
等

を
含

め
た

製
造

に
係

る
費

用
を

積
算

し
た

原
価

を
基

に
、

市
場

価
格

等
を

参
考

に
し
て

決
定
し

て
い

る
と

の
こ

と
で

あ
る
。

ま
た

、
白

ワ
イ

ン
は

日
持

ち
せ

ず
賞

味
期

限
が

短
い

た
め

に
赤

ワ
イ

ン
に

比
べ

て
安

く
し

て
い

る
と

の
こ

と
で

あ
る

。
但

し
、

原
価

を
積

算
し

た
具

体
的

な
資

料
は

提
示

さ
れ

な
か

っ
た

。
当

該
ボ

ト
ル

ワ
イ

ン
は

外
部

に
は

販
売

さ
れ

ず
果

樹
試

験
場

内
部

で
の

売
却

の
み

で
あ

り
、

果
樹

試
験

場
の

職
員

等
に

対
す

る
経

済
的

な
便

益
の

提
供

と
疑

念
さ

れ
る

可
能

性
も

あ
る

こ
と

か
ら

、

ワ
イ

ン
製

造
に

か
か

わ
る

原
価

計
算

を
行

い
、

客
観

的
な

売
却

単
価

を
求

め
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

 

 
（

５
）
契

約
 

①
 

法
面

除
草

業
務

委
託

契
約

指
名

業
者

の
選

定
に
つ

い
て

 

平
成

20
年
度

～
平
成

2
1
年
度

の
法
面

除
草

業
務

委
託

契
約

に
係
る

指
名

競
争

入
札

の
入

札
参
加

者
に

つ
い

て
は

次
の

通
り

で
あ

っ
た
。
 

 

入
札

日
 

参
加

業
者

数
 

参
加

業
者

名
 

応
札

金
額

(税
抜

) 

H
2
1
.1

1
.1

7 
3
社

 

A
社

 
1
,
4
70

,
00

0
円

 

B
社

 
1
,
4
90

,
00

0
円

 

C
社

 
1
,
4
80

,
00

0
円

 

H
2
1
.7

.
14 

3
社

 

A
社

 
1
,
4
80

,
00

0
円

 

B
社

 
1
,
5
50

,
00

0
円

 

C
社

 
1
,
5
80

,
00

0
円

 

H
2
0
.1

1
.1

8 
3
社

 

A
社

 
1
,
4
30

,
00

0
円

 

B
社

 
1
,
4
60

,
00

0
円

 

C
社

 
1
,
4
50

,
00

0
円

 

H
2
0
.7

.
17 

3
社

 

A
社

 
1
,
4
80

,
00

0
円

 

B
社

 
1
,
5
40

,
00

0
円

 

C
社

 
1
,
5
20

,
00

0
円

 

 

ⅰ
 

入
札

へ
の

参
加

業
者

数
及

び
そ

の
選

定
に

つ
い
て

（
意

見
）
 

上
記

の
通

り
、
法

面
除

草
業
務

委
託
契

約
に

係
る

入
札

へ
の

参
加
業

者
は

過
去

2
年

間
に

お
い
て

全
く

同
一

で
あ

っ
た
。

指
名
競

争
入
札

の
入

札
参

加
者

の
選

定
プ
ロ

セ
ス

に
つ

い
て

は
決

裁
書
等

に




